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開議 午後２時００分 

〇議長(中島正己) 皆さん、こんにちは。 

 ただいまの出席議員数は、１１人であります。よって定足数に達していますの

で、これより平成１９年第２回竜王町議会定例会を再開いたします。 

 これより、本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。これより議事に入ります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 １ 一般質問 

〇議長(中島正己) 日程第１ 一般質問を行います。 

 質問および答弁は、簡単明瞭に要旨のみ願います。 

発言通告書が先に提出されておりますので、それに従い質問願います。 

 それでは、１０番、岡山富男議員。 

○１０番（岡山富男） 平成１９年第２回定例会一般質問、私は２問の質問をさせて

いただきます。 

まず最初に、今後の財政について質問させていただきます。平成１９年度の一

般会計の予算の歳入で、自主財源が３７億７,７３７万７,０００円、率は７９.

３％、そのうち町税が３２億２,７８６万円、率は６７.８％であり、昨年に比べ

て７.８％の伸びがありました。また、竜王町は３年間連続不交付団体であり、

今後の財政状況についてお伺いいたします。 

まず１つ目としまして、平成１８年度の決算見込みによる自主財源と町税の率

と、平成１９年度予算に対して、平成２０年度予定による歳入総額に占める自主

財源と町税の率はどのようになるのか、お伺いいたします。 

２点目、平成１８年度・１９年度法人税・固定資産税（土地）（家屋）（償却資

産）の決算見込みをお聞きします。 

３点目、企業の進出予定等による財政力指数はどのようになるのか、お伺いい

たします。 

４点目、平成１８・平成１９・平成２０年度の経常収支比率・公債費比率の割

合、町債のピークは、年度比率での割合をお伺いいたします。 

〇議長(中島正己) 赤佐総務課長。 

○総務課長（赤佐九彦） それでは、ただいまの岡山富男議員の質問にお答えさせて

いただきます。 

まず１点目の、平成１８年度の決算見込みにおける自主財源と町税の比率でご
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ざいますが、平成１８年度歳入見込み額は約６９億８,６３７万円で、うち自主

財源は約４０億９０万円で、そのうち町税は約３１億２,００２万円と見込んで

おります。また、歳入決算見込額に占める割合は自主財源が５７.３％であり、

町税については４２.７％でございます。 

平成１８年度の自主財源比率が例年に比べ減少している原因としては、公債費

の急激な増嵩を回避するために町債の借換えを行いましたことから、依存財源の

構成比率が大幅に上がったことによるものでございます。 

次に、平成１９年度の見込みでございますが、歳入見込み額が４７億６,２００

万円で、うち自主財源が約３７億７,７３８万円で７９.３％であり、そのうち町

税につきましては３２億２,７８６万円で６７.８％でございます。 

なお、平成１９年度見込みと平成２０年度見込みとの比較でございますが、町

税等におきましては、企業等の業績により大きく変動するものでありますが、現

状においては景気の動向の変化が見込まれないと思われますので、一般会計にお

いて平成２０年度に大型建設事業を実施しない限り、平成１９年度とほぼ同様の

率になるのではないかと思われます。 

次に、平成１８年度および平成１９年度の法人町民税および固定資産税の決算

見込みでございますが、平成１８年度の法人町民税は４億９,９４５万円であり

ます。固定資産税の総額では１７億８,４１１万円であり、この内訳として土地

が２億５,９６９万円、家屋が５億５,９５３万円、償却資産が９億６,４８９万

円になると思われます。 

次に、平成１９年度の法人町民税および固定資産税の決算見込みでございます

が、法人町民税につきましては、予算額で４億６,０００万円を計上いたしてお

ります。これにつきましては、町内の大手企業の税収の推移や決算状況等を勘案

する中で計上いたしておりますが、決算額につきましても大きな変動はないもの

と考えております。しかし、企業の収益の増減は景気の影響を大きく受けるもの

でありますし、設備投資や欠損金等の計上を決算時に行えば法人税割が変動する

ことも考えられます。現時点では、４億６,０００万円を決算見込みとするもの

です。 

次に固定資産税ですが、平成１９年度の賦課をいたしましたところでございま

すが、調定額から決算額を見込みますと、２０億１,４４３万円程度になると思

われます。内訳といたしまして、土地が２億６,６０３万円、家屋が６億８５９

万円、償却資産は１１億３,９８０万円となる見込みでございます。 
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次に、企業進出等による財政力指数の推移でございますが、企業の業種や企業

所有の固定資産等の規模により大きく変動いたしますことから、具体的な見込み

の数値を提示することは非常に困難でありますが、平成１７年度１.１０６、平

成１８年度１.２４４と、高い水準を推移しており、仮に企業進出により法人町

民税・固定資産税が増収となりましたならば、指数はさらに上昇すると見込まれ

ます。また、その具体的な数値につきましては、普通交付税算定を待つこととな

ります。 

次に、平成１８年度・１９年度・２０年度の経常収支比率・公債費比率の見込

みでございますが、まず、経常収支比率とは財政構造の弾力性を判断する指標で、

比率が少ないほど自治体独自の施策に充当できる財源が大きく、財政構造が弾力

的であると言えるものであります。この比率の見込みとして、平成１８年度７５.

４％、平成１９年度７９.９％、平成２０年度は８１.９％となる見込みでござい

ます。 

次に、公債費比率でございますが、この比率は地方債発行規模の妥当性を判断

するための指標で、経常一般財源に占める公債費の一般財源所要額の比率を言う

ものであり、平成１８年度が１０.８％、平成１９年度が１５.３％、平成２０年

度が１５.６％となる見込みでございます。なお、公債費のピークは平成２０年

度と見込んでおります。しかしながら、今、お答えいたしました数値については、

非常に把握困難な今日の状況の中で行いました試算でございますので、その点よ

ろしくご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（中島正己） １０番、岡山富男議員。 

○１０番（岡山富男） ありがとうございます。特に、今、課長から言われておりま

す公債費比率ですが、１５を超えると特に警戒推移という方向になってくると思

います。これ以上は上がらないという見込みだと言われておりますが、１９年

度・２０年度とこの警戒推移の中に入ってくるということから、やはりさまざま

なところで公債費比率を考えていかなければいけないのではないかなと思って

いるのですけれども、その辺の計画的なことはどのように考えておられるのかも

お答えしていただきたいと思いますし、また、ひとつとしましては、これからの

少子高齢化社会の影響による増加が見受けられるということで、今後の民生費扶

助費なのですが、この一般会計に占める割合はどのようなものかお伺いいたしま

す。 

〇議長（中島正己） 赤佐総務課長。 
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○総務課長（赤佐九彦） それでは、改めてご質問をいただきました公債費の件、さ

らには扶助費の件ということでお答えさせていただきたいと思います。  

   先ほども申し上げましたとおり、公債比の比率が高くなっていくということは、

非常に財政運営上も厳しい状況を迎えるところでございます。そうした中で、平

成２０年度にピークというようなお話もさせていただいたところでございます。

何とかそうした数値を堅持しながら、柔軟な財政運営ができるように、いろいろ

と皆さんとともに歳費の削減等も図りながら進めをしてまいりたいと考えてお

ります。 

   それから、もう１つは扶助費のことでございますが、１６年・１７年の扶助費

を見てみますと、１６年が３億９,４９６万円程度でございますが、それで率に

いたしますと６.４％、１７年が同じく３億９,４６７万７,０００円、７.８％、

率の方は少し上がっておりますが、金額の方は２８万７,０００円減っていると。

このあたり、減っている要因といたしましては、扶助費が年々増加しているとい

うことで、国の方で制度改革があったということで減少しているところでござい

ますけれども、１９年度・２０年度を考えてみますと、児童手当法等々の改正に

よりまして、当然増えていくことが見込まれるわけでございます。 

そうした中で、国もそうした削減に向けていろいろと施策の中で考えられまし

ょうし、私どもも行政推進の中で、それらの増嵩を抑えるべく努力してまいりた

いと考えております。 

〇議長（中島正己） 次に、１２番、山田義明議員。 

○１２番（山田義明） １２番、山田義明。「若者定住」の推進について、お伺いし

ます。 

竜王町の課題を克服するテーマの３本柱のひとつとして、「まちづくり地域懇談

会」では「若者定住」が検討され、ハード面においては、「既存の空家・空き地

の情報収集と活用検討」、そして「地区計画などを活用した住宅の持続的な供給」、

そして「モデルとなるコーポラティブハウスの建築」等の具体的な施策のイメー

ジが提案されているが、町行政サイドでこれを具体的に実施され、定住にこぎつ

けた事例はどれだけあるのか。そして、それらの事例はノウハウとして蓄積され、

その後の若者定住の施策に活かされているのか。 

また、当町では大手企業さんはもとより各企業さんには若者が大勢おられるが、

それらの人たちとの間に「若者定住」の情報のやり取りが行われているのか。そ

して、竜王町はこれからこの「若者定住」のテーマにどのようなスタンスで取り
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組み、推進しようとしているのかを、ソフト面も含めてお伺いいたします。 

〇議長（中島正己） 次に、１番、寺島健一議員。 

○１番（寺島健一） １番、寺島健一。若者定住などの住宅施策について。 

   今年度は、いよいよたくましいまちづくりの戦略的な施策を推進するため、「生

活拠点である都市核づくり」、「竜王インターチェンジ周辺整備による産業振興」、

「若者定住などの住宅施策」などの３本柱の基本方針が打ち出されたところであ

ります。 

   その中で特に、若者定住などの住宅施策についての今日までの取り組み経過、

および今後の実施計画についてお伺いいたします。 

〇議長（中島正己） 次に、小西総務政策主監。 

○総務政策主監（小西久次） ただいま、山田議員さん・寺島議員さんから、「若者

定住・住宅施策」についてのご質問をいただいておりますので、お答えいたしま

す。 

   若者に魅力あるまちづくりの環境整備のひとつとして、公共サービスを含む

様々な機能を備える生活拠点の整備については、住む人にとって、また新たに住

んでもらう人にとっても魅力的な施設であり、少子高齢社会を支える環境整備と

して住民皆さんからの意見や要望も多く、今大変重要な懸案事項であると認識し

ております。 

若者定住に向けて、若者のニーズに応えることは当然でありますが、単にハー

ド面に止まらず、福祉や教育面、地域の協働などの面から、いろいろな世代が共

存することで、よりよいコミュニティや子育て、人格形成などが図れることから、

総合的なまちづくりの構築が必要であると考えております。 

具体的なイメージとしては、若者が竜王町に住み続けたいと思えるような魅力

あるまちであるために、様々な施策づくりが必要であり検討が必要であること。

郷土愛や誇りを育む教育や、安心して子育てのできる環境や地域社会のシステム

づくりの検討が必要であることであろうかと思います。これらにつきましては、

先の第五次国土利用計画の策定にあたって設置いたしました竜王町総合基本計

画審議会の答申にも、意見としていただいております。 

また、町内には大手企業を含む数十社が操業しておられますが、そのほとんど

の企業から若い従業員が定住できる社員住宅を望まれており、幹部を含む方々と

協議いたしており、今後においても情報交換を継続したいと考えております。 

また、若者定住の促進にあたっての町のスタンスとして、住宅施策の推進に当
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たっては、国土利用計画を基本に、今後具体化していくために、実施計画、都市

計画マスタープランを作成し、中心核整備等を具体化したいと考えております。 

特に、住宅施策に関連します具体的な事業手法や土地利用方針につきましては、

建設水道課長より回答させていただきます。 

〇議長（中島正己） 田中建設水道課長。 

○建設水道課長（田中秀樹） 山田議員さん・寺島議員さんからの「若者定住・住宅

施策」のご質問に関わりましては、関連事項についてお答えいたします。 

既に本年３月定例議会においても説明をさせていただいておりますが、示して

おります３本の戦略的施策を実現していくためには、大きく、町の土地利用計画

とリンクし、その段階に応じ、法律・制度に基づく土地利用の方針を明らかにし

ていく必要があります。 

このことから、既に、本年３月に基本構想に即した町土の基本事項を定める「竜

王町国土利用計画」の改訂を行ってきたところであります。また、都市計画サイ

ドからの基本方針である「竜王町都市計画マスタープラン」については、現在そ

の素案に対し、県関係部局の事前審査をいただいているところであり、その要件

整理を行い、町の都市計画審議会や議会議員さんのご意見をいただきながら、そ

の策定を、７月下旬目標に進めているところであります。 

この「都市計画マスタープラン」という計画は、地区計画制度の拡充などの都

市計画法の改正を背景として、竜王町の重点的なまちづくりである「中心核」「住

宅地形成」「インターチェンジ周辺の土地活用」を、より実現性の高い具体的な

土地利用方針を示していくものであり、地区計画制度などの個別の都市計画（い

わゆる開発行為手続き）を決定･変更する際の指針として定めるに必要なもので

あります。 

お尋ねの住宅施策につきましても、都市計画マスタープラン（案）において、

特に、竜王町は市街化調整区域で戸建て住宅団地や農業集落が広がる状況の中で、

本町にふさわしく若者等に魅力にある生活基盤整備や新たな戸建て住宅の建設

などの適応できる地区をイメージしながら、それを導ける手法として、地区計画

制度活用での誘導を位置づけております。 

これが地区計画制度においては、滋賀県おいてこの６月１日付けで、「市街化調

整区域における地区計画の策定にかかる運用方針」が示されたところであります

ので、その方針に基づくところの「竜王町における地区計画の策定のガイドライ

ン」の策定準備に取りかかっているところであります。 
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今後の展開につきましては、先ず、都市計画マスタープランや町のガイドライ

ンの策定を進め、引き続づいて、既存の制度も含めながら、若者世代に加えて団

塊世代やＵターン希望者など、町民の皆さんはもとより竜王町に興味を持たれて

いる方々に対して、本町での住宅整備の可能性やその手法について広くＰＲを行

うと共に、大きな住宅団地の形成に拘らず、今まで以上に、個々一人ひとりにつ

いてもニーズや条件に見合う親切な指導ができる体制を整えてまいりたいと考

えております。 

以上、建設水道課から、若者定住に関わってのハードを誘導するための計画手

続きの状況を報告させていただき、回答とさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 山田義明議員。 

○１２番（山田義明） 今お答えいただいたところでございますが、今回の若者定住

に関しましては、今のところ整備に対していろいろと検討されているという状態

の話ばかりでございまして、具体的に何か進んでいるということがなかなか少な

いように聞いているのですけれども、若者定住に関して、若い人たちに問い掛け

て、若者がどんな条件を望んでいるとか、そういったものに対してこれを進めて

いくとかいう内容がありましたら教えていただきたいのと、それから、人口減少

あるいは過疎化により、国内では定住促進等の事業を行っている自治体も非常に

多いわけでございます。滋賀県下ではこのような事業を行っているようなところ

はどこがあるのかということもお尋ねしたいと思います。 

   なおまた、今後の話でございますけれども、空家・空き地の情報収集について、

民間の力を活用するなどして、空家・空き地バングのような促進母体をつくって、

若者定住促進を図る考えはないかなということでございます。この３点につきま

してお答えをお願いしたいと思います。 

〇議長（中島正己） 小西総務政策主監。 

○総務政策主監（小西久次） 山田議員さんから３問の再質問がございましたけれど

も、１点目につきましてお答えさせていただきます。 

若者定住につきまして、若者に問いかけて、何を望んでいるのかと、こういう

ふうな状況はどうなのかというご質問だと思います。このことにつきましては、

平成１６年から行いました「竜王町の地域財政を考えるまちづくり懇談会」なり

等で、いろいろなご意見を伺ってきたところでございます。特に、竜王町の若者

につきましては、今現在、若い方がいろいろな立場で竜王町に定住しながら近隣

に勤めておられたかとか。そして、竜王町での就業をされておられる方がたくさ
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んおられます。 

そういう中で、特に竜王町の、ここは住みやすいというご意見等もかなりいた

だきました。特に、その中で、懇談会の中でもそうですけれども、また住民フォ

ーラム、いわゆる地域の方へ回らせていただいて、若者の青年団の方との交流も

させていただいたところでございます。 

特に、やはり住むところが今現在、いろいろな部分で住みたいけれどもなかな

か住めない、いろいろな文化とか風習とかある、そんな中で住めない、そういう

ことについてもやはり考えていただきたいというご意見も伺ったところでござ

います。 

そういうようなところから、先ほど申しましたように、やはり若者がこれから

もずっと住みたいなということ、それから、いろいろな部分での声を参考にしな

がら、一定アンケート等もとらせていただきましたけれども、そういう声を重要

視しながら、やはり若者に住んでいただくようなまちづくりをしていきたいとい

う考え方をしております。 

今後におきましても、いろいろ若い層がおられますので、特に、青年層・婦人

層がおられますけれども、いろいろな立場でご意見等もお伺いしていきたいなと

いう考え方をしております。 

先ほど申しましたように、特に地域再生のまちづくり懇談会の中でも提言をい

ただいております。やはり若者定住促進のために、基本的な方針に立って、まと

まった住宅開発だけではなしに、既存の集落においても、住みたい、住みたいけ

れども住めないというふうな状況のご意見も伺いました。そういうことも参考に

しながら、今後そういうふうな若者定住促進に向けてやっていきたいという考え

方をしております。 

それから、２つ目の定住促進に向けて事業を行っておるまちがあるのかなとい

うことのご質問でございますけれども、今のところ私どもが把握している中では、

県内ではそういう状況はお聞きしておりませんので、調査させていただきたいな

という考え方をしております。 

それから、今現在、竜王町にいわゆる空き家・空き地等があるというふうなこ

ともご質問いただきました。当然、いろいろな部分でいきますと、今現在、住宅

団地等もございます。また、集落の中等の空き地もございますし、空き家もござ

います。 

具体的には調査をしておりませんけれども、今後、ご質問がございましたよう
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に、そういうようなバンクをつくってはどうかということでございますけれども、

このことにつきましては、いろいろな部分での研究等もさせていただきたいなと

思いますので、お答えとさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 山田義明議員。 

○１２番（山田義明） 今のところ聞いていると、これからもいろいろと検討すると

いう段階で、これからも段々と少子高齢化等も、町内にそういった問題も起きて

きまして、過疎化する可能性も十分ありますので、やはり持続可能なまちづくり

をしていただくためには、こういった若者が既存の集落、あるいは団地、あるい

は新しくつくろうとする団地を積極的に紹介できるような体制をもっていただ

いて、これから若い人たちが、町民憲章でもうたわれているように「夢と希望の

ある」、そういったまちづくりに向けて、若者定住につきましても進めていただ

きたいなと思いますので、よろしくやっていただきたいなと思います。以上でご

ざいます。 

〇議長（中島正己） 寺島健一議員。 

○１番（寺島健一） ただいまお答えをいただきました。３月の定例会の時に、新年

度（１９年度）においては、少し目途がついて、具体的な検討やステップアップ

ができるとありますが、それの状況はどのようなものかと。 

   そして、もう１点は、住民からの素朴な質問でございますが、今、マスタープ

ラン等でいろ塗りが、集落の周辺でございますが、色塗りがされているところで

ございます。いつでも家が建てられるのか。いろいろと話を聞いておりますと、

４ｍ道路がないとだめと、そんなことも聞いておるところでございますが、いろ

いろな条件、また各法律と言いますか、農地法とか建築関係の法律など、どのよ

うな許認可が必要かと。また、どのような条件と言いますか、条件が整っていな

いといけないのか。そのようなことについて、お伺いいたします。 

〇議長（中島正己） 小西総務政策主監。 

○総務政策主監（小西久次） ただいま寺島議員さんからの再質問をいただきました。 

  その１つにおいて、３月議会において、１９年度において具体的なステップアッ

プをするというお答えだったがというご質問でございますけれども、先ほども建

設水道課長が申しましたように、１つには、まちづくりのために地区計画制度の

運用がしたいというところから、先ほど申しました国土利用計画を３月に策定さ

せていただきました。それに基づきまして都市計画マスタープランを確定してい

く。その上におきまして、地区計画の手法をとってさせていただきたいというふ
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うな考え方をしております。 

   それを１９年度におきまして、やはり１つには、先ほどの回答の中にありまし

たように、いわゆる地区計画の策定のガイドラインの策定を現在やっております

ので、そういうふうなお答えをさせていただきたいと。 

   また、一方、具体的にはということでございましたけれども、若者定住の取り

組みにつきまして、やはり以前からでございますけれども、若者定住促進のため

に何とか住宅建設ができないものかということで、以前から県の方に対してもい

ろいろお願いして進めてきておりますけれども、しかしながら、いろいろな用地

提供につきましてのお話等が整っておりませんので、それについても伸展はして

おりませんので、そういう部分につきましても今後進めていきたいなという考え

方をしております。 

   あとの問題につきましては、具体的な問題でございますので、建設水道課長か

らお答えをさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 田中建設水道課長。 

○建設水道課長（田中秀樹） 寺島議員さんから、特に集落周辺での開発において、

実際どのような条件処理が必要かという細かなご質問をいただいております。 

 特に竜王町につきましては、集落周辺ほとんどが市街化調整区域であるという

ことは皆さんご高承のとおりでございます。このことから、一般的に農家住宅以

外の建築にはかなりの制限がございます。 

   しかしながら、この市街化調整区域においての開発行為のうち、自己用住宅に

係る許可基準の緩和もされてきているという状況があります。ただし、開発許可

をいただくことによって、住宅の建築が可能だということであります。この開発

許可を得るには、先ほどもお問い合わせがありましたように、農地転用とか、そ

の他いろいろな個々の許可を取るということで、個別要件がありまして、その個

別要件を満たしていただくことがまず第一のポイントと思っております。 

   いずれにいたしましても、特に集落周辺の開発につきましては、申請者の状況、

と言いますのは、申請者がまず町内に住んでいるか町外なのか。また申請地の所

有者は誰なのか。親戚なのか、また他人さんなのか。また、開発をする前の道路

は４ｍあるのか、町道なのか、県道なのか、上下水道がどうなのかとか、いろい

ろな現場状況によってケースバイケースでございます。 

   それで、特に今日まで窓口の中では、なるべく皆さんが開発できる、糸口が見

い出せるようなということで指導もさせていただいておりますので、今この場で、
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こういう条件と言うのはなかなか、本当にケースバイケースでございますので、

申し上げることはできません。いろいろな要件を処理するというのが開発許可で

ありますので、なるべくそれが通るようにということで、窓口でもいろいろな教

えとか相談にも載っておりますので、何かそういうお問い合わせがありましたら、

どしどし窓口に来ていただきましたら、できる範囲でご協力していくというよう

なスタンスをとっておりますので、その点をご理解いただきまして、よろしくお

願い申し上げます。以上で回答とさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 寺島健一議員。 

○１番（寺島健一） ありがとうございました。 

一般的にわかりやすいと言いますか、わかりやすいように、また緩和策もお願い

もしたいし、それから時間でございますけれども、申請と言いますのか、要望さ

れて１年も２年も経っていては、そういうことはまたいかがかなと思いますので、

この点につきましては、先ほども申し上げましたように、緩和策、いろいろまた

法が変わってくるかと思いますけれども、ついてはまたよろしくお願い申し上げ

たいと思います。以上で終わります。 

〇議長（中島正己） 次に、３番、勝見幸弘議員。 

○３番（勝見幸弘） 平成１９年第２回定例会一般質問。３番、勝見幸弘。竜王町の

バランスシートについて、質問させていただきます。 

本年３月に、『平成１７年度竜王町バランスシートを活用した財政の分析』とい

う資料を配付いただきました。その後、この資料を使っての勉強会か説明会が開

かれるものと思っておりましたが、今日までそのような機会に恵まれませんでし

たので、勉強させていただく意味で質問をいたします。 

まず第１点目、バランスシート左側の欄にございます資産合計額は、竜王町で

２００億円で、有形固定資産が１８２億円、構成比９１％の数字が示す意味。一

人当たりのシートでの近隣市町との比較。 

２つ目、資産から負債を差し引いた正味資産１２１億円の意味。一人当たりの

シートでの近隣市町との比較。 

３つ目、債務負担行為が表ではゼロになっていて、表外に情報として載せられ

ているのはなぜか。 

４つ目、下水道等と特別会計の債務を連結決算としてあらわすことをしていな

いのはなぜか。 

５つ目、社会資本形成の世代間負担比率を考察すると、竜王町としては、将来
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世代の負担が大きいのか。近隣市町との比較はどうか。 

６つ目、予算額対資産比率は３.８と出ておりますが、この数字は社会資本整備

が進んでいると言えるのか。近隣市町との比較はどうか。 

７つ目、その他、竜王町のバランスシートで特徴的なことは何か。 

以上、よろしく、わかりやすくお教えいただきますようお願いいたします。 

〇議長（中島正己） 赤佐総務課長。 

○総務課長（赤佐九彦） 勝見議員さんから、竜王町のバランスシートについてのご

質問をいただきましたので、お答えさせていただきます。 

地方行政改革をさらに推進していくという観点から、去る５月に総務省の自治

財政局が、各市町村長に対しまして説明会を開催したところでございますが、そ

の資料の中に、地方行政改革新指針における地方公会計改革および資産、債務管

理改革という項目で、発生主義を活用するとともに複式簿記の考え方の導入を図

り、基準モデルまたは総務省方式改定モデルを活用し、地方公共団体・単体およ

び関連団体等も含む連結ベースで、公会計の整備を推進するとされております。 

さらにこの公会計の整備推進は、貸借対照表をはじめとする４表の整備を標準

化し、人口３万人以上の都市は３年後までに、人口３万人未満の都市は５年後ま

でに整備を完了し、公表していきたいと結ばれております。 

このことから、平成１６年度から竜王町が作成いたしましたバランスシートを

活用した財政の分析においては、平成１２年３月に自治省「地方公共団体の総合

的な財政分析に関する調査研究会」が示しました普通会計の作成マニュアルから

先進的な団体が取り組まれたバランスシートをもとに作成しているものであり

ます。 

ついては、その前提となります考え方、数値の補足の仕方等につきまして、一

般の私企業のバランスシートとは大きく乖離したものとなっていることをご理

解いただきますとともに、今後国においてそれらの数値について補正がされると

見込まれるものでございます。 

さて、ご質問の１つ目の資産合計２００億円という数値ならびに有形固定資産

の１８２億という数値は、昭和４４年に決算統計の数値が国において電算化され

ておりまして、その後の決算統計で言いますところの建設投資にあたる経費を毎

年積み上げているものでございます。 

また、９１％という比率は、資産の中に占める有形固定資産の割合であります

が、有形固定資産は、それを使用することにより住民サービスを生み出すもので
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ございます。単純に考えますと、流動資産つまりお金を持っているだけでは住民

サービスになりませんので、住民ニーズに合った行政投資が重要であると言えま

す。 

しかしながら、有形固定資産も多額に保有いたしますと、管理費用または将来

への積み立て等、固定的な財源確保も必要となり、財政の硬直化を生む恐れがあ

ります。こうしたことから、いかに少額で効果的な投資を行うかが肝要であると

考えるところであります。 

次に、正味資産１２１億円についてでありますが、一般的に貸借対照表を見る

場合に、資産は、負債＋資本であります。この場合、資産合計２００億円から負

債合計７９億円を引いて１２１億円、その資本にあたるものが、国庫支出金・県

支出金・一般財源となっております。これを言い換えますと、これまで国民の税

金でこれを構成してきたと言えると思われます。また、この１２１億円は前年に

比べて９億円の減少となっておりますが、このことは一定の社会資本整備が完了

し償却が進み、あわせて地方行財政改革が推進されたこと等により減少してきて

いるものと推察されるものでございます。 

次に、債務負担行為がゼロカウントになっていること、連結決算をしていない

いうことでございます。まず初めに、「債務負担行為」という単語に「債務」と

いう文字がついているために、よく「債務負担行為」を企業会計の「債務」と勘

違いされることがございます。ご承知のとおり、「債務負担行為」は将来の支出

を伴う行為であり、予算の会計年度独立の原則に対する例外措置でございます。

これに対して「債務」とは、団体の外部に対して金銭の給付をしなくてはならな

い確定した義務ということでございます。そのため国の作成マニュアルでは、Ｐ

ＦＩ等の手法により整備した資産で、債務負担行為による債務が残っているが、

既に物件の引き渡しを受けたものについては、今後の支払額をもって資産計上し、

見返り財源として「債務負担行為」を債務科目に計上するということになってお

るところでございます。 

次に、連結に関してでありますが、このバランスシートの作成マニュアルでは、

基本的な前提といたしまして、１つ、普通会計を対象とする、２つ目、取得原価

主義を採用する、３つ、決算統計データを基礎数値として用いるなど基本的なス

タンスがございます。 

言うまでもなく、普通会計は決算統計作成上の概念的な会計であり、一般会計

にいくつかの特別会計を加えたものでございます。法適用の公営企業会計は既に
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バランスシートがありますから、対象とされません。また、国民健康保険特別会

計・老人医療保健特別会計・下水道特別会計などは、対象からはずれます。加え

て、外郭団体や一部事務組合も対象からはずれることとなります。ここにも前段

で申しあげましたとおり、作成上の課題があることはご理解いただきたいと存じ

ます。 

次に、社会資本形成にかかる部分でありますが、このバランスシートが作成さ

れたのが平成１６年度からでありまして、１７年度との比較はありますが、今後

も継続して５年・１０年というスパンで数値比較をしながら考察していかないと、

答えが見えてこないと考えるものでございます。現段階では、地方債の比率にお

いてもそうした様子は伺えるものであると考えております。 

また、社会資本整備の指標数値として、資産合計を当該年度の歳入総額で除し

て、３.８という計数を得ておりますが、相対的には記述のとおり、この比率が

高いほど社会資本の整備が進んでいると解さるところでございます。ただし、ど

のような社会資本に投資したのか、その効果がどのようなものであるのかが、行

政運営の重要な要素であるとも言えると思います。 

最後に竜王町のバランスシートの特徴でありますが、類似規模の市町村に比べ

て、社会資本への投資は数値上も上位にあるのではないかと考えているところで

ございます。このことは、地方交付税が不交付となっていること、道路や農用地

整備にも積極的に行政投資を行ってきたところでございますし、近年では遅れて

おりました箱物整備を加速的に行ってまいりました経過からも検証ができるの

ではないかと考えるところでございます。 

次に、他の町との比較ということでございますが、公表することが義務付けさ

れておりませんので、近隣の日野町・安土町においては、ホームページ上では平

成１７年度分の公表がまだされておりません。近江八幡市・東近江市については

公表がされておりますが、市と町の違い、行政の運営手法の違い等もあり、今後

それ相応の近隣のデータが出揃いました時点で比較検討していきたいと考えて

いるところでございます。よろしくお願いします。 

なお、冒頭ご質問の中で、バランスシートを使っての勉強会が、平成１７年度

分については開催されていなかったという経緯もありまして、ご質問をいただい

たところでございます。今回、ピンポイントでお答えをさせていただきましたが、

十分なお答えができたとは考えておりませんので、今後、皆様とともに情報を共

有し、議論を重ね、住民自治の伸展につながるように、しかるべき対応をしてま
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いりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（中島正己） ３番、勝見幸弘議員。 

○３番（勝見幸弘） ありがとうございました。非常に難しい問題で、私もあまりよ

く理解できていないのに質問させていただいておる次第でございますが、私が今

手元に持っておりますのが、平成１７年度の竜王町バランスシートを活用した財

政の分析（普通会計）というもの、１９年３月の日付けになっておりますが、３

月議会の最中でしたか、レターケースの中に入れていただきました。本来ですと、

これを見ながらもう少しここのことについて議論をしていくのがいいのかもわ

かりませんけれども、何もない状態で皆さん方には「何を言っているのか」とい

うふうに聞いていただいているかもわかりませんけれども、私なりに勉強した、

勉強したと言うか、見た感じのことで、その感じた部分を発言させていただきま

すので、そういう見方・考え方でいいのかどうかということについて、ご指摘を

いただけたらありがたいと思っております。 

   まず、なぜこのバランスシートの活用をした財政分析のこの資料を今回の質問

に取り上げたかと申しますと、この間、議会が初めて各集落を、ブロック別です

けれども回りまして、議会報告会をさせていただきました。その時に住民の皆さ

んから出てきた話が、この単年度会計の決算・予算だけではなくて、企業会計の

バランスシートも活用した検討をすべきだという意見がありましたし、なおかつ

合併の話の中では、もっとわかりやすい資料の提示をしろと、そういう資料の提

示をしていただかないと、なかなか判断ができないのだというふうな住民さんか

らの話がありました。 

   ですから、竜王町も１６年度からこのバランスシートをつくっているのだとい

うことと、それから、その中身はどうなっているのかということを、少しでもか

じっておくべきだと考えましたから、取り上げた次第でございます。 

   まず、私が７つほどの項目に分けてご質問しましたけれども、簡単に資産合計

の２００億円というのについては、今ご回答いただきましたように、積み上げて

きたものの総額だということでございます。 

   その中に、有形固定資産が１８２億円ということになっておりますが、資産の

総額の中には、有形固定資産と投資等、いわゆる出資金だとか基金だという投資

等という合計と、それから流動資産という、いわゆる現物・現金の部分と、この

３つの大まかな項目にあって、そのうちの有形固定資産というものの総額が１８

２億円で、構成比が９１％になっておるという内容です。これは、当然、竜王町
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はたくさんのものをつくってきた、皆さんの税金も使って建ててきたということ

の結果だから、数値が大きいのは当たり前だと考えます。 

   他町との比較ということについては、結果的にしていただけなかったのですけ

れども、私で知り得る限りで、たまたま近江八幡市のバランスシートがホームペ

ージ上に載っておりましたので、その数値を見て、人口規模とか手法が違うとい

うふうに言われればそうなのですけれども、比較をしてみました。 

そうすると、一人当たりの数値にいきますと、試算の合計は、竜王は１５４万

円になりました。近江八幡市の場合は１４１万円という数値が出ておりました。

これも、この資料の中に出てくる数字でございますので、間違いではございませ

ん。近江八幡市もそのように数字が出ておりました。近江八幡市の比率は８３.

３％でした。つまり、やはり竜王町の方が有形固定資産の割合が多いのだという

ことが、この数字で言えると思うのです。そういったことを近江八幡市だけでは

なくて、ほかのところと比較できるような資料というのが必要なのではないかと

いうことを私は申し上げたいわけです。 

   ２番目の正味資産の部分ですけれども、これは竜王町の場合は１２１億円にな

っています。つまり、２００億円から負債であります借金の部分の７９億円を引

いたら１２１億円という数字が残るから、これが正味資産だという考え方です。 

   近江八幡市の場合には、７２５億円でございました。これを一人当たりにしま

すと、竜王町の場合が９４万円、近江八幡市は１０５万円ということになるわけ

です。つまり、正味資産は近江八幡市の方が多くなるということです。 

   これはなぜかと言いますと、どうもやはり近江八幡市は負債が少ないから、正

味資産が多くなっている。ということは、赤佐課長の説明の中にもありましたよ

うに、小さなお金で結構たくさんの資産をつくってこられたということが言える

のかなというふうな気もいたします。 

   ３番・４番をあとに回しまして、５番目の社会資本経済の世代間負担比率とい

うものですけれども、この比率というのは何かと言いますと、有形固定資産を分

母にして、そして正味試算を分子にする。つまり、有形固定資産の中に占める正

味資産の割合というもので、それが竜王町の場合は６６.９％でした。近江八幡

市は８４.５％になります。つまり、これも同じことで、近江八幡市の場合は、

負債が少ないのでそのような結果になるというふうなことなのかなと思います。 

それから、もう１つ、有形固定資産残高に対する地方債残高の割合、これは地

方債比率と言うそうですけれども、いわゆる有形固定資産を分母にして、地方債
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を分子にする。そうすると、竜王町が４０.２％という数字がこの資料の中にも

出てきます。近江八幡市が２８.８％になっておりました。これを見てみますと、

竜王町の方が今までつくってきた資産に対して、将来の方が返していかなければ

いけない割合が大きいというふうなことなのかなと考えたのです。それでいいの

かどうか、またご回答ください。 

続きまして、予算額対試算比率というものですけれども、今私がいろいろ申し

ておりますのは、このバランスシートを活用した財政の分析の最初の方のページ

に、それぞれそういう考え方みたいなものが載っておりますので、また見ていた

だけたらと思うのですけれども、ここには、竜王町としての考察が書いてあるの

ですけれども、なかなか結果的によいのか悪いのか、よそと比較して多いのか少

ないのかがわからないものですから、私は今改めて質問しておるということでご

ざいます。 

話を元に戻しまして、この予算額対試算比率というのは、資産の合計が毎年の

歳入の合計の何年分に相当するのかということを示すものだそうです。竜王町の

場合は３.８という数字が出ておりますけれども、これは３.８年分の資産ができ

ているのだということだと思います。近江八幡市は、４.６年になっております。

つまり、竜王町より近江八幡市の方が社会資本整備が進んでいるということにな

るのかなと思いました。ただ、これは総額だけの話でありまして、赤佐課長の話

の中にもありましたように、何に投資をしてきたのかという中身が肝心なのでご

ざいます。 

７番目で、その他竜王町の特徴というのはどんなことがあるのだということで、

有形固定資産の行政目的別割合という表がございました。これを見てみますと、

竜王町と近江八幡市と比較して初めてわかったのですけれども、竜王町の場合に

は、農林水産事業の部分にかかっている割合というのが１６.６％ございました。

この数字が多いのか少ないのか、これだけを見ていたのではわからなかったので

すが、近江八幡市を見てみますと３.９％でした。これでやっぱり竜王町は農業

にお金をかけてきたのだなということがわかりました。 

次に、土木費でございます。竜王町は３２.２％でした。近江八幡市は５３.１％

です。そうすると、近江八幡市は道路とか河川とか、こういったものに結構お金

をかけてきたのだなということが言えるのではないかと思います。 

衛生費、竜王町は１.４％でした。近江八幡市は９.１％でした。これは、近江

八幡市のホームページにも説明が載っておりました。新たにつくられた火葬場の
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資産があがっているのかなと思いました。 

総務費で竜王町が１９.７％、近江八幡市が４.７％、これについては、なぜこ

うなっているのかということが、私のレベルではちょっとわかりませんでした。

また教えていただけたらありがたいです。 

それから、さらに有形固定資産の明細表では、竜王町は住宅はゼロでした。近

江八幡市は２２４億円ございました。有形固定資産８５８億円のうち４分の１以

上を住宅という部分が占めています。これは市営住宅であるとか、その土地であ

るとか、そういった部分も含まれているのかなと思いました。 

続きまして、３番と４番のことでございますけれども、３番の債務負担行為の

ことについては、表外になっているということについて、なぜかということです

が、要するに回答では、町に引き渡しを受けていないから債務負担ではないのだ

と、債務負担という項目にはあげられないのだという話でした。 

ところが、竜王町の場合には、万葉の里の整備事業、老人保健施設、有線放送

情報システム等、債務負担行為で１７年度で２７億円ほどあるわけです。ちなみ

に近江八幡市は３７億円でございました。さらに、日野清掃センターや消防の一

部事務組合の債務も、いわゆる負担金の名目で必ず支出の中に含まれてくる、計

上されてくるものでございます。これらは借金であるにも関わらず、バランスシ

ートには負債としてあがってこないという問題がございます。 

４番目の下水道特別会計の部分についても同様でございまして、近江八幡市の

場合には、病院会計が企業会計で別個にやられております。 

こういったことを考えますと、バランスシートそのものを比較しても、結局十

分な比較ができないのかな。また、その根拠も非常に曖昧な部分と言いますか、

統一をされていないものですから、なかなか住民さんに示す資料としては、これ

でいいのかなということを思っております。 

ですから、住民さんに示す資料としてつくり直す必要があるのではないかとい

うことを私が言いたいのと、それから、このバランスシートについても、もう少

し、今出てある状態の中で勉強をしていく必要があるのではないかと思っている

わけでございますが、ご回答をいただけたらと思います。長くなりまして申しわ

けございません。 

〇議長（中島正己） 赤佐総務課長。 

○総務課長（赤佐九彦） ただいま再質問をいただきました件でございますが、各項

にわたってよく勉強をいただいて、個々についてご質問をいただいている部分で
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ございます。 

   冒頭にも先ほどお答えさせていただきましたように、国においても、今までの

手法では、やはり見方についてわかりにくいところ、甘さがある、解析の仕方、

数字の置き方にも、その取り方に違いがあるのではないかということで、それを

将来公表していけるようなものに統一してやっていこうという考え方があると

いうことをお話したとおりでございます。 

   ですから、今日いろいろご質問いただきましたことを踏まえながら、竜王町に

おいても近い日、５年後には公表というようなお話もさせていただきました。そ

うしたことに向けて勉強もさせていただきながら、またこうしたことは財政上の

ことでございますので、まちづくりの基本になることでございますので、非常に

大事なことでございますので、機会があるごとに、共々に勉強してまいりたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

   特に、わかりやすい資料をつくっていくということは非常に大事なことである

と考えております。以上でございます。 

〇議長（中島正己） 勝見幸弘議員。 

○３番（勝見幸弘） もう１点、わかりやすい資料をつくっていくということ、それ

から公表していくということについてはご回答をいただきましたが、議会ででき

たら、もう１回ぐらい勉強会の機会を持っていただきたいと思いますが、そのお

考えはどうでございましょうか、よろしくお願いします。 

〇議長（中島正己） 赤佐総務課長。 

○総務課長（赤佐九彦） 改めて勉強会のご要請もいただいたところでございます。

私自身もまだ替わりまして間もなく、勉強も不十分でございますので、共々にさ

せていただけるような場が持てたらなと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

〇議長（中島正己） 次の質問に移ってください。３番、勝見幸弘議員。 

○３番（勝見幸弘） 次の質問に移ります。自主財源とは何か。 

町の広報６月号に、「第３回竜王町市町合併推進検討会議」の様子が掲載されて

いました。その中で、アドバイザーの「谷口滋賀文化短期大学教授の発言」とし

て、「自主財源の比率が高いが、企業からの税収は依存財源との見方もできるの

ではないか。全体のバランスを良くするひとつの方法として合併もあるのではな

いか」との表現が紹介されていました。まとめられた方の主観も入っているのか、

発言された谷口先生の意図が文面どおりなのかはわかりませんが、受け取り方に
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よっては誤解を招きかねないように思います。「企業からの税収を依存財源との

見方ができるのか」、「それならば自主財源とは何を指すのか」、「市町合併は自治

体の財源バランスを良くするための手段なのか」、お尋ねいたします。 

先人がまちづくりの手段として企業誘致をして、その企業が町税として納税さ

れる「法人町民税や固定資産税」を依存財源との見方をすれば、「町が自主的に

収入することができる財源」はほかに何があるのでしょうか。企業からの税収を

依存財源とすれば、極端に悪くなった竜王町の自主財源比率は、合併することに

よって良くなるのでしょうか。誤解されることを恐れず、この会議のまとめであ

るかのごとく最後に掲載された意図をお尋ねいたします。 

〇議長（中島正己） 小西総務政策主監。 

○総務政策主監（小西久次） ただいまの勝見議員からの「自主財源とは」のご質問

につきまして、お答えさせていただきます。 

竜王町におきましては、将来の市町合併を見据えたまちづくりのあり方につい

て住民みなさんとの話し合いを広げていくために、本年１月２３日に、町内の各

界・各層の皆さんで構成する「竜王町市町合併推進検討会議」を設置しました。

現在、検討会議におきましては、今後における議論を広げていくために、より知

識を深める時期と位置づけ、精力的に研修会を開催いただく中で、委員の皆様と

ともに議会議員の皆様、町職員につきましても参加をしてきているところでござ

います。 

また、行政としましては、市町合併に関する情報を広く町民の皆様に提供する

ことが大切であると考えておりますことから、今日の合併を取り巻く状況や竜王

町市町合併推進検討会議での議論、まちづくり研修会の様子につきましても、町

広報にてシリーズ化し、広くお知らせしているところでございます。 

今回ご質問の広報６月号では、去る４月２４日開催の第３回竜王町市町合併推

進検討会議の議論について記載しておりますが、この会議におきましては、前段、

事務局から市町合併を取り巻く状況として、合併新法の制度、竜王町の財政状況、

隣接市町概要の比較について説明し、その後、意見交換が行われました。また、

その中で滋賀文化短期大学の谷口先生からもご発言をいただいており、広報へは、

発言いただいた内容そのままに掲載させていただきました。 

「企業からの税収を依存財源との見方ができるのか」との質問でございますが、

全国の自治体においては、企業の他市町や海外への流出、また、規模の縮小等に

よります工場の閉鎖等が問題となっております。特に大規模な企業からの税収に
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頼った財政運営を行っている自治体にとって、その影響は多大なものがございま

す。町は立地する企業から法人町民税や固定資産税を収入として得ることとなり

ますが、企業展開はあくまで企業の考え方によるものですので、現況の税収が未

来永劫保証されるものでないとのことから、竜王町におきましても、先人の築い

てこられました企業の誘導策による税収を当然として考えることなく、緊張感を

持った財政運営を行う中で、町として権能に基づかない収入であるとの見方も必

要であると示唆されたものと判断しております。 

財政分類上では、あくまで企業からの税金についても自主財源でありますので、

広報紙面で住民皆さんが誤解されるような補足説明が欠落していたものと考え

ます。 

次に、「自主財源とは何を示すのか」との質問でございますが、分類上の自主財

源といたしましては、まちの収入をその調達が自己の権能に基づいてなされるか

否かという「調達の拘束性」を基準とした分類であり、まちの財政構造分析で用

いられています。自主財源には、地方税、分担金、負担金、使用料、手数料、寄

付金、繰入金、繰越金、諸収入があり、これに対して依存財源には、地方譲与税、

地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方債がございます。また、自主財源が歳

入総額に占める割合を自主財源比率といいますが、これが高いほど、まちの自主

性と安定性が確保され、財政運営上、常にその水準維持に努めるべきとされてい

ます。先に述べました、企業から、また住民の皆様から納付いただきます町税に

ついてはすべて自主財源として分類をいたします。 

なお、竜王町の平成１９年度当初予算におきます自主財源比率は７９．３％で、

平成１８年度当初予算と比べますと２．２％の増となっております。また、平成

１９年度当初予算におきます町税の割合は歳入の６７.８％を占め、うち法人町民

税と法人分の固定資産税を合わせた６０.２％が、法人からの主な収入であると考

えております。 

次に、「市町合併は自治体の財政バランスを良くするための手段なのか」との質

問につきまして、谷口先生は「全体のバランス」との表現をされていますが、財

政として見た時には、市町合併により自主財源比率は下がることとなる場合もあ

ると考えられますが、行政区域が広くなることにより、多業種の法人が立地する

こととなり、景気や経済の影響を分散することができると共に、人口と面積が広

がることから、安定した収入である住民の皆様からの住民税・固定資産税の比率

が高まるものと考えられます。 
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今後におきましても、合併推進検討会議の議論や議会でご答弁をさせていただ

きました内容につきましては、町広報等によりまして広く住民の皆様への公表を

させていただく考えでございます。住民の皆様へよりわかりやすい情報を提供で

きるよう鋭意努力してまいりますので、議員皆様方の絶大なるご協力をよろしく

お願い申し上げまして、回答とさせていただきます。 

〇議長（中島正己） ３番、勝見幸弘議員。 

○３番（勝見幸弘） ご回答いただきましたように、竜王町の町税の多くの部分を大

きな企業が占めているということについては、間違いのない事実でございますし、

そのことに安心をしていたのではだめだよというふうなことについては、誰しも

がおっしゃることでございますので、そのとおりだと思いますが、だからといっ

てそのことを、「大きな企業に依存している」という言葉イコール「依存財源」

との見方ができるという表現に置き換えてしまうということについては、これは

非常に誤解を与える部分かなということが思われます。 

   大きな企業が税金を納めてくれるから安心なのだ、まちづくりの今までの手法

で、今が安心なのだというふうなこと、そんなことを思っていたのではだめだよ

というふうなことが言いたいということについてはよくわかるのですけれども、

ことさら言葉で誤解を与えるような表現はまずいのかなと思いました。 

   それと、よく工場は一企業のことだから、明日はどうなるかもわからないとい

ふうな意味の表現があるわけですけれども、よくそのことと比較されまして、日

産の座間工場の閉鎖のお話がよく取り上げられておりますけれども、私は日産の

部分については業績が悪くなって、その対策のための手法で工場を閉鎖されたの

だというふうに見ておったのですけれども、そのことがダイハツや、バックにあ

るトヨタの業績が悪くなったから、竜王の工場がどこかへ行くかもわからないと

いうふうな、そのようには聞いておりませんし、いかに不安部分があったとして

も、以前議会で勉強会をした時に、講師の先生がおっしゃっておられた言葉を思

い出します。「ダイハツの税収より地方交付税の方がよっぽどあてにならない」

ということを言われた言葉を思い出します。まさしく、これからの制度のことの

方が問題なのかなというふうな気がいたします。 

   あまり現実的でない事柄で不安をあおるよりも、みんなが議論することによっ

て納得した結論を出すこと、これは合併の話ですけれど、納得した結論を出すこ

とが大事だと思います。そして、合併はまちづくりの手段なのだから、みんなが

議論できる場とか、資料を提供することが行政に課せられた使命だと思いますけ
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れども、いかがお考えですか。 

   合併推進検討会議の結論を待って、住民さんにまた意見をお伺いするというこ

とではなく、並行して進める必要があるのではないか。タウンミーティングも積

極的に並行してやっていただきたいと思うのですけれども、いかがお考えでござ

いますか。よろしくお願いいたします。 

〇議長（中島正己） 小西総務政策主監。 

○総務政策主監（小西久次） 勝見議員さんの再問にお答えしたいと思います。 

   一企業に頼っていてはということで、企業に依存している財源ということで、

考え方によっては依存財源という見方もできるのではないかというふうなこと

も言われたものでございまして、特に自主財源・依存財源という言葉を限定して

説明したわけではなく、町民の皆さんの自主的な努力で改善できないことについ

て、依存してはならないという意味で説明されたというふうなことと考えており

ます。 

   今も申されましたように、議論できる場、それから資料を提示せよというふう

なご質問でございますけれども、以前から申しておりますように、住民の皆様に

いち早く資料も提示させていただきまして、今後におきましてやはり議論できる

場を、特に合併問題につきましてはつくっていきたいという考え方をしておりま

す。 

   また、今後におきまして、ご質問の中にタウンミーティングを何回もやれとい

うご指摘でございましたけれども、特に合併推進検討会議でも、この運営につき

ましても議論をしていただいておりますし、当然、執行部として今後におきまし

て住民の皆さんにやはりご説明をさせていただきたいという考え方をしており

ますので、よろしくご理解をしていただきたいと思います。以上、お答えとさせ

ていただきます。 

〇議長（中島正己） この際申し上げます。ここで、午後３時４０分まで暫時休憩い

たします。 

休憩 午後３時２８分 

再開 午後３時４０分 

〇議長（中島正己） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

   ２番、川嶋哲也議員。 

○２番（川嶋哲也） 平成１９年第２回定例会一般質問、４点の質問をさせていただ

きます。 
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   まず１点目でございますが、平成１８年度町一般会計等の決算見込みについて

伺いたいと思います。なお、先に岡山議員の質問にありました関係につきまして

は、回答・答弁を省略していただいても結構でございますので、よろしくお願い

申し上げます。 

平成１８年度の竜王町一般会計予算は６７億５８２万８,０００円、これは補正

予算第４号まででございますが、歳入の主なものは、町税・国県支出金・町債お

よび地方譲与税等でございます。歳出の主なものは、人件費・建設事業費・扶助

費・物件費・公債費・繰出金等でございます。 

   つきましては、平成１８年度の一般会計・特別会計決算見込み等、次のことに

ついてお伺いいたしたいと思います。 

   １点目といたしましては、歳入歳出の決算見込額と実質収支見込額・歳出の予

算現額に対する不用額はどれぐらいあるのか。 

   ２点目といたしましては、町税等の収入状況と収入未済額および不納欠損額に

ついてお伺いいたします。 

   ３点目といたしましては、平成１８年度の主な事業内容と事業費および成果に

ついてお伺いいたします。 

   ４点目といたしまして、平成１８年度末の国・県および町の起債残高について

お伺いいたします。 

   ５点目に財政力指数、先ほども岡山議員から出ておりますが、経常収支比率お

よび公債費比率についてお伺いいたします。 

   以上５点について、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（中島正己） 赤佐総務課長。 

○総務課長（赤佐九彦） それでは、川嶋哲也議員の質問にお答させていただきたい

と思います。 

   まず１点目、一般会計および水道事業会計を除く７特別会計の決算見込額につ

いてお答えさせていただきます。一般会計につきましては、歳入総額が６９億８,

６３７万１,０４１円、歳出総額が６７億１,４６０万２,０４０円、歳入歳出差

引額が２億７,１７６万９,００１円、翌年度へ繰り越すべき財源が８２３万３千

円でございますので、実質収支額は、２億６,３５３万６,００１円の黒字となっ

ております。なお、歳出予算現額に対する不用額は、１億３,０７３万７,９６０

円です。 

次に、国民健康保険事業特別会計（事業勘定）につきましては、歳入総額が８
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億５３２万９,２９６円、歳出総額が７億６,６２７万９,６７０円、歳入歳出差

引額が３,９０４万９,６２６円、翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、

実質収支額は、３,９０４万９,６２６円の黒字となっております。なお、歳出予

算現額に対する不用額は、２,８８０万８,３３０円でございます。 

次に、国民健康保険事業特別会計（施設勘定）につきましては、歳入総額は医

科が９,００３万１,８２０円、歯科が５,９７３万４,３０１円、歳出総額は、医

科が８,３０５万５,９０２円、歯科が５,５４８万３,５８５円、歳入歳出差引額

は医科が６９７万５,９１８円、歯科が４２５万７１６円、翌年度へ繰り越すべ

き財源はございませんので、実質収支額は医科が６９７万５,９１８円、歯科が

４２５万７１６円のそれぞれ黒字でございます。なお、歳出予算現額に対する不

用額は、医科が３３４万４,０９８円、歯科が４９２万１,４１５円でございます。 

次に、老人保健医療事業特別会計につきましては、歳入総額が９億５,２８０

万１,７３６円、歳出総額が９億５,３４６万１,１４８円、歳入歳出差引不足額

が６５万９,４１２円、翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、実質収

支額は、６５万９,４１２円の赤字となっております。このため、翌年度歳入繰

上充用金６５万９,４１２円でもって歳入不足を補てんいたしました。なお、歳

出予算現額に対する不用額は３,７６１万６,８５２円でございます。 

次に、学校給食事業特別会計につきましては、歳入総額が５,９１３万８,２９

１円、歳出総額が５,８５６万７,３２９円、歳入歳出差引額が５７万９６２円、

翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額は、５７万９６２円

の黒字となっております。なお、歳出予算現額に対する不用額は、４３万１,６

７１円でございます。 

次に、下水道事業特別会計につきましては、歳入総額が７億６,２１４万１,８

３３円、歳出総額が７億２,６１７万４,５４２円、歳入歳出差引額が３,５９６

万７,２９１円、翌年度へ繰り越すべき財源が２,５５０万円でございますので、

差引実質収支額は、１,０４６万７,２９１円の黒字となっております。なお、歳

出予算現額に対する不用額は、１億４,６９３万８,４５８円でございます。 

次に、介護保険特別会計につきましては、歳入総額が４億９,６３８万３,６１

４円、歳出総額が４億６,５９１万９,０７３円、歳入歳出差引額が３,０４６万

４,５４１円、翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額は、

３,０４６万４,５４１円の黒字となっております。なお、歳出予算現額に対する

不用額は、３,２８７万４,９２７円でございます。 
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次に、日野町、竜王町および安土町教育委員会社会教育主事共同設置特別会計

につきましては、歳入総額が１９９万５,１７４円、歳出総額が１９９万５,１７

４円、歳入歳出差引額は０円となっています。これは、日野町、竜王町および安

土町教育委員会社会教育主事共同設置特別会計につきまして平成１９年３月３

１日をもって廃止いたしましたので、翌年度への繰越はございません。なお、歳

出予算現額に対する不用額は、１,８２６円でございます。 

以上が、一般会計ならびに７特別会計の決算見込み額の状況でございます。 

次に、２点目の町税の収入状況と収入未済額および不納欠損額につきまして回

答させていただきたいと思います。収入状況は町民税が９億８,５３６万３,０５

１円、固定資産税が１７億８,４９８万７,４８１円、軽自動車税が３,１０２万

８,２００円、町たばこ税が３億１,８６３万６,４６７円の収入済額でございま

す。 

収入未済額につきましては、町民税が２,６３９万６,２８４円、固定資産税が

６,２０７万９,０１９円、軽自動車税が２３９万１,１００円でございます。 

不納欠損額につきましては、町民税が５２万９,７６９円、固定資産税が６３万

８,２００円、軽自動車税が２万６,６００円でございます。 

また、国民健康保険税につきましては、それぞれ２億８,５１３万８,８７６円

の収入済額、５,３０７万６,３６２円の未収入額、６８万６,６００円の不納欠損

額でございます。 

次に、３点目の平成１８年度の主な事業につきましては、山之上南地区におけ

る配水管の新設に伴う消火栓の設置に２９７万４５０円、滋賀県土砂災害情報相

互通報システムの整備に１,３５３万３,１３９円、自ら考え自ら行うまちづくり

事業が１,０４７万７,２３０円で２５自治区が地域生活環境整備等に取り組みい

ただきました。生活交通路線維持費補助金やコミュニティーバス運営委託補助金

などの公共交通対策費として６５１万６,１２３円を補助し、路線バスやコミュニ

ティーバスの運行維持に努めてまいったところでございます。墓地緑化等環境整

備モデル事業に１,９１８万３,３３７円で、鵜川地区等における墓地の整備に支

援いたしたものでございます。また、農道整備や防火水槽整備などの農村総合整

備事業に５,７９８万６,２５０円、中学校の大規模改造に１億３,１３４万２,４０

０円、竜王小学校プール改修工事に８１９万円、戸籍総合システム整備事業に１,

６９９万１,５１２円などでございます。 

次に、４点目の平成１８年度末の国債・県債および町債の残高でございますが、
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平成１８年１２月末の国債残高は、６７６兆２,９１９億円の見込みでございま

す。平成１８年度末県債残高は、８,９２９億円の見込みでございます。 

また、町債でございますが、町債の残高は７２億６,９４４万８,０００円の見

込みでございます。 

次に、５点目の財政力指数につきましては、平成１６年度から平成１８年度ま

での３カ年平均で１.２４４であります。また、平成１８年度最終予算時点によ

りますが、経常収支比率につきましては７５.４％、公債費比率については１０.

８％でございます。 

以上、川嶋議員のご質問に対する回答とさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 川嶋哲也議員。 

○２番（川嶋哲也） いろいろありがとうございました。特に、町税等の未収でござ

いますけれども、昨年も同じようなことを質問させていただいておるのですけれ

ども、１６年から１７年まで比較すると、１,６００万円から増えておったとい

うようになっておるのですけれども、例えば町税、さらに国保税を皆全部含めま

して、１７年度から１８年度にかけましてどれだけ増加しておるのかという問題

について、万円単位で結構でございますので、お聞きいたしたいと思います。 

   さらに、これの回収等につきましても、先般の委員会等でもいろいろお話を聞

いておるわけでございますが、先ほどのお話の中にもございましたように、『広

報りゅうおう６月号』の中にも、所得税が住民税に変わってくるということで、

さらに住民税が増えてくるということになれば、それに伴いまして税収そのもの

も増えてきますので、未収が増えてくるのではないかという懸念もあるわけでご

ざいますが、たちまち今までの未収金についてどのように回収を考えておられる

のかということと、今後の考え方もお聞きいたしたいと思います。 

   それから、医療費の未納はないというようにも聞いております。しかしながら、

給食費が若干、今年から未収が出てきておると、こういうようなことも聞かせて

もらっておるわけでございますが、この点も含めまして、未収の分をどのような

対応をされていくのかということについて、お聞きいたしたいと思います。 

   それから、小さな問題でございますが、１８年度で実施されました小学校のプ

ールでございますが、これにつきまして何か、何が悪いのかわかりませんけれど

も、プール開きができていないというようなこともチラッと聞いたのですけれど

も、そういことではないのか。西小学校はやっておられるけれども、竜王小学校

はプールが実施されておられないということもチラッと聞いておるのですけれ
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ども、その原因につきましてお聞きいたしたいと思います。以上、よろしくお願

いします。 

〇議長（中島正己） 山添住民税務課長。 

○住民税務課長（山添登代一） ただいま川嶋議員さんから再質問をいただきました

ので、お答えさせていただきたいと思います。 

   まず、第１点目の町税の未収金でございます。町民税・固定資産税・軽自動車

税および特別会計でございます。国民健康保険税を含めまして、１７年から１８

年で決算を打ちました中で、約２,４２７万円増加をしておるところでございま

す。 

   ２点目のこの未収金についての取り扱いと、今後どのような滞納整理を行って

いくのかというご質問でございますが、この収入未済額につきましては、平成１

６年度におきましては、町内の大手企業の倒産の確定がございました時点で、例

年にない不納欠損をさせていただきまして、収入未済額が大きく減少したところ

でございますが、その後、個々の細かい未納が年々増加いたしておりまして、今

のような未納が増えつつあるところでございます。 

   議員仰せのとおり、平成１９年度からは税源移譲ということで、国税の方から

町県民税の方に税源が移譲してまいります。このことにつきましても、滞納の大

幅な増加が避けられないような状況が予想されるところでございます。 

   このことにつきましては、滋賀県におきましても徴収強化対策の一環といたし

まして、県と町が共同して滞納整理を促進し、併せて税務職員の徴収技術の向上

を資するということを目的に、県の職員の市・町への派遣がございます。このこ

とによりまして、個人の住民税を中心といたしまして、共同徴収事務を平成１９

年度から実施されているところでございます。 

   このような徴収事業につきまして、職員の派遣の要望もお願いする方向で検討

をしてまいりたいと考えておるところでございます。本年度につきましては、上

半期に向けまして、徴収臨時職員をお願いしながら、滞納整理に努めてまいりた

いと思っております。また、県の税務協議会がございますが、県下一斉の滞納整

理の強調月間も定められておりますこともございます。町も合わせまして随時対

応をしてまいりたいと思います。 

   以上、簡単でございますが、再質問の回答とさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 松浦教育次長。 

○松浦教育次長（松浦つや子） 川嶋議員さんの質問の中で、給食費の未収の対応と
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いうことのご質問がございましたので、お答えさせていただきます。 

   今現在、小学校と中学校で９万２,０００円の未収が１８年度末で出ております。

現在、訪宅と面談を重ねながら少しずつ回収しているわけでございます。既にい

くらかは入っているわけでございますが、今後も訪宅と、それから面談を重ねな

がら、少しずつ入れていただくような形をとってまいりたいと思います。 

   それから、もう１つ、竜王小学校のプール開きが遅れているということでござ

いました。再度、このことについては、休憩を挟んでいただいて、その後お答え

させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

〇議長（中島正己） 川嶋哲也議員。 

○２番（川嶋哲也） 未収金の問題は大変だろうと思います。それぞれ職員さんは日

頃の仕事をやって、徴収等に行っていただいておるわけでございますが、例えば、

これを外部に委託するとか、そういう考え方があるのかないのか。その点につい

て、お聞きいたしたいと思います。 

〇議長（中島正己） 勝見副町長。 

○副町長（勝見久男） 未収金の徴収対策につきまして再質問をいただきましたので、

私からお答えさせていただきたいと思います。 

   未収金の徴収につきましては、今もお話がありましたとおり、税源移譲により

まして町の税額そのものが増えてくるということから、当然、その未収金も増え

るのではないかという懸念がされるわけでございますが、その対策といたしまし

て、やはり町としまして、その体制づくりというのはしていかなければならない

と思っているところでございまして、本年当初予算にも、徴収のそういった臨時

の嘱託徴収員といった形で雇用いたしましての体制づくりをしていこうという

ことで、予算もお認めいただいたところでございますが、これだけでは十分では

ありませんので、当然、職員の体制整備といったものもしていかなければならな

いと思っておりますし、さらにまた、先ほど回答で申し上げましたとおり、県と

町が共同して徴収体制をつくるという制度を県がつくってくれておりますので、

今回上期につきましては、県からの派遣をいただくということでの体制をつくる

ということになっておりますので、上半期につきましては、今、日野町でそうい

った形でされております。 

   またこれから下半期に入るわけですが、そういったところ、また来年度もある

のですが、そういう形で竜王町としましても起用させていただきまして、できる

だけそういう体制をとっていただくように進めてまいりたいと思っておるとこ
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ろでございます。 

   それから、今ご質問いただきました民間への委託は考えておらないのかという

ことでございますが、これも他の市町村のいろいろなケースを調べさせていただ

きますと、督促と言いましても、書面でする場合、あるいは電話でする場合、い

ろいろあるわけでございまして、そうしたところでいろいろ工夫をされて民間に

委託をされているところがいくつもあるように伺っております。 

そういうことにつきましても、現時点で今、即そういった段取りはいたしてお

りませんけれども、これから未収金の徴収を総合的に考えていかなければならな

いというところから、今ご提案にありましたそういったことも含めて検討してい

きたい。そしてまた町全体としましても、未収金の徴収体制、そういった組織づ

け・チームづけもいたしまして、積極的に進めてまいりたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。以上、回答とさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 次の質問に移ってください。２番、川嶋哲也議員。 

○２番（川嶋哲也） ２点目の質問に移らせていただきます。主要地方道近江八幡竜

王線竜王側の舗装復旧（補修）について、お伺いいたしたいと思います。 

   主要地方道近江八幡竜王線は、国道８号と国道１号とを結ぶ重要路線で、大型

交通車両の通行が多く、特に昨年、地元周辺地域の長年の懸案でありました一級

河川日野川弓削地先に架かる安吉橋の新設改修工事および近江八幡と竜王側の

取り付け道路が完成いたしました。供用開始をしていただき、感謝に堪えないと

ころでございますが、反面、交通車両がますます増加しております。 

   つきましては、この路線の竜王側（弓削・庄・林・川守・岩井地先）におきま

しては、舗装路面に多くの亀裂が生じております。沿線住民は振動に悩まされて

おり、早急に全線舗装補修復旧について、沿線自治会より再三にわたりまして要

望がなされておるわけでございます。県の舗装復旧の対応、町の考え方につきま

して、お伺いいたしたいと思います。 

〇議長（中島正己） 田中建設水道課長。 

○建設水道課長（田中秀樹） ただいま川嶋議員さんから、主要地方道近江八幡竜王

線の竜王地先における舗装補修についての対応についてご質問をいただいてお

りますので、お答えいたします。 

当該路線の通過交通による振動で沿線住民の皆様にご迷惑をお掛けしている

ことは、ご高承のとおりであります。このことは、永年、要望を続けてまいりま

した主要地方道近江八幡竜王線の日野川に架かる「安吉橋」の架け替え工事が、
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平成１８年４月２４日に完成し、同５月から供用開始されたことに伴い、大型車

輌の通行が容易となったことなどから影響が顕著に表れたことと認識しており

ます。 

本町におきましても、常に道路の安全状況等に注意を払いながら、道路管理者

である東近江地域振興局建設管理部と協議を重ね、早期の舗装補修について強く

働き掛けをしておりますが、県の財政事情と併せて東近江管内の道路事情から、

要望をいただいた個所をすべて対応できる予算もなく、損傷の著しい箇所から優

先順位を付けて補修を行っている状況とのことであります。 

このような状況の中で、当該路線の舗装補修については、現段階では来年度か

ら順次工事着手する方向で協議を詰めており、工事施工個所については、単年度

で全集落内の補修はできない状況から、今後、関係５自治会との打合せの中で、

施工の年度計画を立て、事業着手していく段取りをいたしております。生活圏域

である沿線住民さんの切実な願いを受け止め、引続き早期の全線補修を強く要望

してまいりたいと思います。 

以上、誠に簡単ですが、ご回答とさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 川嶋哲也議員。 

○２番（川嶋哲也） 前向きなご回答をいただきまして、ありがとうございます。 

特に、通行量の調査等されておると思いますが、その結果についてわかれば教

えていただきたい。 

   それから、さらに振動でございますが、それぞれ道の近くに住んでおります者

は慣れてきたような状況でございますけれども、時たま夜中に目を覚ますような

事態もあるわけでございます。そういうようなことも含めまして、振動等の調査

は考えておられるのかどうか。その辺についてもお聞きいたしたいと思います。 

〇議長（中島正己） 田中建設水道課長。 

○建設水道課長（田中秀樹） ただいま川嶋議員さんから再度のご質問の中で、特に

通行量が増えたということで、その調査はどうかということが１点ございます。

これにつきましては、調査はできておりません。ただ、県の方ではあるかという

ことで、確認はしていきたいとは思っております。 

   また、振動につきましても、今、私たちの方では調査をしておりません。これ

らにつきましては、県の方に確認をしていきたいとは思っております。以上です。 

〇議長（中島正己） 川嶋哲也議員。 

○２番（川嶋哲也） 早期に舗装復旧を、優先順位をつけながらということでござい
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ますので、できることなら、振動調査等をやっていただいた中での優先順位とか、

そういうふうな方法を考えていただければありがたいと思いますので、その点だ

けご検討をいただきたいと思います。以上、質問を終わります。 

〇議長（中島正己） 次の質問に移ってください。２番、川嶋哲也議員。 

○２番（川嶋哲也） ３点目の質問をさせていただきます。安心・安全のまちづくり

対応のため、竜王町に交番の設置について、お伺いいたしたいと思います。 

   近江八幡署竜王警察官駐在所は、現在２名勤務体制で行っておられ、昼間はほ

とんど無人に近い状況、夜間（午後５時以降から明朝 8 時頃）につきましては、

近江八幡署勤務ということで不在であるということでございます。住民の皆さん

が電話などをされても、ほとんど不在で、近江八幡署へ直接電話しなければなら

ないということでございます。 

   最近、小さなまちでも凶悪犯罪等が多発しており、いつ町内で発生するかわか

らない状況であります。町の行政執行方針の１番に、町民の安全が優先されるこ

とから、「安心・安全のまちづくり」を掲げ、いろいろな取り組みをされておら

れます。このことからも、少なくとも警察官の２４時間に近い勤務体制と、竜王

町警察官駐在所の交番への昇格がぜひ必要と考えますが、執行部のお考えをお伺

いいたします。 

〇議長（中島正己） 福山生活安全課長。 

○生活安全課長（福山忠雄） ただいまご質問いただきました川嶋議員さんの「安全・

安心のまちづくり対応のため、竜王町に交番の設置について」のご質問にお答え

いたします。 

   ご高承のとおり、本町では、平成１０年３月に「竜王町安全なまちづくりに関する

条例」を制定し、安全なまちを築き、町民が安心して暮らすことができる地域社会の

実現に向けまして、関係機関等のご支援をいただきながら、町・事業者・町民がそれ

ぞれの役割を担う中で、様々な地域安全活動に取り組んでまいりました。 

最近では「自分たちの地域は自分たちで守る」を基本に、各地域でも自主的な活動

を進めていただいております。おかげをもちまして、本町では刑法犯の認知件数や

交通事故の発生件数も昨年は減少し、凶悪な犯罪や大きな災害もなく過ごさせて

いただいております。しかしながら、地域社会を取り巻く環境の変化とも相まっ

て、全国各地で様々な事件・事故が起きております。本町では、車上狙い・自販

機荒らし・忍び込みや不審者の出没等、依然として発生しており、住民皆様の日

常生活の中での不安感が高まっていることと存じております。 
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このような状況の中で、本町には一駐在所に２名の警察官が配属され、町全域

を管轄し対処していただいておりますが、事件や事故の発生件数・発生時間帯を

考えた時、２４時間地域住民の要請に対応いただける体制がより望ましいと認識

しておりまして、これまでも近江八幡警察署長に対しまして、駐在所体制の充実

ならびに「交番」の設置要望をいたしております。 

今後とも引き続き駐在所体制の充実ならびに「交番」の設置に向けての要望要

請活動を継続してまいりたいと考えておりますので、より一層のご指導、ご協力

を賜りますようよろしくお願い申し上げまして、ご質問の「安全・安心のまちづ

くり対応のため、竜王町に交番の設置について」のお答えとさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 川嶋哲也議員。 

○２番（川嶋哲也） 直接、既に県等に要請をしていただいておることは聞いておる

わけでございますが、交番をつくるということになれば何か条件とか、そういう

ものがあるのかないのか、その点について、もしわかれば教えていただきたいと

思うわけでございます。 

   ＪＲ沿線であると、全部交番になっておるように聞いております。町でいいま

すと、竜王町ぐらいではないかなと思うのですけれども、その点もわかれば教え

ていただきたいと思います。 

   住民の皆さんは、「電話をかけてもいつも出てくれない」という声が多いわけ

でございます。それは町の方へ電話して、また役場の方から近江八幡署に連絡が

入れられるようにはなっておるように聞いておりますけれども、そうはなかなか

いかないというのか、個人さんたちは「それでは困る」というようなご意見も聞

いておりますので、再三要請をしていただいておるわけでございますが、何か条

件が整えばということがあるのであれば、その点についてもお聞きいたしたいと

思います。 

〇議長（中島正己） 福山生活安全課長。 

○生活安全課長（福山忠雄） 川嶋議員さんより再質問をいただきましたので、お答

えさせていただきたいと思います。 

   要望等につきましては、過去、平成１０年から１５年にわたりまして、それぞ

れ署長宛てに要望させていただいておりまして、口頭ではございますけれども、

その考え方もお聞きしております。 

   また、近江八幡警察署の吉井地域課長さんとの話によりますと、先ほど川嶋議

員さんが申されました駐在所の増設なり、あるいは交番所の昇格についての条件
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はあるのかという問い合わせもさせていただきました。お答えにつきましては、

明確な基準はないということでございました。 

今現在、竜王町の状況を見ますと、人口につきましては、状況としてはほぼ横

ばい、それから、窃盗犯の発生につきましては減少しております。人身・物損事

故発生、これにつきましても減少・横ばいということで、駐在所の充実、あるい

は交番の昇格における状況については、本来このような状況は喜ばしい状況でご

ざいますけれども、昇格についての条件からするとマイナス要因になっていると

いうような状況でございます。しかしながら、このことが決して私どもも満足し

ておるわけではございませんので、引き続き要望等をさせていただきたいと思っ

ております。 

それから、近江八幡警察署につきましては、県下の警察署がございますけれど

も、警察官一人当たりの事案の取り扱い件数が、県下の方でもトップクラスの警

察署と聞いております。そこで、課長さんの方からも、近江八幡署としても県警

本部の方に署員の増員をお願いしているという状況もお聞きさせていただきま

した。 

なおまた、１番の駐在所の体制の充実、ならびに交番の昇格の要因といたしま

しては、今現在、インターチェンジ周辺の開発ということで計画されております。

この開発に伴います人口の動態、それから、社会経済環境の変化が竜王町のそう

いうご要望にお応えする要因ということは認識しているということでございま

すので、インター周辺の開発が具現化されてくるような状況になれば、より現実

味のあるステップが増えるのではないかなと考えておりますので、お答えとさせ

ていただきたいと思います。以上でございます。 

〇議長（中島正己） 次に、７番、若井敏子議員。 

○７番（若井敏子） 今期は、この第２回定例会と第３回の定例会で、議員としての

任期を終えることになります。４期１６年の議員活動のまとめとして、これから

の竜王町のあり方についての私案を展開しながら、町民皆さんや当局の皆さん、

議員さん共々、楽しいまちづくりの議論を進めていきたいと考えておりますので、

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

   まず初めに、介護保険の「自宅介護を支える充実した施策を」ということで、

質問させていただきます。 

   町内のあるご家庭では、介護の必要なお年寄りを自宅で介護するために、奥さ

んが仕事を辞めて介護に当たられました。ところが、奥さん一人で自宅介護する
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には負担が大きいことがわかりまして、このおばあちゃんは小柄な方なんですけ

れども、おむつを替えて、体を拭いて、シーツを取り替える。この作業、大変力

が要ります。食事の用意をして、介助しながら食べて貰う。話題を探して声をか

けて、身内だからこそ気遣わないことと、逆にまた気を遣うことと、介護の大変

さを思い知ったと話されます。 

国の介護保険制度は在宅介護を奨励しておりまして、もちろん私が介護される

身になったとしても、介護する身になったとしても、在宅は望むところです。竜

王町では在宅介護を支援する施策を町単独でも取り組んでいただいています。具

体的な在宅介護の事例をお示しいただき、介護者の実状についての考察もいただ

いて、自宅介護の充実についてのご所見をお伺いしたいと思います。 

私は、「竜王町では自宅介護が充実しているまちです」と言えるような、そん

なまちにしていただきたいと望んでいます。それは多くの介護者の願いだと思う

のです。先の奥さんは、今、新しくできた施設にお母さんを預けて、自分もその

施設でパートとして働いておられます。在宅で施設利用というのは、ごまかしで

はないかと私は考えていましたけれども、在宅介護を支援する施設として、竜王

町にはこの施設があるわけですから、大いに活用されることが望まれます。町内

にある４つの施設の利用状況も含めて、今後の在宅介護の充実についてのお考え

をお伺いします。 

要介護者の障害者控除対象者にその認定書を交付していただいて、申告をする

時に控除が受けられるよう、今から準備していただきたいと思うところですが、

これについてのご所見もお伺いしたいと思います。以上、よろしくお願いします。 

〇議長（中島正己） 北川住民福祉主監。 

○住民福祉主監（北川治郎） 若井敏子議員さんのご質問にお答えさせていただきま

す。 

超高齢化社会の到来を目前に控え、深刻化を増す高齢者の介護を社会全体で支

える仕組みとして、介護保険制度が平成１２年４月から実施されて以来７年が経

過いたしました。この間、要介護者、中でも要支援や要介護１の軽度の利用者数

が大幅に増加し、介護費用も急増してきました。また、認知症やひとり暮らしの

高齢者の増加などの課題に対する対応も必要になってきたところであります。 

これを受けまして、平成１８年４月より介護保険法の改正が行われ、介護保険

の制度本来の理念であります｢介護予防｣「自立支援」を強化する形で、軽度の要

介護の方に対しては、介護予防サービスがスタートしました。認知症状が現れた
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り要介護状態になっても、住み慣れた地域での自立した生活を営むことができる

よう地域密着型サービスが創設され、慣れ親しんだ地域で暮らし続けられるよう

在宅支援が強化されました。 

本町におきましても、介護予防事業の取り組みとしまして、「活動的な８５歳」

を目指して各地区ごとにおたっしゃ教室の運営をお願いしているところであり

ます。また、認知症対応型デイサービスセンター、認知症高齢者対応型グループ

ホーム、一般型のデイサービスセンター、介護予防デイサービスセンターなどの

施設整備を図り、たとえ支援や介護が必要となっても、身近なところでご本人に

合った介護保険によるサービスの利用ができるよう努めています。 

まず、１点目の「町単独の支援策の事例および在宅介護の充実について」でご

ざいますが、本町では､介護保険によるサービスの提供のほかに一般施策として

のサービスの提供も行っており、在宅での介護の支援を行っております。主なも

のとしましては、常時紙おむつを必要とする要介護者の介護者に対して、紙おむ

つ購入費の助成を行う在宅要介護高齢者等紙おむつ購入費助成事業、訪問介護お

よび訪問入浴介護を利用する低所得者世帯に属する方に対して利用促進と利用

者負担の軽減を図る介護保険居宅サービス利用促進事業などを実施しておりま

す。 

また、ご家族による介護の実情につきましては、議員仰せのとおり大変な肉体

的・精神的な御負担が必要のように推察いたしております。介護保険の趣旨は、

要介護状態になった方がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むこと

ができるように支援することであり、本人に合った効果的なケアプランの樹立と

サービス利用が第一義であり､ひいては介護いただくご家族の負担を軽減する事

と考えます。 

地域包括支援センターでは、こういった家族介護者の悩みや相談に応じるとと

もに、同じ立場にある方や介護を経験した方々でつくる介護家族の会「ふきのと

う」を結成し、悩みを分かち合い励まし合いながら、要介護者の尊厳が守られた

在宅介護が続けられるよう支援しています。 

次に、２点目の「施設整備計画について」でございますが、冒頭述べましたよ

うに、これまで町の介護保険の中心的な役割を果たしてきていただいている万葉

の里に加え、昨年度は介護保険第３期計画に基づき竜王小学校区圏域において、

地域密着型サービスの整備が行われました。 

その施設ごとの利用状況につきましては、万葉の里全体で１７４人、ケアセン
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ター蒲生野で６０人、木のおうちいっぷく家で２０人、グループホーム希望の

家・綾戸で７人、デイサービスセンター遊夢で３人、町社協の介護予防デイサー

ビスセンターで８人でございます。これら施設全体で約２７０人の方がご利用を

いただいております。本町の要介護認定者、４月段階で３４３人おられるわけで

ございますが、その約８割の方が利用されているということでございます。２割

の方につきましては、町外施設の利用等が考えられます。 

今後、竜王町の６５歳以上の高齢者数につきましては、西小学校区の圏域を中

心に増加が見込まれるところであり、その対応が望まれるところであります。引

き続き計画付けされております西小学校区圏域においても、今年度より認知症対

応型デイサービスセンター、小規模多機能型居宅介護拠点の整備に向け取り組み

を進めてまいります。 

次に、３点目の「確定申告時における要介護者の障害者控除の取扱いについて」

でございますが、国の通知に基づき「竜王町における６５歳以上の者への障害者

控除対象者認定書の交付に関する要綱」を定め、申請に基づき該当者に認定書の

交付を行っているところであります。 

ご質問の趣旨につきましては、制度の活用についてかと存じますが、申告時期

にはケアマネジャーへの周知をいたしております。しかし、平成１７年度申告に

つきましては５件、平成１８年度申告につきましては０件と、申請も少数であり

ます。このことは制度の周知が不十分なことも一因と考えられます。平成１９年

度申告につきましては、ケアマネジャーへの周知に加え、申告時期にあたり町広

報掲載等による制度の周知を行ってまいりたいと考えております。 

以上、若井議員さんのご質問に対する回答とさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 若井敏子議員。 

○７番（若井敏子） 再質問をしたいのですけれども、在宅介護を充実していくとい

うより、施設の整備という形でお話をいただきましたけれども、在宅介護を充実

させるために、西小学校区で地域密着型の施設も含めた対応を考えていくという

お話もいただきましたので、それは大変望ましいことだと思っています。  

   私どもがいろいろな町から出してもらっている資料で見てみますと、いきいき

竜王長寿プランの中に地域支援事業ということで、町単独の事業が１２項目ある

のですね。先ほど、町単独事業というのは２つほどご紹介いただいたところです

けれども、この中に、家族介護者ヘルパー受講支援事業というのがあって、家族

介護をしている人たちがヘルパーの研修を受けて、それを受講したら、その経費
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の一部を助成するという制度がありますよね。私は前にも議会でお話をしたと思

うのですけれども、長野県栄村というところは大変雪の多いところで、ゲタ履き

ヘルパーと言われているのですけれども、雪が多い時でもヘルパーさんが隣のお

うちから駆けつけてくれるという体制があるということで、非常に優れた経験だ

ということで全国にも非常に評判の高い事業なのですけれども、何も雪がなくて

も、近くでヘルパーさんがおられたら、この頃は移動時間まで計算されるように

なりましたから、身近なところにヘルパーさんがおられるという体制を、やはり

竜王でももう一度考え直したらどうだろうかということを思っています。 

   栄村は、確か１,０００人以上のヘルパーさんがおられたと思うのです。町自体

は５,０００人ぐらいの町だったと思うのですけれども、大変たくさんのヘルパ

ーさんがおられて、意識してその養成をされたということを聞いています。 

   これは、質問の冒頭にも言いましたように、竜王町のまちづくりの中で、お互

いに隣近所が介護し合う、支え合う、そういう体制をつくる上で、ヘルパーさん

をたくさん養成するということはとても大事なことではないのかなということ

を思っておりまして、施設の利用ですとか、地域密着型のそういう施設を利用す

ることも大変いいわけですけれども、本当に困った時に隣の人が助けてくれると

いう体制は、とても大事ではないのかなという思いがありますので、その辺につ

いてのご所見を改めてお伺いしたいと思います。 

   ただいまお話ししましたこの１２の町単独事業ですけれども、この利用の状況

はどうなのかも、併せてお伺いしたいと思います。 

   それから、同じもののダイジェスト版というのをもらっています。ダイジェス

ト版というものをもらっているところで、「住み慣れた地域での介護サービスの

充実」ということが書かれていまして、これはこの中に、先ほども少し話をしま

したけれども、「介護サービスを中核としたさまざまな支援が、継続的かつ包括

的に提供される仕組みづくり」という書き方がしてあるのですね。これは、具体

的にイメージとしてはどんなものをイメージしながらここに書かれているのか

ということについて、お伺いしたいと思うのです。この書き方が、言わばその地

域で介護を進めていく上での１つのキーワードになるのかなと。ところが、具体

的な状況が頭に浮かんでこないものですから、これを作成された時にはどういう

ものを想定してつくられているのかについて、お伺いしたいと思います。 

   もう１つお伺いしたいのは、今テレビで大変賑わっていますコムスンのことで

すが、近江八幡市にも事業所があって、県内の閉鎖事業所の中に近江八幡市は入
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っていなかったと思っています。特に、２４時間対応の訪問介護を取り扱ってい

る事業所が少ない中で、コムスンはその事業を取り扱っていることもあって、利

用者が竜王でもあるのではないのかなということを思っておりますが、その実態

について掌握していただいていたら、ご説明をお願いしたいと思います。以上、

よろしくお願いします。 

〇議長（中島正己） 北川住民福祉主監。 

○住民福祉主監（北川治郎） 若井敏子議員さんから再度のご質問をいただきました

ので、お答えさせていただきたいと思います。 

   まず１点目に、地域で支えていくということで、身近なところにヘルパーの方

がおられたら非常によいというようなことで、それの育成につきまして、ご質問

をいただきました。 

   先ほど議員さんがおっしゃっていただいておりますように、身近なところで介

護を手助けいただけると、そういう方が非常にたくさんおられるということは、

歳をいきましても非常に頼りになるというようなことでございまして、今後、高

齢社会を迎える中で、そういうまちづくりのひとつとして、ヘルパーさん等の手

助けをいただける方の養成に今後積極的に取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

今年も若干、予算の方でそういう経費を見させていただいておりますので、Ｐ

Ｒをさせていただく中で、ヘルパーの数を増やしていきたいと考えておりますの

で、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

   そして、もう１点、各単独事業にかかる事業状況でございますが、今ちょっと

具体的に数字を持ち合わせておりませんので、この場でお答えさせていただくと

いうことはできないということで、後日また数字をお示しさせていただくという

ことでご了解いただきたいと思います。 

   そして、もう１点ご質問をいただきましたけれども、もう一度内容をお願いし

たいと思います。 

   ダイジェスト版の１０ページですか。見ていますけれども、その内容が掲載と

言うか、１０ページにはサービスの充実ということで、基本目標の２にというこ

とで、サービスの充実という内容になっていますけれども。竜王町が出しており

ますダイジェスト版につきましては、基本目標の２にということで、最後の方で

すね。竜王町のダイジェスト版、２９ページということですか。地図の横ですか、

地図の前のページですか。私も持っていますけれども。竜王町が出したものです
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か。 

   先にコムスンをさせていただきます。コムスンの件につきましては、新聞紙上

等でも十分ご承知をいただいていると思います。不正行為をしたということで、

処分の取り消しの措置をされたわけでございますけれども、事前に廃業届を出す

というようなことで、取り消しの処分は受けていないということでございますけ

れども、不正な行為にあたるということで、今後につきましては、更新等また新

規の申請は認めないということで国の方は臨んでおります。 

   コムスンは全国に事業展開をしているということでございますので、１つの事

業所が不正行為をやりますと、連座性が適用されて、全部の事業所に及ぶという

ことになっています。 

   今申し上げましたように、今回新たな申請の受け付けとか、また更新は受け付

けないということでございますので、直ちにサービスが受けられないという状況

はないわけでございます。一番早い切り替えというのが、平成２０年３月末であ

るということでございますので、その前の間につきましては、今までどおりのサ

ービスが受けられるということでございまして、そのことは国の方もしっかりと

指導をしているということでございます。それ以降の対応につきましては、今後

さらにコムスンと、そしてまた国の方で協議が進められていくというふうに聞い

ております。 

   ご質問の竜王町の方の影響でございますけれども、現在、竜王町の区域は近江

八幡営業所が管轄になるということでございます。まだ一部区域を越えて利用さ

れている部分もあるわけでございますが、介護につきましては、１名の方が利用

されています。そして、障害者の方の関係で４名の方が利用されているというこ

とでございます。 

新聞等で報道されているというようなことでございまして、不安に思っておら

れると思うわけでございますので、今後の対応につきましては、たちまち今申し

上げておりますように、サービスは続けられるということでございますので、そ

のことをケアマネを通じまして徹底していきたいと考えております。そういう状

況でございますので、報告させていただきます。以上でご質問のお答えとさせて

いただきます。 

〇議長（中島正己） 若井敏子議員。 

○７番（若井敏子） 冒頭に、一緒に考えましょうよと話をしているのに、はぐらか

された感じで、議論にも何もならないという不満を感じているところですけれど



- 65 - 
 

も、こういういろいろな計画みたいなものは、町からたくさんもらうのです。大

変きれいな冊子にしてもらって、もらうのですね。それを本当に実行されている

のかどうかというのは、もうこれは議会が確認しなければいけないことですから、

それを開けて見ているわけですけれども、どこに書いているのかわからないと言

われますと、やはりこれはそういうものだったのかとなと思わざるを得ないとこ

ろがあります。 

   それで、質問していることについては、これは今答弁が終わりましたけれども、

答えていただいていないということで、改めて会期中に文書によって答弁をして

いただきたいということ。あるいは、最終日にでもきちんとお答えいただきたい

ということをお願いしておきたいと思います。 

   それで、質問の確認ですが、１０ページでの「住み慣れた地域での介護サービ

ス充実」のイメージについてが１点です。もう１つは、こちらの方のダイジェス

ト版の２６ページの町単独事業、１２件あります。この進み具合ですとか、取り

組み状況についてのお答えをいただくのが２つ目です。 

   それから、もう１点、先のヘルパーのことについては、積極的に取り組みたい

というようにお答えいただきましたので、ぜひそれをお願いしたいと思うのです。

ただ、この計画でいきますと、積極的に取り組みたいとおっしゃるのですから、

やはり予算を組んでもらわないといけないのですけれども、この町単独事業は５

人分しかありません。積極的に取り組みたいという数字が５人とは思いませんの

で、新たに予算を組んでもらわないといけないかなと思いますので、答弁に見合

った予算をお願いしたいと思います。 

   控除ですけれども、これは認めていただきましたので、大変よかったなと思っ

ている。不十分と考えると。ケアマネと広報で周知をしていきたいと。これは申

告の時にいつも係の人に私の方から話をするのですね。これは担当から該当の方

に事前に送ってもらうのです。 

ここに奈良県の取り組みがあります。奈良県は、１月末に介護認定結果の個別

通知の時に、高齢者福祉制度障害者控除対象者認定制度等の啓発用のパンフレッ

トと一緒に、その認定書と説明書を同封して送っているのです。それで、その申

請が出てきたら認定書を渡すという取り組みをしているのですね。これは、本当

に今、税が増えてみんな大変な時期なので、申請をすればこの控除は受けられる

という人については、ぜひ町としてきちんと対応をしてほしいなと思いますので、

先ほどの答弁の中では、ちょっとお答えは不十分だったと思いますので、ぜひそ
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の辺よろしくお願いしたいと思います。 

質問していることについての、改めて「あとで回答します」というのはもらわ

ないといけませんので、それを再々質問にしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

〇議長（中島正己） この際申し上げます。会議時間を延長いたしたいと思いますの

で、あらかじめご了承願います。 

北川住民福祉主監。 

○住民福祉主監（北川治郎） 再度のご質問をいただきました。何回も言いますけれ

ども、先ほどのダイジェスト版の１０ページというのは、もうひとつ聞いている

のとイメージが、合う文書がないのです。こちらは表になっているのです。    

   障害者控除の関係でございますが、奈良市の例を言われているわけでございま

すが、竜王町の方も申請主義ということになっていまして、そう言いますと、不

親切ではないかというような話になろうかと思いますけれども、申告時期が年が

明けますと始まるわけでございまして、１２月の広報に掲載して十分ＰＲもして

いきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げまして、回答とさせて

いただきます。 

〇議長（中島正己） 次の質問に移ってください。７番、若井敏子議員。 

○７番（若井敏子） 次は、竜王町の教育の問題についての見通しと言いますか、あ

り方についての議論にしたいと思います。 

実際、私は驚いたことがあります。４月２４日に実施されました全国一斉学力

テストは、名前を書かずに実施されたそうであります。３月議会でこの問題につ

いて質問しました時に、教育長は、答弁書の棒読みではありましたけれども、保

護者が無記名による学力テストの受験を申し出たらどうするのですかと聞いた

ところ、｢直接会って説明し、理解していただく｣と強い決意をお示しいただきま

した。無記名ではなくて名前を書いてくれるようにということを、本人に説得す

るのだ、親御さんにも説得するのだということをお話しいただきました。結局、

県下全域、番号で受験されたと伺っていますが、まずこうなった経過についてお

伺いし、結果的に竜王町の教育長としての判断はどうだったのかを、ご自分で分

析をいただいて、ご所見をお伺いしたいと思います。 

この学力テストは、記名をやめても全員を対象にして実施されている限り、結

果の公表がされれば全国の序列化が進むことになります。今後に残された課題に

ついてのご所見をお伺いしたいと思います。 
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また、同じ３月議会で回答いただいていない特別支援教育支援員について、改

めて伺います。３月にも質問しましたが、この支援制度、交付税措置ということ

で、不交付の竜王としてはどのような取り組みになるのかをお伺いしたいと思い

ます。 

｢障がいとは、理解と支援を必要とする個性である｣と言われていますが、全国

的には、これまでの障害児学級とは別に、すべての学校に｢特別支援教室｣を設置

し、非常勤の教員資格者を学習指導員として配置しているところもあります。資

格を問わない支援員制度ではありますけれども、有資格者であればなおいいと思

いますし、ＬＤやＡＤＨＤについての専門的な知識を持った人を配置していただ

きたいと願う立場で質問するものであります。これからの取り組み方法、そのた

めの人員配置、予算についてお伺いします。よろしくお願いします。 

〇議長（中島正己） 岩井教育長。 

○教育長（岩井實成） 若井議員さんの全国一斉学力調査の氏名記入についてのご質

問、および特別支援教育に係る支援員の活用等につきましてのお答えをさせてい

ただきたいと思います。 

   議員ご指摘のように、昨年度３月段階では、３月議会でお答えいたしましたよ

うに、文部科学省の指導どおり、全国一斉学力テスト実施に伴う本町の考え方は、

氏名記入によるものでございました。 

しかし、４月３日、文部科学省が氏名を記入させる代わりに個人番号を記入さ

せる例外措置を認めるとの報道があり、滋賀県教育委員会から各市町教育委員会

への実施方法を再度報告せよとの連絡がありました。特に、例外措置による個人

番号制を実施する場合においては、市町の個人情報保護審議会等から、テスト実

施において氏名を記入することに支障がある旨の指摘があることや、各市町で個

人番号を使用した学力診断テスト等の取り組み実績があること等が条件である

と提示され、加えて、４月１０日に東京都で行われる「氏名・個人番号対照方式」

説明会に出席しなければならないことの説明がありました。 

そこで、それらの総括が４月６日に、滋賀県教育行政重点施策説明会で行われ

ました。その席では、県内各市町の取り組み方法が様々であることが改めて確認

され、多くの市町から、県民の混乱を避ける視点から、取り組み方法を県内で統

一すべきではないか。また、各市町で個人情報保護審議会を開催するには、あま

りにも時間がないのではとの意見が出されました。 

それらの意見を受け、県教委は文部科学省と調整を図り、４月１１日に開催さ
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れました市町教育委員会教育指導担当者会議で調整結果の説明を行い、再度、取

り組み方法について各市町へアンケートが取られました。その際、本町といたし

ましては、今回の学力テストにおける個人情報の取り扱いに関して、保護者や地

域の皆さんからの直接的なご意見やご要望はなかったものの、例えば、幼稚園・

小学校・中学校が行う個人環境調査票や緊急連絡カードのような、個人情報の収

集に係る記入内容等についてのご意見は聞き取っておりましたことや、県内のほ

とんどの市町が「氏名・個人番号対照方式」で実施される状況を鑑み、混乱を避

ける意味から個人番号制で実施する決断をいたしました。 

このような中で、臨時に校長会を２度開催し、学校体制を踏まえた意見を聴取

し、取り組みの内容や方法を改めて確認し、実施いたしました。結果的に、県内

全域で「氏名・個人番号対照方式」により実施されたと聞いております。 

また、議員が危惧されておられますテスト結果の公表に伴う地域あるいは学校

間の序列化と今後の課題に関しましては、先の議会でもお答えさせていただきま

したように、テストの実施の目的に立ち返りまして、教育委員会といたしまして、

竜王町の児童・生徒の学力・学習状況を十分に把握・分析いたしまして、各学校

の教育課程実践の検証を行い、足りない部分をいかに工夫し補うか、そして、さ

らに伸ばしていくか等の検討を学校現場と共に進めながら、教職員の資質向上の

手立ても含め研究し、支援していく所存でございます。 

なお、ご質問の後半部分の特別支援教育支援員に関しましては、学務課長から

お答えさせていただきたいと思います。 

〇議長（中島正己） この際申し上げます。ここで、午後６時まで暫時休憩いたしま

す。 

休憩 午後５時０５分 

再開 午後６時００分 

〇議長（中島正己） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  木村学務課長。 

〇学務課長（木村公信） 次に、若井議員の特別支援教育に係る支援員の活用等につ

いてのご質問にお答えいたします。 

まず、この制度の導入に際しましては、今年度６月頃に詳細な事業計画等が提

示されるとの認識をしておりました。しかし、今年度の本町の実践を進めるに当

たり、その内容を県教委担当課に確認しましたところ、経費に関しましては地方

交付税の中から割り当て、地方交付税不交付団体の竜王町におきましては、現況
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の町教育予算・教育総務費の中での対応・取り組みとなってくることが明らかに

なりました。このことは、既に、議員ご承知のとおりでございます。 

しかし、竜王町では既に特別支援教育の推進・充実を目標に置き、通級指導教

室の継続設置に係る加配教員の配置、小学校オアシス相談員の継続配置、スクー

リングケアサポーターの増員配置、２小学校の特別支援学級複数指導に係る非常

勤講師２名の配置等について、県教委の承認を得、目的に応じた実践を展開して

いるところでございます。 

また、それらに加え、竜王町独自の施策といたしまして、平成１７年度より教

育支援室を教育委員会事務局に設置し、県費負担教員を町で割愛する中、特別支

援教育の推進をはじめ、教育相談活動や就学指導に関わる支援を行っているとこ

ろでございます。 

その他、町費負担オアシス相談員の任用、ことばの教室指導員の増員等も町独

自に行い、相談活動をより充実した形になるよう努めております。この指導員の

増員につきましては、議員のお考えでもお示しいただきました、有資格者の配置

という観点から、教員資格等を確認し、任用したところでございます。 

同様に、今年度から竜王町独自で行います巡回相談事業に伴う各相談員につき

ましても、臨床心理士等の有資格者３名を任用し、発達障害に関する相談、適正

就学に関する相談、一般的な学習面や健康面に関する相談と、多様な相談内容に

対応できる環境を整えております。相談する方々の立場に立ち、自分の思いを出

しやすい、話しやすい、相談しやすい環境を提供するということも、大切な配慮

事項であると認識しております。 

一方、これら専門機関の充実、人的配置の増員や有資格者の任用に加え、各学

校現場の教職員および町役場職員のカウンセリングマインドの高揚を踏まえた

資質向上に係る研修体制の構築も、積極的に進めてまいりたいと考えております。

特に学校現場に対しましては、特別支援を必要とする子どもたちの把握はもちろ

ん、個別の指導計画、個別の支援計画の展開を十分検討し、本人および保護者の

方々と共に、一つひとつ実践・検証を繰り返しながら進めていけるよう、教育委

員会として指導・助言に努めてまいりたいと存じます。 

今年度、これらの実践から、特別支援教育に対応する各相談員や支援員の配置

実績を検証し、今後の、より適切な配置や支援内容の充実はもちろん、それらの

配置に伴う予算措置につきましても、さらに検討を進めてまいりたいと考えてお

ります。 
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〇議長（中島正己） 若井敏子議員。 

○７番（若井敏子） まず、学力テストについてですけれども、教育長の答弁は、文

科省がどうしたとか、県がどうしたとかいうような話をされているのですけれど

も、３月議会での私の質問に答えての教育長の答弁は、記名による受験について、

保護者の理解が得られなければ面談して説得するのだと、名前を書いてもらうの

だということを最後まで主張されたわけです。 

  その後、確か全協の滋賀教職員組合の方が竜王町の方にも来まして要請をした

と思っているのですけれども、その要請した内容と同じものを３月議会でも私の

方から示して質問をしたわけです。その私の質問には、はっきりと否定されてい

るわけですから、方向転換は、結果的には番号制でしたということについては、

自分の主張していたことは間違っていたのだということをお認めいただけるも

のだと私は思っているのですけれども、その辺についての認識をお伺いしたいと

思うのです。 

  そもそも、この３月議会での私の質問に何の疑問も示されなかった。全教の組

合が１３市１３町キャラバンで訪問しまして、教育長自身の思いとしては、「非

常に疑問に感じている」という答えを出されている方がたくさんおられた中で、

３月議会での私の質問に対しては何のそういう疑問も示されずに、むしろ保護者

がこんなことでは困りますという話という話をしたら、私は説得に行くのだと、

そのぐらいの話をされていた教育長ですから、その教育長の認識はどうなのかと

いうことを私は伺っているわけで、文科省だとか県の教育委員会だとか、そのこ

とを聞いているのではないということを改めてお話をして、質問しておきたいと

思うのです。 

  教育支援室については、大変詳しく竜王町の取り組みについてもご説明をいた

だいています。けれども、私が聞いているのは、本来国がこういう制度をしなさ

いということを指定していることについては、竜王町の取り組みは十分なのかど

うかということについての検証が必要だということを言っているわけです。 

  この議会の補正予算の中で、妊婦健診を今まで２回しか補助していなかったけ

れども５回することになったと。その３回は、あれも交付税算入で特別に補助金

として出るものではなかったかと思うのですね。それでも、やはり今までの取り

組み２回では足りないから、国のそういう通達もあって５回にするということを

決定されたわけです。 

  補助金がきちんと紙に包んで、これはこの分ですよと、特別支援室のものです
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よという形で持って来られなかったら、だから今までやっているのだからこれで

いいではないかということではなくて、国から来ている通達に対して、そういう

不交付のところには実際お金は来ないわけですけれども、妊婦健診と同じような

認識でいくならば、特別の強化するような体制が、この６月からスタートするべ

きではないのかと、そういう思いで聞いているわけです。 

  学務課長の説明でいきますと、個別の指導計画、一人ひとりの状況に応じた状

況を把握して、個別の指導計画の作成に努めてまいりたいというふうにおっしゃ

っています。実は、３月議会の時に該当する父兄の皆さんから相談もありました

し、個別にもしゃべっているのですけれども、今年度の具体的な指導計画はまだ

出されていないという話がありました。だから、それがその６月でされるという

ことで待たれているのかなと。そういう指導計画が進められていなかったのかな

かということを思っているわけですけれども、その辺についての状況をお伺いし

たいと思います。以上２点お願いします。 

〇議長（中島正己） 岩井教育長。 

○教育長（岩井實成） 再問にお答えさせていただきたいと思います。 

  プライバシーの保護、これは今また個人情報に関わる問題というのは、本当に

今国民の大きな関心事項になったと。そういうような中で、この事業が実施され

ました。３月の議会でもお答えをさせていただきました業者との契約、機密保持、

個人情報取り扱いなどについては、しっかりと守り、この事業を推進していきた

いという国の方針でございました。 

  私は、そのことにつきまして、先ほどお答えをさせていただきました３月１３

日、竜王町はどうするのかという県のアンケートまで、その時点でも実施をして

いくという思いをしておりました。 

  私たち子どもの時分から、どのようなテストでも、そういったものについては

名前を書いて、きちんと答えていくというふうな中で育ってきておりますし、や

はりこのこともしっかり子どもたちに、そういうふうな中でこのテストを受けさ

せたいなという思いがありました。 

  あと、いろいろな事業について、このあとの扱いについてはどうするかという

のは、これは実施をした大人の責任であるなと。こういったことにつきましても、

また９月頃に一つの方法が示されると聞いております。その時にも自分なりの判

断をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇議長（中島正己） 木村学務課長。 
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○学務課長（木村公信） 若井議員の再問についてお答えいたします。 

   先ほどの答弁で、竜王町におかれます支援員さん、あるいは指導員さんの配置

状況を説明させていただきました。特別支援教育の支援員の本来の姿というのは、

ただいまの状況でいきますと、各学校に１名程度配置をして、それぞれの子ども

たちの介助あるいは学習の支援をしていくというのが理想的な形ではございま

すけれども、まだまだそこまではいっていなくて、全体的な相談員さん、２校掛

け持ちの方もいらっしゃいますけれども、そういう方々の手立てで今年度行って

いるというふうな状況でございます。 

   そんな中、特に学校現場におけます個別指導の計画、あるいは個別の支援計画

についてのご質問もございました。決して、教育委員会の方で、それぞれの個別

指導計画というものを把握していないということはございません。各学校の特別

支援学級に在籍する子どもたちの個別の指導計画というのは、担当の方で把握し

ております。 

   それから、特別支援教育に関わります指導計画につきましては、これも保護者

の方のご意見を伺いながら、相談をしながら計画を進めていくというものである

と把握をしております。ただ、各学校現場におきましても、学級担任が替わると

か、引き継ぎは受けておるものの、担任としてこの子を見ていくためには、果た

してこれでよいのかというな部分で、出し遅れているということはあるかも知れ

ません。この点につきましては、担当の方へ確認いたしまして、もう６月、１学

期も半ばを超しましたので、具体的な指導計画が進むような形で支援を行うとい

う方向にもっていっていただくような指導を進めてまいりたいと思います。 

〇議長（中島正己） 若井敏子議員。 

○７番（若井敏子） 最初の質問だけで答弁がまだだったから、ご心配なく。 

   私は、教育長の答弁が納得できないのですよ。それは、今のこの答弁は、結局

私は間違っていなかったのだということを主張されたのですよ。そうでしょう。

小さい時から名前を書いて、そのように教えられてきたのだと。ところが、間違

っていたから名前を書かなかったのですよ、今回のテストは。そういう認識にな

ったのですよ。県も国も世論に押されて、そうなったのです。そのことをあなた

は否定しているのです。自分は間違いなかったということを言っている。私は間

違っていましたと言われるのだと思って、私は質問しているのです。 

３月の答弁は、まさにそうならなかったわけですから。プライバシーのことも

含めて、教育長の認識には間違いがあったのだと、私はそのことを指摘して、そ
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の最初の質問原稿はそれなのですよ。教育長の判断はどうだったのかを自分で分

析してくれと言ったのだけれども、全く分析されなかったので２回目に質問した

のです。 

竜王町のお母さん方は、特にこの問題で何も言ってこなかったという話ですけ

れども、そうしたら名前を書いてもらったらよかったではないですか。それがで

きない背景があったわけですよ。そのことを認めなさいということを言っている

のです。これは、これからの教育の中でも大きい問題になってきますから、教育

長の姿勢というのは問われてくる問題なので、これは明らかにしておきたいと思

います。改めてお伺いします。 

〇議長（中島正己） 岩井教育長。 

○教育長（岩井實成） 最初に答弁をさせていただきましたとおり、私はそういうつ

もりもしております。しかし、滋賀県のそれぞれの町村のいろいろな意見の公表

する会がございました。その席で、最終は滋賀県で統一した方向でこの事業をし

てほしいという要望をあげておりました。そういった中で、今回、県の１３市１

３町がそういう方向でいくということでございました。 

   ですから、ございましたではなしに、私もそういう思いを持って混乱を避けた

いと、そういったもので番号でいきました。今度また９月にも、その結果を国の

方から滋賀県の方におろされますけれども、滋賀県の方でも教育総合センターの

方で協議をして、そして、それぞれの町村で混乱が起こらないという方法で市町

村におろしていくということも情報を得ております。お答えとさせていただきま

す。 

〇議長（中島正己） ここで、先ほどの川嶋哲也議員の竜王小学校のプール開きの件

についての質問に対する回答について、松浦教育次長より発言を求められており

ますので、これを許可いたします。松浦教育次長。 

○教育次長（松浦つや子） ５問目、川嶋議員さんの平成１８年度町一般会計等の決

算見込みについての再質問の中で、竜王小学校のプール開きと言いますか、開始

が遅れている、その原因についてという質問をいただきましたので、竜王小学校

に問い合わせをいたしました。 

原因なのですが、小プールと大プールがつながっている連結管がありまして、

そこには水位を調整する、そういう機能がそこにございます。そこの不具合が見

られて、ちょっと調整に時間がかかりまして、当初６月６日にプール開きをする

予定だったのですが、それが１１日になったということで、大変子どもたちに迷
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惑をかけてしまったということでございます。 

それから、現在なのですが、機械の機能も正常に働いておりまして、子どもた

ちも楽しくプールで泳いでいるということを報告を受けておりますので、それを

お答えに代えさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 次の質問に移ってください。７番、若井敏子議員。 

○７番（若井敏子） 「自律推進」と「合併」、この対立する取り組みで住民は混乱

しているのではないかと。この観点での質問をさせていただきます。 

そもそも平成１４年３月に「自律のまち」を進めていくと決定して、町は自律

推進計画を進めているところであるにもかかわらず、その自律推進計画の進捗に

ついては全町民に公表することなく、合併推進審議会、竜王町市町合併推進検討

会議の取り組みについては広報でも公表する。そして、その広報の中では、平成

１９年に決めないと平成２１年の法期限に間に合わないという発言が掲載され

る。このことは何とも意図的な企みではないのかと感じているところです。 

かつて町長は、小さくても輝く自治体フォーラムで全参加者に向かって、「自律

のまちづくりを進めていく」と壇上で決意されまして、参加した皆さんから拍手

喝采を受けられました。今日、実はその時の写真を拡大して持ってくるつもりだ

ったのですが、間に合いませんでしたが、町長自身このことは十分ご承知いただ

いていることと思います。 

全国には、合併しないで自律の道を選択し、知恵を出し合い交流を続けている

村や町がたくさんあります。それらの村や町は財政的には決して竜王のような裕

福なまちではなく、財政力指数だけを見ても０.３とか０.４とかいうまちさえあ

ります。今度議会が研修に行く矢祭町は、町長も議員当時ご一緒しましたように、

ばりばりの自民党員の町長さんでした。人口７,０００人の町で議会の「合併しな

い宣言」を受けて、一貫して住民と共にまちづくりを進めておられます。根本前

町長さんは、『内省不きゅうの心でまちをつくる』という本や、『元気な子どもの

声が聞こえるまちをつくる』という本を書かれていますし、議会も研修に行きま

した長野県泰阜村の松島村長さんは、『安心のまちは自律のまち』という本を書

かれています。昨年、雪で大変有名になった新潟津南では、『農をもって自立の

まちをつくる』という本を町長が書かれています。 

今年も６月２３日・２４日と、香川県三木町で小さくても輝く自治体フォーラ

ムが開かれますけれども、町長が主体的な力で安全安心のまちをこれからもつく

るために、「このままがんばろう」と町民に呼び掛けるおつもりはないのか、ま
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ずお伺いしたいと思います。 

顧みますと、前福島町長が、「合併で竜王町民が、福祉が後退して大変な思いを

される。そのことを思うと眠れない」と話されたことが昨日のことのように思い

出します。ご所見をお伺いしたいと思います。 

〇議長（中島正己） 山口町長。 

○町長（山口喜代治） ただいま若井議員から、「自律推進」と「合併」と対立する

取り組みで住民は混乱しているとのご質問につきまして、お答えさせていただき

ます。 

自律のまちづくりとは、まちとして自立的に行動するということであり、必要

な財源は地方自らが賄って、そして、どのようなまちをつくっていくか、地域の

ことは地域で決める、まさに自己決定・自己責任という地方分権・地方主権の時

代を実現することだとも言われておるところでもございます。 

また、今日の自治体行政にとって、非常に厳しい変革の時代に、まちが持つ地

域の人材や資源・特色を最大限に生かしながら、「自助・自律の精神」をもって、

戦略的にたくましくまちづくりを進めていくことが重要であろうかとも考えて

おります。 

市町合併とは、まさにまちとして自律するための手段であり、その方向や時期

についても、地域のことは地域で決めるという、自己決定を求められている課題

であります。現在、竜王町においては、将来にわたって安心して住み暮らせるま

ちづくりを進めていくため、「地域再生のまちづくり」を合い言葉に、個性溢れ

るたくましいまちづくりに向けたさまざまな取り組みを行っているところでご

ざいます。このことから、自律推進については、市町合併にはとらわれず取り組

んでいくべきものであろうと思っております。 

ご質問の中で、「自律推進計画の内容を公表せず」と仰せですが、平成１８年区

長会で説明するとともに、平成１８年１０月には町広報によりまして、個性溢れ

るたくましいまちづくり「地域再生のまちづくり」に向けて等を掲載し、その中

で、収支バランスの確保に向けた目標額との比較を含めた平成１７年度の行財政

改革への取り組み状況と成果について、住民の皆様へ公表させていただいている

ところでございます。 

また、平成１９年度に入り、この６月８日には、町民の代表を含む外部委員さ

んによります竜王町行財政改革推進委員会を開催し、これまでの取り組みや成果

と共に、平成１９年度の取り組み目標と当初予算への反映状況について説明させ
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ていただいたところでもございます。 

併せまして、この委員会におきまして、今年度から行財政改革管理小委員会を

設置していただきましたことから、適切な時期に平成１８年度の各事業実績を評

価いただき、その結果を踏まえて、来年度以降の事業計画や予算に反映すること

による計画・実行・検証・見直しのいわゆるＰＤＣＡサイクルの確立を図ってい

きたいと考えております。また、これにつきましても町広報等を通じ、住民の皆

さんへ公表していきたいと考えております。 

また、まちづくりの基本となる第四次国土利用計画が策定後６年経過し、時代

の変化とともに町民ニーズも多様化してきたことから、平成１７年３月に設置し

た竜王町の地域再生を考えるまちづくり委員会においていただいたまちづくり

の提言も参考にしながら検討を深め、第五次国土利用計画を本年３月議会で承認

をいただき策定してきたところでもございます。これに基づきましてまちづくり

を進めて行きたいと考えています。 

市町合併の課題につきましては、議会の一般質問において多くのご意見もいた

だく中で、住民の方々で構成する推進検討会議も設置させていただき、議論を深

めていただいているところでございます。市町合併は世紀的な課題でありますが、

判断を行う期限というのも大事でありますことから、私といたしましては、しっ

かりと住民皆さんと議論を重ねる中で、平成１９年度内に一定の方向性を決めて

いきたいと考えているところでもございます。 

「小さくても輝く自治体フォーラム」につきましては、合併する、しないに関

わらず、まちづくりを進める上で自律推進に取り組むことは大切なことであると

の認識を持っておるところでもございます。また、小さな自治体におきましては、

合併しなくてもしっかりと行政運営を行っておられるとのお話でありますが、そ

の運営にあたりましては、大変な改革を実行されておるということも伺っており

ます。行財政改革を行うことは自治体として必要なことであり、竜王町をはじめ

どの自治体におきましても、いろいろな視点から検討・実行・検証を進めており

ますが、改革をすることだけで、将来に渡って持続的に自治体の運営が続けられ

るのかという疑問も持っております。 

私は、これからのまちづくりを考える時、今日だけを見るのではなく、１０年

後、２０年後を視野に入れるべきではなかろうかと思っております。自律のまち

づくりに向けた取り組みをさらに進めていくことに対しましても、市町合併の課

題にいたしましても、住民総意が基本でありますことから、議論をより広げてい
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ただくために、住民の皆様に対しましてはわかりやすい情報を随時提供し、町民

皆様方とともに十分な議論をさせていただきながら、竜王町らしい丁寧な取り組

みの中で住民意向の把握をし、尊重しながら見極めていきたいと考えております。  

まちづくりは、議員皆様をはじめ町民の皆様方のご理解とご協力、併せて、各

種団体も含めた竜王町全体での協働の力によって達成できるものと考えており

ますので、さらなるこ指導とご協力を賜わりますようお願い申し上げまして、お

答えとさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 若井敏子議員。 

○７番（若井敏子） 答弁をいただいていますけれども、一般の町民さんにとって、

今、合併推進検討会議で議論されていることが、合併をどうして進めるかという

議論であって、そうしたら広報に載っている行財政改革が、それは自律の取り組

みだという認識になっているのかどうかなのです。 

   町長自体はもちろん、今進めていることはすべて自律推進であって、別の部屋

で検討していることが合併推進の検討なのだと、そういうふうにお考えになって

答弁いただいているのかと思うのですけれども、町が行財政改革を進めていく、

例えば議会も一番最初に、自律推進の取り組みだという大きな表題の冊子をもら

った時に、これは平成１４年当時でしたけれども、自律推進でいくのだなと。と

ころが、次に出されてきたペーパーは、地域再生のまちづくりというのがボンと

して、自律推進が小さくなって、そのあとは自律推進が消えてしまった。だから、

自律推進のための取り組みを今しているのだという認識が、住民さんにどの程度

浸透しているか。私はそこが問題だと思っているのです。 

   むしろ、もちろん一般のマスコミとかちまたの噂とかいう部分でも、合併推進

検討会議の話題が出てきまして、合併はどうなのかという話が出てくるから、ど

うしても合併をしようとしているまちだという認識の方が、住民さんの頭の中に

も入っていて、実際は平成１４年から自律のまちづくりを進めているのが竜王町

なのだという認識にはなかなかならない、なっていないのではないかという私の

思いから、この表題で質問の中身をあげているところなのです。 

   私自身の思いは、合併せずに自立でいこうという思いがあります。全国で合併

せずにがんばっているまちがたくさんあるわけですから、それはできないことで

はないと考えますし、具体的な事業・施策の積み上げて住民福祉を守り、町民が

安心して暮らせるまちづくりを進めることは可能だと考えています。 

   町長は、先の合併特別委員会で、「道路をよくしたい。歩道も直したい。合併し
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ないとこれらができない」というような発言をされました。総務省の人も、市町

村合併の背景とポイントとしてお話しされた４点は、国としてはお金がないから、

地方でできることは地方でしてほしい。人口１万人未満の小さなまちがあっては

面倒で、規模・能力を一定にしてもらいたい。行政改革を進め、地方に金をかけ

なくてもよいように、国の立場からの発想で発言をされたものというふうに私自

身は認識しています。 

   住民・国民の側に立ったら、規模が大きくなっても庁舎と職員が遠くなり、専

門スタッフがいるといっても、１万人に１人いた人が、人口１０万～２０万人の

まちで１０人いるというのでは、住民サービスが充実するとは思えませんし、合

併すれば人口減少社会に歯止めがかかり、少子高齢化が改善するわけではないこ

とは、平成１３年当時、言い尽くされています。日常生活圏が拡大したから行政

区も拡大しなければならないという理由は何もありません。近江八幡へ買い物に

行って、「竜王の人には売りません」などと言われたことは全くないわけです。 

しかし、私は合併しないで、２０年、３０年先に責任を持つことができるのか

と聞かれれば、それは持てるとは言えない、そういう弱さも実はあります。逆に、

合併を急ぐ人に同様の質問をしても、答えは同じだと思うのです。こういう状況

の中で、町民皆さんが合併推進検討会議や町議会、町の呼びかけに応えて、たく

さんの方々が議論のテーブルに着いて学習し、研究し尽くす、このことが今大変

大事ではないかと考えています。この点では、総務省の方のお話と通じるものが

あるわけですけれども、しかし、それは法の期限内にやってしまうというもので

はありません。 

もともと地方自治体の廃置分合は、地方自治法で認められています。合併新法

の期限にとらわれる必要はありませんし、私は、いかにたくさんの人が議論のテ

ーブルに着いてもらうかどうかという、学習や研究をするというのが一番大事だ

と思っています。その最も効果的な方法は、住民投票です。改めて、住民投票の

意向はないかを、お伺いしたいと思います。 

続いてお伺いしたいのは、県の示すパターンについての検討・協議がされて、

結論が出されたあとのタイムスケジュールです。先ほど、１９年度末までにはと

いうお話がありましたけれども、県の示すパターンどおりになった場合と、なら

なかった場合のそれぞれについてのタイムスケジュールをお伺いしたいと思い

ます。 

次、３つ目になりますけれども、１０年、２０年先を見つめて合併を考えなけ
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ればならないというふうに町長はおっしゃいました。４年任期の町長や議員や３

０数人の合併推進検討会議のメンバーだけでそれを決めてもよいのかという問

題は、結局最後まで残ると思うのです。私は、合併しなくてもまちを維持・発展

させることは可能だと考えています。それは、竜王よりも財政力の弱い、例えば

日野町が何より見本だからです。この蒲生郡の日野と安土、竜王がお互いに助け

合って、自律のまちを進めていこうではないかという協定ができれば、それはそ

れで大きな力になるのではないかと考えています。 

町議会に１６年、私は今期４期目の締めくくりにあたって、今の議会は、教育、

農業、介護について、地域で支え合う仕組みづくりの提案をしながら質問をして

います。次の議会では、社会教育や福祉、地方経済について総まとめの質問をし

ていく予定をしています。 

町民一人ひとりが安心して暮らせるまちづくり、お互いに協力しながら助け合

うシステムづくりで、竜王町の一層の発展を願う、そういう立場で質問している

ところではありますけれども、町長の対案をぜひお伺いしたいと思います。 

私はここに１通の手紙を持っています。大変達筆の手紙であります。これは、

福島県矢祭町の根本町長からいただいています。この中に、今、日本の国の全体

を暗雲が覆っているのは、指導者が国民の立場に立っておらないということであ

り、自分の立場本位の判断に終始しているからにほかならない。このことは、国

民にとって非常につらいことであります。役場職員は決して楽なことではないは

ずだけれども、矢祭町では黙々と全体の奉仕者の役割に徹せられて、昼夜分かた

ず全力を上げて職務に精励されてきました。このことは全国の自治体より賞賛さ

れて、独立・自立、自治体のお手本としてされてきています。 

このことは町民も高く評価して、「それならば私たちも応援いたします」とい

う、自分たちのまちですから、理想郷の実現に一緒にがんばっていきましょうと

いうのが今の矢祭町である。このことで自治基本条例をつくり、元気な子どもの

声が聞こえるまちづくりを進めようという提案をされて、町長自体は今期３月で

辞められましたけれども、その成果が次の町長に引き継がれていると聞いていま

す。 

私たち議会は、今度、矢祭町にまた改めて行って勉強してくるわけですが、ぜ

ひ町長も一緒においでいただいて、矢祭の精神を学んでいただきたいと思うので

すが、そのことについてのご所見もお伺いしたいと思います。以上３点、よろし

くお願いします。 
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〇議長（中島正己） 山口町長。 

○町長（山口喜代治） 大変多くの再質問をいただきました。 

   まず、自律推進があって、また地域再生があって、自律推進が消えてきたと。

住民はどうなるのかと思っていると。こういうこともございます。そのようなこ

とで、このことにつきましては、かねがね私も議会の議員の皆さん方から一般質

問を受けて、合併問題につきましては再三ご意見を承ってまいりました。 

その中で、住民の皆さん方を代表して委員会を早速立ち上げさせていただきま

して、それが地域再生まちづくり懇談会と委員会になったわけでございます。こ

れにつきましては、この委員会はこのまちをどのようにつくり上げていくのかと

いう懇談会で取り組んでいただきました。 

そしてまた、その後、議会の方から質問いただきまして、今度は合併について

どのように考えていったらいいのかということで、いろいろとご議論がございま

したけれども、合併推進検討会議ということで、３４名の方で現在取り組んでも

らっておるところでございます。 

先ほども、先だっての委員会の折に、歩道また道路についての話をさせてもら

いましたら、合併しないとできないのかという話題がございました。いろいろな

面におきまして、道路だけではないかと思いますし、やはり私は、何といたしま

しても１万３,０００人のこの体力で、これからの１０年、２０年がしっかりとま

ちがつくられていくのかということを考える時に、国・県等々の現在の諸情勢は、

我々もつぶさにひしひしと気にしながら迫ってきておるということは議員も仰

せのとおりだと思います。こういった中で、やはりまちを預かる一人といたしま

して、これでまちがしっかりと持ちこたえられていくのかということも、今見極

める大きな時期ではなかろうかということで、この市町合併もしっかりと取り組

んでいかなければならないということで、皆さん方にいろいろお話しさせてもら

って研さんをしてもらっているのが現在の状況でもございます。 

そして、先般も矢祭の方にも参加させていただきまして、いろいろと研修もさ

せていただきました。そして、その後、矢祭町の町長さんが発表されておりまし

た、今年度に辞めるまでに話をされておった記事が新聞にも出ておりました。こ

れにつきましては、出産祝金ですけれども、相当な思い切った祝金が出されてお

ると。そしてまた、職員６８人を５０人に削減。一番に特別職の給料はカットす

ると。思い切った手段を講じられたということが載っておりました。まさに改革

の時代で、そのとおりではなかろうかと思いますが、果たしてそれが続くのであ
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ろうか。そういうことも、私素人なりの判断で思っております。 

そのようなことでなくして、やはり幅広い分野で体力をつけ、住民が安心して

暮らせるまちづくりに取り組んでいかなければならないというように思ってお

るところでございます。 

そして、竜王町のまちづくりでありますが、ご承知のように、早くから「自ら

考え自ら行うまちづくり事業」、これは、私は今、住民の皆さんにも十分ご理解

をいただき徹底をしてきているものと思っております。こういった中で、自分た

ち自らがまちづくりを考えていただいておるということは、非常に大きな成果で

はなかろうかなと思っておるところでございます。 

順不同になりますが、住民投票はどう考えるのかというご質問でございます。

これにつきましては、私は現在のところでは考えておりません。 

そしてまた、県のパターンについてどうかということでございますが、これは

県がお示しをいただいたパターンでありますので、これにつきましても、先般の

委員会の折にも、どちらを先に決めるのかというようなことでございました。や

はり県のパターンをお示しいただいたことでありますので、これはやはりこの委

員会としても、先般もまずこの問題を取り上げていただきまして、県の示された

パターンでいくのか、これでは不合理だとか、いろいろな議論が出てこようかと

思いますが、これは今後の問題として、私としては県のパターンにはこだわって

はおりません。そのようなことで、今後においてもいろいろな課題が山積してお

りますが、これは行政だけではなく、やはり議会と住民皆さんが一体となった中

で、また委員会の方から各地域に出向いていただきまして、また情報を提供しな

がら、皆さんのご意見を承っていくのが現在の大事な時期ではなかろうかと思っ

ております。 

なかなか限られた時間でございますが、今度の新法に別にかかわらず、やはり

一定の路線は決めておかなければならないというように判断しておるのが私の

心境でございます。このようなことにつきまして、いろいろな各方面には勉強を

させてもらわなければいけませんが、議会も今度、矢祭町に研修に行かれるとい

うことでございますが、このこことにつきまして誰か同行させていただきまして、

町といたしましても研さんを深めてまいりたいと思っております。 

そういったことで、今いろいろな、お手紙の話もございましたが、やはり各地

域のいろいろなご苦労を十分研究させてもらっていきながら、方向性を決めてい

きたいと思っております。どうか皆さん方のさらなるご指導とご協力をよろしく
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お願い申し上げまして、お答えとさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 若井敏子議員。 

○７番（若井敏子） 先ほどの答弁の中で、今、私が質問したことについてお答えを

いただいていない部分を改めて質問したいのですけれども、先ほどの答弁の中で

は、「１９年度末で一定の方向を決めたい」というお話をされました。これは議

会の全員協議会でも同じようにおっしゃっているわけですが、議会の合併調査特

別委員会の中での町長の話は、「一定の方向」という以前に、県が示しているパ

ターンについての、いいのかどうかという判断をまずしてもらうのだということ

で、それが１９年度末に出てくるのかと言えば、そうではないという話で議会の

方は承知しているところかなと思うのですが、私が聞いたのは、県のパターンで

いくのだということになった場合のタイムスケジュールと、県のパターンではい

かないよとなった時のタイムスケジュールをお伺いしているのです。町長の頭の

中ではどんなタイムスケジュールができているのかということを、改めてお伺い

したいと思うのです。 

   住民の皆さんの意見を聞くということはおっしゃっている。ところが、住民投

票はするつもりはないと。私は、住民の皆さんに意見を聞くのだったら、やはり

住民投票しかないと思っているのです。それは、やはり「この問題は大変な問題

ですよ。皆さん考えてくださいよと」仮に言ったところで、自分が参加しなけれ

ばなかなか考えにくい問題があるのです。丸するのか、ペケするのかという判断

を迫られるからこそ、どうしようかな、どちらがいいかなと考えるわけですから、

たくさんの住民の皆さんがこの問題について意思表示をするという形は、やはり

住民投票だと思うのです。 

   頭から住民投票を否定される。３月議会では、担当課の答弁は、「それも含めて

考えます」という答弁だったのです。ところが、今日の町長は「やらない」とい

うふうに言っておられるわけですから、これはちょっとなぜそうなるのか、お伺

いしたいところです。以上２点、改めてお願いします。 

〇議長（中島正己） 山口町長。 

○町長（山口喜代治） 県のパターンでのスケジュールでございますが、これは先ほ

ど申しましたように、私だけではなく、委員会にお話をさせてもらっております

ので、今ここで、何月のいつ頃にということは申し上げられないと思います。来

れは十分慎重に考えさせてもらいたいと思っておるところでございます。 

   そういうことでございますので、今後の動向につきましては、議会の方にも十
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分お示しをさせていただきながら進めてまいりたいと考えておるところでござ

いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○７番(若井敏子) 議長、ちゃんと答えてもらってください。タイムスケジュールの

意味もわかってないのか。タイムスケジュールに答えがなくて、住民投票も答え

がなくて、私は立てないので。 

〇議長（中島正己） 質問回数３回を超えておりますが、先の質問の回答が得られて

おりませんので、回答を認めることといたしたいと思います。山口町長。 

○町長（山口喜代治） 県のパターンのタイムスケジュールでありますが、これはな

かなかこのとおりにいけるということは申されません。 

   そして、住民投票という方法でございますが、これは先ほども申しましたよう

に、考えておりません。 

○７番(若井敏子) 意味がわかってないです。同じことを言っておられるではないで

すか。どうして意味がわからないのですか。２つのタイムスケジュールを聞いて

いるわけですから。県のパターンでいった場合のタイムスケジュールと、県のパ

ターンでいかなかった場合のタイムスケジュールを聞いているのですよ。それは

「いきません」とかいう問題ではないでしょう。自分が１９年末に結論を出すと

いう話をしているわけですから。   

〇議長（中島正己） 山口町長。 

○町長（山口喜代治） 県のパターンでのタイムスケジュール、また県のパターンで

いかない場合のタイムスケジュールでございますが、これはどちらも同じことで

ございます。 

〇議長（中島正己） 次の質問に移ってください。７番、若井敏子議員。 

○７番（若井敏子） 議事録に残りましたから。同じだとおっしゃいましたので。ど

ちらの場合も同じようになるかどうか。 

４つ目の質問は農業です。「竜王町農業に明るい展望を持とう」ということで、

集落と生産を維持する集落営農を進めようという提案をしたいと思っています。 

町内の田んぼは、作付がほぼ終わりましたけれども、農家の皆さんは下がる一

方の米価と暴落する野菜の価格に悲鳴をあげています。全国でも農業経営の困難

さは農業の担い手や後継者不足、耕作放棄田の増加や集落そのものの維持さえ難

しくなっています。今、農政に求められているのは、食料自給率の向上と農村地

域の経済を支え、環境と生活基盤を守ることではないかと考えます。 

農水省は、競争力のある農業をめざそうと、農業経営に対する施策を｢効率的か
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つ安定的な農業経営｣か、それをめざす｢意欲と能力のある農業経営者｣に｢集中

的・重点的に実施｣するとしています。しかし、これらは政府自身が決めた食料

自給率向上目標を事実上放棄し、農産物の全面的な自由化を前提に、国内農業を

縮小・再編することであり、そこにこそ農業構造改革のねらいがあります。 

今、竜王町はこの国のねらいに押し流されることなく、１０年後、２０年後の

竜王町農業の展望を持って農政にあたる時ではないかと考えますが、町長の所見

をお伺いします。 

私は、ほとんどの集落で取り組まれている集落営農組織が、農家の助け合いの

組織、家族経営を支える大事な組織として一層発展することを望んでいます。町

として単に補助金をもらう受け皿としての組織ではなくて、農家の生産と集落を

維持する助け合いの組織として支援すべきと考えますが、現状を伺うと共に所見

を伺います。 

この時期、全国の経験に学ぶことは大事なことです。｢自給率向上・地産地消宣

言｣を議会で採択したまちや、農業振興条例を策定したまち、｢アグリサポーター

制度｣をつくったまちなどに学んで、販路も確保しながら竜王町農業の展望を見

いだしていただきたいものですが、この点についてのご所見をお伺いします。以

上、よろしくお願いします。 

〇議長（中島正己） 川部産業振興課長。 

○産業振興課長（川部治夫） 若井議員さんの「竜王町農業に明るい展望を持とう。

集落と生産を維持する集落営農について」のご質問にお答えいたします。 

   ご高承いただいておりますように、国におきまして平成１７年３月に策定され

ました食料・農業・農村基本計画に基づき、戦後農政の根本見直しとして、担い

手経営所得安定対策が平成１９年度から新たな施策が実施されているところで

あります。 

このような状況の中で、一昨年来から町・ＪＡ・農業委員会・各集落農事改良

組合長等から、今後の竜王町の農業・農地・農村をこれからどのようにしていく

のかについて話し合いをしていただき、各集落におきましても幾度もなく協議を

いただき、平成１９年からの国の新たな政策の実施に向けて、農業者の自助努力

と集落の合意形成を図っていただいたところであります。 

そうした取り組みの成果として、担い手の育成では、議員仰せのとおり、集落

で農業を守る集落営農組織として、特定農業団体が２７集落中２０集落の設立を

いただき、また、農地・水・環境保全向上対策では２２集落に取り組みをいただ
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いており、自らの農業・農地・農村は自らの集落で守ることを選択していただき、

現在それらの施策に沿って取り組みがなされておるところであります。 

特に集落営農にあっては、今日までの転作の協業化から水稲を取り入れた協業

化へ移行しており、町内の１集落においては集落の農地約９割近くまでを取り組

まれ、１集落１農場を目指されているところであります。 

また、その他特定農業団体の集落にあっては、集団転作・集落営農を基本に協

同作業で取り組んでいただき、集落営農ビジョンを策定し、集落営農を主体にし

た補助事業での農業機械化・農機具倉庫等の整備により、各農家の農業設備投資

の軽減ならび作業の省力化を図ってきていただいたところであります。 

   さらに、竜王町においては、産地間競争が厳しい中、消費者に安心安全、さら

に売れる農産物としての環境こだわり農業の取り組みをしてきており、特に今年

度から始まりました農地・水・環境保全向上対策での取り組みにより、今年の作

付けの環境こだわり米の面積が約２，８００反となり、昨年度に比較して、約１.

５倍、また作付面積および作付農家の比率が、町内全体でともに約３割を超える

取り組みをいただいております。 

さらに、果樹に関しましても、既にぶどうにおきましては環境こだわり栽培を

いただいておりますが、ナシにつきましても昨年度から実験栽培がなされ、来年

度から本格栽培出荷に向けて取り組みがなされております。 

さらに、竜王町の農業振興で米に次ぐ出荷額があります畜産、とりわけ近江牛

の肥育頭数を年々増加の取り組みがなされ、今や県内では大中に次ぐ産地として

名声をあげていただいておるところでございます。 

そうしたことから、町といたしましては、今日までの町の農業施策の展開と農

業者のご理解とご努力により、県内でも有数の農業振興が図られている町となっ

ておりますが、今後も引き続き自らの農業・農地・農村は自らの集落で守ってい

ただくことを基本に、今後懸念されます農業情勢に対応できる施策の推進を図っ

てまいります。 

また、自給率向上・地産地消につきましては、本町では他市町に先駆けアグリ

パークならびに道の駅に農産物の直売所を設けて、地産地消の取り組みを行って

おるところであり、今後においても麦･大豆とともに、また生産調整作物の黒大

豆の特産化、畜産農家との連携による飼料作物、野菜・そばの栽培促進と竜王町

農業の振興に大きく貢献していただいておりますので、米政策改革推進対策にお

ける産地づくり交付金で、活用方法について竜王町地域水田農業推進協議会で十
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分協議をいただきたく考えております。 

以上、若井議員さんへのご回答とさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 山口町長。 

○町長（山口喜代治） 若井議員さんの「竜王町農業に明るい展望を持とう。集落と

生産を維持する集落営農について」のご質問の中で、私に竜王町の１０年後、２

０年後の農業の展望につきましての所見を求められておりますことにお答えい

たします。 

ただいま担当課長からお答えさせていただきましたように、竜王町は農業を基

幹産業として位置づけ、これまで他市町に先駆けて、特に農業者への負担をでき

るだけ少なくするため、日野川農業水利事業にかかる農家の皆様の地元負担金を

町で負担することをはじめ、２１世紀農ビジネス事業などの町単独事業、国・県

の補助事業などを積極的に導入して、集落営農の推進、地産地消事業として山之

上農林公園、道の駅での直売所整備など、多くの農業振興への支援施策を進めて

きた結果、県内でも有数の農業町して振興を図ってきたころであります。 

今後の町の農業展望といたしましては、これまで各集落で培ってきていただい

た担い手としての集落営農ならびに認定農業者への支援と、効率かつ収益性の高

い農産物の生産向上を図っていただくための支援施策を引き続き行うことによ

り、若者に意欲が持てる魅力のある農業にしていくため、議員皆様をはじめ農業

者・農業関係機関団体皆様のご意見など承り、農業の町竜王町としての農業振興

を図って参りたいと考えております。以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 若井敏子議員。 

○７番（若井敏子） 全国の農業の実態は、もちろん竜王の農業の実態とも決して違

うものではないというふうに思うのです。でも、集落営農は確かに早くから取り

組みましたし、今課長が答弁しましたように、２７集落で２０の集落が特定農業

団体、あるいは農地・水・環境保全向上対策に取り組んでいるのは２２集落だと

いうお話もありました。 

ところが、国が示している補助を含めた施策については、５年後という目標が

あるわけですね。私は、先の質問の中でも述べていますように、集落で本当に支

え合う農業を、集落営農を、補助金をもらえるための組織につくり上げるかどう

かということではなくて、地域を守る、農地を守る、しかも特定の人たちだけが

農業をやるのではなくて、今までのように、できる人、やりたい人が続けられる

ような農業を守るという体制は、これは国の施策を竜王町の場合は進めているわ



- 87 - 
 

けですから、それはやめておきましょうということではなくて、そういうことも

やはり進めていかなければならないのではないのかなという思いがあるのです。 

例えば、５年後、今つくろうとしている組織が、国の言うような５年後の目標

もクリアできるというものが、竜王町全体の、例えば今のこの２７集落の中でど

れだけ残るのかと。いつまでもどこまでも国の言うとおりしていれば、日本の農

業は本当によくなっていくのかなという心配がある中で、少なくとも５年後の体

制が竜王町ではどういうふうになっているというふうに担当は見ているのかに

ついて、まず再質問をしたいと思うのです。 

私は、例えば、５年後の竜王町の農地について言えば、クリアできるような団

体が竜王町農地のどれだけを占めているのかと。先ほど、９０％という話があり

ました。本当に９０％も占めていたら、それはもちろん問題はないわけですけれ

ども、半分いけるのかなと。そうしたら、あと半分はどうなるのかという話にな

るわけで、やはり自分の農地を守っていくという、今までのどおりの集落営農と

言うか、集落の助け合いの組織というのは、違う意味でやはり育てていかなけれ

ばならないのではないかなと思っているのです。地域で生産をし、農地を守ると

いうことがやはり優先的に考えられるような、地域の条件や農家の意向がきちん

と踏まえたような集落営農の組織というのは、やはり違うところできちんと抑え

ていかなければいけないのではないかなと思うのです。 

そういう時に何が大事かと言えば、例えば、機械の共同利用ですとか、先ほど

倉庫に補助を出しているという話もありましたけれども、機械を助け合いながら

共同利用するという取り組みも大事だと思うのですが、先ほどの話の中では設備

投資の軽減という話があったのです。設備投資の軽減を図って取り組んでいくと

いう話が、機具倉庫をつくって設備投資の軽減という説明がありましたけれども、

機械もやはり共同利用するような体制も必要ではないのかなと思いますし、ある

いは、買い替え・更新には町も補助をしていくというようなものも必要なのかな

と思います。 

それと、もう１つは、やはり販路の確保ということですが、先ほどからアグリ

や道の駅での販売という話もありましたけれども、例えば、竜王町で採れるお米

は、まず竜王町のみんなが食べてもらうような、消費の販路を拡大するという意

味では、まずその辺も考えていったらどうだろうかなと。学校給食は、「竜王の

米を」というふうになりましたので、今度は、例えば、いろいろな付き合いのあ

る淀川生協ですか、どこかと取引がありますけれども、そういうところの学校の
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給食も、竜王の米を使ってくださいという話ができないのかどうかとか、そうい

う販路も新たに拡大していく必要があるのではないのかなと思います。 

当初の質問で話をしていますのは、全国の経験に学ぼうということで、全国的

には、例えば農業振興条例というのをつくっているところがあるのです。町の取

り組みとして農業を振興していく、そういう条例を持っているところがかなりた

くさんあります。あるいは、地産地消自治体宣言をしているというまちもありま

す。例えば、例にあげましたら、千葉県の匝瑳市ですとか新潟県の妙高市・糸魚

川市、四国中央市が地産地消自治体宣言をしているところです。愛媛県今治市も

地産地消・食育教育を進めているところです。農業振興条例は、小諸市ですとか、

名寄市と言うのですか、会津若松市でもしていますし、本当にたくさんのまちが

そういうものをもって進めている。竜王町もやはりそういうものを持つ時期では

ないのかなという、そういう意味では全国の経験に学ぶ、その取り組みに学ぶと

いうことが大事ではないのかなと思っているところです。 

先ほど、共同利用で言いますと、長野県の栄村の例もあります。そういうもの

も参考にしてぜひ取り組んでいただきたいと思うところですが、その辺について

のご所見をお伺いしたいと思います。 

〇議長（中島正己） 川部産業振興課長。 

○産業振興課長（川部治夫） 若井議員さんの再問にお答えさせていただきたいと思

います。 

   まず、集落営農のお話をいただきました。特に、先ほども申し上げましたよう

に、特定農業団体を含めて、この平成１９年度から国の制度が変わりまして、そ

れに向けて、先ほど申し上げましたけれども、２０集落で特定農業団体を立ち上

げていただいたわけでございますけれども、これはご承知いただいていますとお

り、国として今年を目途にですけれども、法人化に向けてしていくという形の条

件がつくことになっています。そうしたことで、私ども町の方もやはり５年後に

向けて、これは町だけではございませんけれども、ＪＡも含めて、やはりそうい

う方向でもっていっていただきたいということで指導もしていきたいと思って

おります。 

   特に、そうしたことで、今、地元の方で、確かに現実は転作を含めた麦等を中

心になっているわけでございますけれども、先ほど答弁申し上げましたように、

やはり水稲の協業化も、１集落ではなくていくつかの集落で協業化を始めていた

だいているところがございます。そうしたことで、やはり集落、集落で、自分た
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ちで土地を守っていくということを前提で取り組んでいただくということで、こ

の間もそういう集落で議論をしていただいて、今日を迎えていただいているわけ

でございますので、私ども町も、先ほど町長が申し上げましたように、そういう

形の振興施策をとっていきたいと思っています。 

   特に私ども担当といたしましては、今、既に、先ほど申し上げましたある集落

で、９割近くでそういう水稲の協業化をこの４月から、田植えから始められてお

るわけですけれども、それをさらに効率化を図っていくという意味で、やはり農

地の集積を図っていただいて、大規模的な農地にしていただくという形で、例え

ば、畦畔を取るとか、そういうなので大規模な形ができる、そういうものには、

ひとつは、これは国の補助もありますけれども、そういう振興施策を図りながら、

できるだけ若い人たちが魅力を持ってできる、そういうような条件整備も併せて

していく必要があるのではないかと思っております。 

   そうした意味で、そういう施策を今後皆さんとともに、JＡを含めて、農業委員

会の皆さんとも、今、農地の集積について農業委員会は課題を抱えていただいて、

検討に入っていくということにしていただいておるわけでございますけれども、

そういう農地の集積、これは現に、まだ特定農業団体で立ち上げていただいた集

落で農地の集積を図っていただいて、毎年毎年、各集落で１農家か２農家ぐらい

は離農されている現状がございますので、そういうものを受け皿を含めてしてい

く体制を引き続き町としても進めていきたいと思います。 

   それから、特にその中で機械設備とかそういうものに関しての補助は、できる

だけ国の方で、政策づくりの中の補助制度が新たな展開も、以前はなかったわけ

ですけれども、最近またその制度が、特に先ほど申し上げました担い手認定、集

落営農、さらには認定農業者に対してはそういう制度ができておりますので、そ

ういうものを活用していく形で進めさせていただきたいと思っています。 

   それから、販路のお話がございました。先ほども、私どもの方から回答を申し

上げましたように、特に地産地消の関係で、特に私どもアグリパーク・道の駅と

いうことで、ほかの市町村に比べて、本当にうらやんでもらうような形の施策を

つくらせていただいております。 

特にその中で、今現在、私ども地産地消で、国もこの施策を進めておるわけで

ございますけれども、今、国の方で、たまたま平成１６年度に農産の地産地消の

実態調査がされております。その中で、だいたい国全体の年間平均で直売所の販

売額が７,６２０万円という１６年度の数字が出ております。実態調査をされて
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いるのですけれども、全国で回答された直売所の合計が約１,７７２億円という、

本当に大きな一つのマーケットになっているということで、そのことは結果、安

心安全の地元でつくったものを地元で消費をするという形をされています。 

そういう中で、道の駅とアグリパークの比較をさせていただきますと、道の駅

の方では、現在、道の駅出荷組合さんの方でだいたい年間７,１００万円余りの

販売をしていただいていますし、アグリパークにおきましては、山之上の生産組

合では約８,０００万円、直売では４,６００万円という形で、全国平均並みの一

施設当たりをあげていただいていると、そういう意味では本当に私どもは自負す

るところで、今後、先ほど若井議員さんが申されましたように、それぞれ販路を

図っていきたい。 

それから、もう１つお米の話もあったのですけれども、特にお米に関しまして、

自給自足の話も先ほどございましたけれども、特に、町内で消費をしていただい

ているお米がどれだけあって、今、町内でつくっている米との関係はどうかとい

うことも調べさせていただいところ、今、町内でだいたい年間、これは国が基準

にしているのは、一人当たり１年で食べるお米５９kg と言われています。それが

竜王町の場合、約１万３,０００人ほどですので、ざっと計算しますと、１年間

で７６７ｔを１年間で消費するということになります。 

今現在、ＪＡの方で米の出荷をしていただいているのは約１１万袋、だいたい

３０kg が１１万袋ということですので、３,３００ｔということで、逆に自給率

で見ますと４３０％ということで、文字どおり、今の状況では竜王町がお米に関

しては自給自足しているわけでございますけれども、そうしたものを今、生協を

通じて給食に入れようというお話がございますけれども、これについては、また

ＪＡを通じましてお米の販路にあたっていただこうと思っています。 

それと、全国に学ぶということで、先ほども申されております、私どもの方も

ご質問の中で調べさせていただきます中では、特に群馬県の富士見村の方では、

平成１８年に地産地消村宣言がされておりますし、それから農業振興条例も長野

県の千曲川小諸市さんの方も、私どもの方で情報を入手させてもらいながら、今

後私どもの町の農業振興に生かしていきたいなと思っております。 

そうしたことで、若井議員さんの再質問についてのお答えとさせていただきま

す。以上でございます。 

〇議長（中島正己） 次に、８番、竹山兵司議員。 

○８番（竹山兵司） 平成１９年第２回定例会一般質問。８番、竹山兵司。質問事項、
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私は、鏡山山頂にある展望台について伺います。 

   西の竜王山鏡山は、東の竜王山雪野山とともに、わが町竜王町のシンボルであ

ります。今年も「目に青葉、山ほととぎす、初カツオ」の好季節がわが町にも訪

れてまいりました。このように恵まれた環境の中で、特に道の駅「かがみの里」

オープン以来、観光客や登山者など、鏡山ハイキングコースには多くのハイカー

たちが訪れていると聞いています。今日まで、竜王町内はもとより、遠方の山々

が見渡せ、初日の出が拝める大変見晴らしのよかった展望台でありましたが、現

在、この展望台がその役目を果たせなくなり、ハイカーから苦情があったと聞い

ております。観光竜王のイメージアップの一助としての対応が望まれます。対策

などについて伺います。よろしくお願いします。 

〇議長（中島正己） 川部産業振興課長。 

○産業振興課長（川部治夫） 竹山議員さんの「鏡山山頂にある展望台について」の

ご質問にお答えいたします。 

   ご高承いただいておりますように、鏡山展望台につきましては、「竜王町ふるさ

と歴史の森整備事業」として、平成６年度に、鏡大谷池から鏡山山頂ルートとし

て、遊歩道整備延長１,０８４．４１ｍ、幅員０.９５ｍにわたり、現況山道を活

かし、途中急傾斜のあるところは丸太階段を設け、途中に広場３ヵ所、頂上付近

に展望台を整備、併せてベンチ・既存石段の整備、既存石仏再配置、案内板・道

標・説明板・樹木解説・園名柱・注意板などの整備をおこなってきたものであり

ます。 

また、この施設整備については、遊歩道、広場、展望台の用地はすべて竜王山

国有林でありますことから、国有財産有償貸付契約に基づきまして、平成６年１

０月から１０年契約にて借地をいたしており、１６年度に貸付契約の更新を行っ

たところでございます。 

お尋ねをいただいております、展望台につきましては、この整備事業によりま

して、平成６年度に、森林法に基づく保安林作業内許可ならびに砂防指定地内行

為許可申請に基づき３３９.６㎡の伐採を行い、丸太工により町内が眺望できるよ

うに整備を行ってきたところでありますけれども、事業施行からの年月が経過す

るなかで、展望台周辺の植林が成長をいたし、議員お仰せのとおり眺望が悪くな

ってきておるところでございます。 

そうしたことから、一昨年度から昨年度にかけまして、国有林を管理する林野

庁滋賀森林管理署と、展望台の眺望確保に向けた協議を、現地現状立会いをして
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いただく中で進めてまいったところでございます。その協議結果といたしまして、

現在の展望台から町内の眺望を図るためには、数千㎡からヘクタール単位の伐採

が必要となり、なおかつ、この場所が保安林であることから、伐採の目的ならび

に伐採面積規模からして、保安林における立木伐採等の許可が認められないこと

から、現在の展望台からの眺望確保のための伐採ができないこととなりまして、

伐採をしない方法で眺望を好くする方法などについて検討をいたしております

が、技術的、安全性の観点から難点が多く、また一方、森林保全の観点から現在

といたしましては解決策が見出せておりません。引き続き関係機関との協議・検

討をいたしてまいりたいと考えております。 

以上、竹山議員さんへのご回答とさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 竹山兵司議員。 

○８番（竹山兵司） いろいろな諸条件をクリアしなければできないということでご

ざいますけれども、ふるさと創生事業としてやっていただいたことでもございま

すので、ぜひハイカーはもとより竜王町の観光振興のためにも、展望台をひとつ

設置されるように希望するわけでございます。 

   なお、ふるさと創生事業におきまして、これは１億円事業であったと思われる

のですが、これは鏡山ハイキングコース以外にどこかを整備されたのか、お伺い

します。 

〇議長（中島正己） 川部産業振興課長。 

○産業振興課長（川部治夫） 竹山議員さんの再質問にお答えしたいと思います。 

今も回答の中で申し上げましたように、この事業につきましてはふるさと創生

事業ということで、昭和６３年・平成元年にかけまして竹下内閣の時に１億円創

生事業ということで、各全市町村に１億円が配布されまして、それを町の方で一

時基金として積み立てをさせていただいて、平成４年からこの事業、特に鏡山一

帯としたふるさと歴史の森整備ということで、基本計画さらには実施計画をしま

して、平成６年・７年・８年にかけまして、特に今、積水樹脂さんがございます

あそこから、今申し上げた大谷池から山頂ルート、さらにはまた鳴谷、あるいは

リッチランドにかけるいくつかのコース整備等、その事業に充てさせていただい

たということでございます。以上、回答とさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 次の質問に移ってください。竹山兵司議員。 

○８番（竹山兵司） 続きまして、町内施設の指定管理の運営状況について伺います。 

過半、指定管理者制度の導入により、経営面が見直されました。関係者のご努
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力や関係機関のご支援などで、道の駅竜王かがみの里・アグリパーク竜王・妹背

の里・ドラゴンハット・ドラゴンスポーツセンターなど、年々利用者が増加して

いると聞いています。独立採算の経理状況と併せて、利用者や観光客の動向など

について伺います。よろしくお願いします。 

〇議長（中島正己） 赤佐総務課長。 

○総務課長（赤佐九彦） 竹山議員さんからの、施設の指定管理の運営状況について

ご質問をいただきましたので、お答えさせていただきます。 

昨年の９月から、公の施設の管理について指定管理者制度が導入されまして、

施設の管理に要する経費として今日まで支出されてまいりました委託料が指定

管理料となり、施設の使用料は利用料と名称を改めまして、指定管理料は施設の

管理・運営に必要な経費からこの利用料を差引し、管理の内容等につきまして協

定を締結いたしました中で、行政から指定管理者に指定管理料を支払うというこ

とになったところでございますことはご高承のとおりでございます。 

また、指定管理者の選定あるいは利用料収入の確保等を通じまして、今日まで

にない経営改革が進行しているところでございます。その一例をあげますと、総

務課の所管施設であります妹背の里におきましては、従前の施設の管理・運営は

もとより、昨年の秋に非常に好天に恵まれ利用料収入も増加したことから、その

収益増をもちまして、老朽してまいりましたバンガローの畳の表替え、雨天時対

策のためのテント付バーベキューサイトの整備を図り、次年度の収益確保に投資

をしていただいております。さらに、防犯対策のためにカメラ整備や夏祭りを見

こしての池の浚渫などは、職員の直営工事により実施され、利用者サービスが図

られております。 

今日まで体質でございました、委託料で予算措置がないと仕事をしないという

スタンスから、利用料をもって投資し、サービス向上につなげていくという、こ

うした新しいサイクルができつつあるのではないかと、このように考えるところ

でございます。 

同じく、アグリパークや道の駅においても、近江牛ブランドをもってのバーベ

キューサイトの整備等に自主事業で着手いただきまして、今後の収益確保への備

えが進みつつあるところでございます。 

また、総合運動公園にあっては、ヨガをはじめとする新規のスポーツ関係事業

が展開されるとともに、ドラゴンスポーツクラブ・体育振興協会事業等の町民と

直結する事業の受託も進んできております。これらのことは、指定管理者制度の
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効用であると受け止めることができる内容でございますし、なおかつ、今後の利

用者の増加が大いに期待されるものでございます。 

次に、経理の状況でございまが、第三セクターの株式会社はそれぞれ限りなく

独立採算をめざし、収益の確保に視点をおいて営業活動が展開されるところでご

ざいますし、公益法人にありましてはサービス事業の充実に主眼がおかれるとこ

ろでございます。指定管理者制度の効用もあり、全体的には町から支弁支出いた

します経費が大きく縮減しているところでございます。 

１８年度予算と１９年度予算を対比しますと、その縮減額は、竜王町地域振興

事業団にあっては６４７万７,０００円、アグリパーク竜王にあっては１７７万

６,０００円、道の駅かがみの里にあっては２１１万６,０００円でございます。 

また、平成１８年度の経理の状況につきましては、それぞれの経営努力により、

竜王町地域振興事業団については税引き後の次期繰越差額が８１１万５,９４８

円、アグリパーク竜王につきましては、新規投資経費との関係により営業利益が

２７万４,０００円、道の駅かがみの里につきましては、１６日の株主総会にて

報告されるところですが、約９００万円の営業利益を計上される予定であります。 

次に、利用者や観光客の動向につきましても、観光協会でとりまとめがされて

おります町内観光施設入りこみ者数の調査によりますと、その年度の大きな話題

やイベント等により若干の増減はありますものの、堅調に推移いたしております。

その具体的な数値といたしまして、道の駅「鏡の里」におきましては、平成１６

年度が５４万６,４００人、１７年度５８万５,０００人、１８年度５９万１,６

００人、アグリパーク竜王におきましては、１６年度３１万９,５００人、１７

年度３０万５,０００人、１８年度３０万１,３００人、妹背の里におきましては、

１６年度３万９,４００人、１７年度５万２,２００人、１８年度４万９００人、 

ドラゴンハットならびにスポーツセンター等を含めました総合運動公園におき

ましては、１６年度２５万７,５００人、１７年度２２万３,１００人、１８年度

１９万８,９００人となっております。 

以上、誠に簡単ではございますが、お答えとさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 竹山兵司議員。 

○８番（竹山兵司） ただいまいろいろとお答えをいただきました。安堵している面

が多々ございます。指定管理者制度が今後も関係者・関係機関のご努力によりま

して、町民はもとより町外の多くの皆さんに愛される施設としてご尽力賜わるこ

とを期待いたしまして、質問を終わります。 
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〇議長（中島正己） この際申し上げます。午後７時４５分まで暫時休憩いたします。 

休憩 午後７時３５分 

再開 午後７時４５分 

〇議長（中島正己） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  １０番、岡山富男議員。 

○１０番（岡山富男） 町内の不法投棄について質問させていただきます。 

最近、町内に不法投棄がされているのをよく見受けられます。その中でも、地

域・企業の方も年に何回かクリーンアップをしていただいたりしておりますが、

不法投棄は後を絶たない状態です。特に車の乗り捨てによる不法投棄が後を絶た

ない状態になっています。 

行政としても、県・警察とタイアップをしてもらって、対応をしてもらってい

ますが、１台を撤去するのに非常に日数がかかっています。すぐに撤去する対応

策はないのでしょうか、お伺いいたします。 

〇議長（中島正己） 福山生活安全課長。 

○生活安全課長（福山忠雄） 岡山議員さんの「町内不法投棄について」のご質問に

お答えさせていただきます。 

   ご高承のとおり、ごみ問題は、近年の消費生活の高度化・多様化に伴い、排出され

る多種多様の廃棄物が増加傾向にあり、その対応や、散在性ごみのポイ捨て、不法投

棄の対応にも大変苦慮しております。しかしながら、今日まで地域住民皆様方のご協

力のもと、ごみを資源にかえる分別収集の実施、ごみゼロ大作戦、町内一斉清掃、粗

大ごみ収集など地域を取り込んだ活動を展開し、散在性ごみや不法投棄ごみの防止に

努めてまいりました。 

また、町内事業所におかれましても、県のエコフォスター事業にお取り組みいただ

き、幹線道路沿道の清掃に努めていただいております。しかしながら、散在性、ポイ

捨てごみや不法投棄がなくなるまでには至っておりません。 

岡山議員お尋ねの、不法投棄車両の対応処理については、特に大変苦慮いたしてお

ります。現在、竜王インター付近を中心に車両が数台不法投棄されており、各物件に

ついては発見（確認）しだい、滋賀県や警察と連携しながら事件性の有無、所有者の

割出し、その処理手法のご協力を願っておるところでございます。しかしながら、所

有者が確認できましても、連絡が取れない場合や所在がつかめないのがほとんどであ

ります。また、車両には所有権があり、リサイクル法での取り扱いも決められている

ことから、第三者が勝手に処分することはできません。 
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このような状況のため、その処理には、誠に不本意ではありますが、放置された土

地の所有者（管理者）私有者、公有者、各道路管理者、各河川管理者が行わなくては

なりません。現在不法投棄されております車両についても、各管理者に個別法に基づ

き処理（撤去）をお願いいたしているところでございます。なお、現在、公共用地放

置車両は５台と把握しています。 

また、本年３月には、祖父川右岸の不法投棄車両２台を、河川管理者であります県

に撤去していただいたところでもございます。今後も、警察や関係機関と連携を密に

し、まず不法投棄者を確認し、当事者が撤去するよう指導するとともに、当事者が不

明の場合は、各土地管理者にご協力をお願いしながら対応してまいりたいと考えてお

ります。 

また、不法投棄されないまちにするためにも、議員皆様方をはじめ、住民皆様方の

より一層のご協力を賜りますようお願い申し上げまして、岡山議員さんのご質問の

「町内の不法投棄について」のお答えとさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 岡山富男議員。 

○１０番（岡山富男） 特に今、課長から回答いただきました祖父川の方で、県の方

で２台撤去していただいたと。この２台撤去するのにしても、何年とか何十年か

けてやっと撤去していただけると。もうその時に刻印自体も何もわからない状態

だと。その近くに持っておられる畑の地主さんが、その車自体にごみとかそのほ

かのものまでが放置されて、それを処理するのに大変苦慮されているということ

を言われております。 

そのために何回も課長の方にも言わせていただいていると思いますし、なかな

か撤去をするということができないということなのですが、これがだいたい何年

ぐらいになったらそういうものも撤去できるのか。地主さんでなかったら撤去で

きないということもあると思いますが、そういうなのがどれぐらい経ったらもう

免除になって、撤去してもらえるのかというのもお伺いさせていただきます。 

   また、先ほど言っていますインター周辺の岩谷不動産のところ、薬師のところ

に１台車があります。これは、もうタイヤがない状態でありまして、これを警察

で聞きますと、タイヤの４本ない車は車と見なさない、ものと見なすということ

も聞いております。その時には、すぐに撤去しなさい、してもかまわないという

ようになっておりますので、それが撤去できるのかどうか、お伺いもさせていた

だきたい。 

   また、リサイクル法が制定されてから、特に町内の方だけではなしに町外の方
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も、大手スーパーでものを購入されているということもあります。購入されて、

今まで使っていたものを、常識のある方はそのままリサイクルに出されていると

いうのが現実ですが、それを不法投棄をされているというのが町内にもたくさん

出ている。それが今までどれぐらいあったのか。それに伴いまして、それにかか

る町として費用はどれぐらいかけたのか、お伺いしたいと思います。 

〇議長（中島正己） 福山生活安全課長。 

○生活安全課長（福山忠雄） 岡山議員さんの再質問にお答えさせていただきたいと

思います。 

   まず、不法投棄の車両は、なぜそんなに長期にわたってしか処理ができないの

かと、何年かかればできるのかということでございます。具体的には、２年ある

いは３年すれば撤去ができるということの取り決めと言いますか、そういう規定

はございません。 

   具体的には、一番早く処理できるのは、例えば道路あるいは河川に放置されて

おりますと、これは道路法あるいは河川法がございます。それぞれの管理者の方

が個別法に基づいて撤去していただくというのが、これが一番早くできます。そ

れから、町有地等公有地での不法投棄の車輌につきましては、これは町の方が撤

去するわけでございますけれども、これは個別法がございませんので、昨年も弁

護士さんの方に寄せていただきまして、その手続きなり手法についてお教えもい

ただいたわけでございますけれども、訴訟を起こして、裁判を開いて、それから

判決、それから罰金、その次に、町のものにしなければなりませんので、これは

町が競売にかけて、町自身が落札して、町の所有物にして、初めて町の方が処分

できるということで、大変手間隙がかかりまして、経費もかかりまして、町とし

ては本当に得るところの少ない不法投棄車輌でございます。 

   しかしながら、このような方法に至らずとも、例えば、先ほど少し岡山議員さ

んが申されましたように、車として、車輌としての形態をしていない状況、鉄く

ずという状況に認識されれば、鉄くずというような形での、不法投棄の鉄くずと

いうことで対応をさせていただくということもできます。 

   しかしながら、先ほど２点目でお尋ねの薬師地先の岩谷不動産の前の車輌につ

きましては、まだ不法投棄されて３ヵ月ほどしか経っていないと思います。その

間にタイヤが撤去と言いますか、盗まれています。今のところでは、管理者が県

でございますので、県が車両に警告の紙を貼られておりまして、期限が来れば次

の処理の対応にいきますというような形で警告がされております。あそこは道路
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用地ということで、道路管理者の県がおられますので、道路法に基づいて今後処

理されるというように聞いております。 

   それから、不法投棄車輌は、どちらかと申しますと見えやすいところに放棄さ

れております。先ほど、議員仰せのリサイクル法に基づきます家電のごみにつき

ましては、町内の河川あるいは道路・堤防等、見えにくいところにたくさん放棄

されております。これにつきましては、先月５月に実施させていただきましたご

みゼロ大作戦、また７月と１２月に実施させていただきます町内一斉清掃、それ

から、私どもが日々パトロールしております防犯環境パトロールでの発見という

ことで、その時点で町有地の須恵地先の方にそれぞれ搬入していただいておりま

す。 

   平成１８年度におきます、実績という表現がいいのかどうかわかりませんけれ

ども、処理した件数につきましては、エアコンが３件、冷蔵庫が４件、洗濯機が

４件、テレビが３５件でございました。それぞれリサイクル料等が約１５万円か

かっております。それから、これを搬送する搬送料も要りますので、合計で２５

万円ほどの事業費を１８年度で支出させていただいております。 

   このような形で、不法投棄のごみがあとを断たないわけでございますけれども、

一日でも竜王町が早く不法投棄のないまちにさせていただくようにがんばって

まいりたいと思いますので、どうかよろしくご指導、ご協力のほどお願い申し上

げまして、岡山議員さんの再質問のお答えとさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 岡山富男議員。 

○１０番（岡山富男） ありがとうございます。特に少し町長にも考えていただきた

いなと思っておりますのが、竜王町はさまざまな面においても通過のまちという

ように言われておりますが、その中でも不法投棄のされやすいまちだと思ってお

ります。 

   この不法投棄を対処するのにしては、１つの案としましても、不法投棄の条例

等を考えてはどうかなと思っておりますが、そういう手立てはできないのでしょ

うか。お伺いしたいと思います。 

〇議長（中島正己） 福山生活安全課長。 

○生活安全課長（福山忠雄） 岡山議員さんの再々質問にお答えさせていただきます。 

   ご承知のとおり、竜王町では環境美化条例というものを制定させていただきま

して、今日まで地域住民の皆さま方はじめ、いろいろな関係者のご努力によりま

して、町域の美化に努めてまいってきたわけでございます。しかしながら、先ほ
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ど来からお答えさせていただきましたように、不法投棄のごみ、あるいは散在性

のごみがあとを断たないというのが現状でございます。 

 今後、不法投棄車輌の速やかな撤去に対する１つの方策として、不法投棄防止

条例を制定されておられます自治体も、県内にもございます。大津市の方にも勉

強をさせていただきました。聞くところによりますと、近々、近江八幡市も今現

在検討されているということもお聞きしておりますので、勉強させていただく中

で、今後、条例制定に向けて関係機関と調整させていただきたいと思いますので、

どうかよろしくお願いいたします。以上をもちまして、再々質問のお答えとさせ

ていただきます。 

〇議長（中島正己） 次に、５番、近藤重男議員。 

○５番（近藤重男） 平成１９年第２回定例会一般質問。５番、近藤重男。地域産業

活性化について質問させていただきます。 

企業立地促進法が平成１９年６月に施行されたようでありますが、地域産業活

性化事業において、竜王町都市計画マスタープランや、町の重要課題であります

インターチェンジ周辺の開発、企業誘致まちづくりの計画に活用することができ

るのか。滋賀県経済振興特区事業においては、町としてご努力をいただいたので

ございますが、採択には至らなかった、残念なことであるわけでございますけれ

ども、滋賀県経済振興特区構想で示したＲＩＳＥ（ライズ）、若者交流型活力創

造特区のあんしん事業・にぎわい事業・ものづくり事業から、地域産業活性化事

業への取り組みはどのように考えておられるのか、このことについてお伺いいた

します。よろしくお願いします。 

〇議長（中島正己） 小西総務政策主監。 

○総務政策主監（小西久次） 近藤議員さんの地域産業活性化についてのご質問にお

答えさせていただきます。 

国においては、この６月１１日に企業立地促進法を施行されたところでござい

ます。この法律は、地域の強みを生かし、企業立地の促進に主体的かつ計画的に

取り組む地域を、１つには「企業のヒト・ワザの強化とコスト低減」、２つ目に

は「迅速できめ細かい企業立地」、３つ目として「頑張る地方自治体への支援」

と言う３つの切り口から、国が総合的に支援していこうとするものです。 

具体的には、立地企業にとりましては、建物および機械の特別償却などの課税

の特例や人材育成のための研修費用等の助成などがございます。町といたしまし

ては、企業誘致の促進や竜王インターチェンジ周辺の活性化が図れるよう、現在、
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この法律を積極的に活用すべく、県と共同で法に基づく基本計画づくりを進めて

おります。 

また、滋賀県経済特別区域計画についてでありますが、議員ご高承のとおり、

本町は個性あふれるたくましいまちづくりを進めるため、その手段の１つとして、

いわゆる県版特区制度の認定をめざし、昨年２月と１１月に申請をしたところで

ありますが、残念ながら認定には至りませんでした。しかしながら、これまでラ

イズ構想として計画しておりました「あんしん、にぎわい、ものづくり」のそれ

ぞれの事業については、インター周辺の未利用地の活用を念頭に置き、民間事業

者の活力も生かしながら、企業立地促進法を積極的に活用し、自動車産業の集積

化が図れるよう推進してまいりたいと考えております。 

今後とも、個性あふれるたくましいまちづくりを実現するため、県の商工観光

労働部や関係機関等の指導もいただきながら、目的達成のために努力していく所

存でございます。以上、近藤議員さんへの回答とさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 近藤重男議員。 

○５番（近藤重男） ただいまご報告いただいたわけでございますけれども、３月の

議会の中で、３月２２日に地域創生まちづくり特別委員会の報告では、地域産業

活性化法ができるということ、また、公営的な考え方で協議をやっていかなけれ

ばならない。これは企業や行政、また滋賀県としても進めていかれると、このよ

うなことで、滋賀県の県の共有地も含めて進められるということに対して期待を

しているのだと、このようなお話も聞いたところでございます。 

   また、今、１１日から施行されたということ、これは京都新聞の１０日に「明

日、施行自治体が誘致事業の選択」ということで、施行ということで載っていた

わけでございますけれども、これにつきまして読んでみますと、県によっては富

山県なり鳥取県におきましては、もう早くからこの事業に取り組みをされている

ようなことが書かれているわけでございます。滋賀県としてはこの事業に取り組

んでいかれるということでございますけれども、先取りしてやられている県と、

これからやられる県と、いろいろ方策はあったのだと思いますけれども、それは

滋賀県のことはわからないかもわかりませんけれども、そのあたりはどうである

のか。 

   また、業種的に６６業種というようなことも書かれております。また、考え方

によっては、ある自治体では農業地域の自治体と農業と連動した食品メーカーと

のそういうようなこともできると、誘致できるというようなこと等も書かれてい
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たわけでございますので、その点につきまして再度質問させていただきます。 

〇議長（中島正己） 小西総務政策主監。 

○総務政策主監（小西久次） 近藤議員さんの再質問にお答えさせていただきたいと

思います。 

 議員もご高承のとおり、先の３月議会の委員会におきまして、いろいろお話も

させていただきました。その中で、具体的に新制度、今お話ししました企業立地

促進法ということで、実は４月に制度化ということで通常国会で成立したという

こともお聞きしたわけでございますけれども、なかなか、県の方にお聞きします

と、それが期限が延びておったというところから、この６月１１日の施行になっ

たということも認識しております。 

   基本的に、県と町が地元の消防団体とか、それから企業、地域の産業活性化協

議会を設け、そして誘致の目的とが受け入れ体制の整理についてまとめた基本計

画を策定するというふうな法律でございますので、滋賀県におきましてもいち早

く取り入れたいということで県と協議をしておりましたので、法律が施行し次第、

県として今現在協議をさせていただいておるというような状況でございます。 

   他の県におきましてはもっと早かったではないかというお話でございましたけ

れども、若干、私どものその辺の認識は、滋賀県で初めてということでございま

したので、その辺をお聞きしておったわけでございますけれども、過日の新聞等

を見てみますと、やはり先取りもされているところもあるやに聞いております。 

   しかしながら、今も申しましたように、先ほどからご回答を申し上げましたよ

うに、やはり企業誘致の推進・促進を図るために、いち早く県と協議をしながら

進めてまいりたいという考えをしておりますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

   それから、先ほど申されました製造業の６６業種でございますけれども、特に

この部分につきましてお聞きしますと、基本的に支援策のうち設備投資等いろい

ろ部分の対象等につきましては、やはり鉄鋼とか自動車等の６６業種に限られる

とお聞きしておりますので、この辺も参考にしながら県と協議をさせていただい

て進めてまいりたいという考え方をしております。以上、お答えとさせていただ

きます。 

〇議長（中島正己） 近藤重男議員。 

○５番（近藤重男） それでは、次にもう１つお伺いしたいわけでございますけれど

も、この地域再生、活力を与えるたくましい産業づくりという中におきまして、
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予算が５,０００万円出ているわけでございます。   

   また、これにつきまして、これから事業をやっていくという中での予算である

わけでございますけれども、１８年度に竜王町の地域資金活用構想なり、いろい

ろな地域の計画なり、方針の検討業務ということで費用を使われたわけでござい

ますけれども、その費用については要った費用ということで何も問題はないわけ

でございますけれども、今日までの調査された費用は、今回のこの事業に乗せる

ために再度生かせるものがあるのかないか、ひとつお願いしたいです。 

〇議長（中島正己） 小西総務政策主監。 

○総務政策主監（小西久次） 近藤議員さんの再度のご質問にお答えしたいと思いま

す。 

   前回、県版経済特区にいろいろ調査をさせていただきました。それにつきまし

ては、この地域産業の活性化につきます企業促進法の申請をつくるために、それ

につきましては、今まで調査をしました部分について同じ場所でございますので、

それを元にしまして引用させていただきたいと。その資料を参考にしながらさせ

ていただきたいと。 

   それから、５,０００万円の企業立地の関係でということでございますけれども、

これにつきましては、予算的には私どもの方にその企業のを使うという予算でご

ざいません。その辺ご理解をいただきたいと思います。以上、お答えとさせてい

ただきます。 

〇議長（中島正己） 近藤重男議員。 

○５番（近藤重男） これで質問を終わらせていただくわけでございますけれども、

今日まで使われた費用については、それを基礎にまた活用できるとお聞きしたわ

けでございまして、また新しい今年の５,０００万円につきましてはそれとは別

だということも聞いたわけでございます。 

この前につきましては採択に至らなかったわけでございますけれども、今回は

何としてもこれに乗り遅れないようにひとつご努力いただきたいと思うわけで

ございますので、お願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。あ

りがとうございました。 

〇議長（中島正己） 次、１２番、山田義明議員。 

○１２番（山田義明） １２番、山田義明。鳥獣害の防止対策についてお伺いいたし

ます。 

   近年、竜王町においてカラスやイノシシ等の鳥獣による被害が年々増加して、
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この対策に費やす手間や費用は増大の一途を辿るばかりです。また、農作物や畜

産への被害も多大で、このことによる耕作放棄田も出てまいりました。 

   また、これらの影響により若者の集落離れによる過疎化や、各グループなどの

後継者不足へと追い込まれている集落も、近隣のまちには顕在化しているとお聞

きしております。 

竜王町は、鳥獣害に対し今日までどのように防止対策を実施されていて、これ

からどのように取り組まれるのか、お伺いいたします。 

〇議長（中島正己） ７番、若井敏子議員。 

○７番（若井敏子） 獣害問題と里山保全について質問します。 

小口のちょうど運動公園の北西にあたります、名神高速道路の奧になりますけ

れども、この辺りにはイノシシが毎年、稲を荒らしております。岡屋の方でも既

に耕作放棄をされている田もあります。そうでなくても国の制度で荒らされてい

る農家の皆さんが、イノシシにまで荒らされたら、たまったものではありません。

やる気のある農家のそのやる気を削ぐような事態だけは、何としても避けたいも

のです。 

獣害は竜王の問題だけではなくて、今、全国に広がっているようです。ところ

が、抜本的な対応策はなく、イタチごっこという実態もあります。そこでお伺い

します。 

１．竜王町の獣害による被害の状況。何による被害があって、その地域はどこ

で、被害対象・被害額と、関係者の皆さんの声をお伺いします。２つ目に、法律

的には有害鳥獣に対してどのような対応を定めているかについて伺います。３点

目は、滋賀県は特定獣害に対して保護管理計画を立てていると伺っていますが、

その内容について伺います。４点目は、竜王町は今日までどのような取り組みを

されてきて、事業実施時期ですとか事業内容ですとか、実施地区・事業額につい

てお伺いし、同時に、どのような成果があったかをお伺いします。 

既にお知らせをしていますが、町内にはこの問題に非常に関心をお持ちの方も

多くおられて、関係者の皆さんとご一緒に考える場を、私ども竜王の共産党が企

画・サポートする形で、｢獣害と里山｣というテーマでの獣害問題の学習会を計画

していまして、ただいま呼び掛け人をお願いしながら参加要請をしているところ

です。お話をしていただくのは県立大学の野間直彦先生で、近江八幡市白王町で

獣害対策と畜産振興、その上、観光や都市と農村の交流にも役立てようという取

り組みをされている方です。是非、町職員や議員の皆さんにもご参加いただいて、
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一緒に学びたいと思っているところですけれども、このことについての担当課の

ご所見をお伺いしたいと思います。以上、よろしくお願いします。 

〇議長（中島正己） 川部産業振興課長。 

○産業振興課長（川部治夫） ただいま、山田議員・若井議員からご質問いただきま

した獣害対策にかかるご質問につきまして、関連がございますので、一括いたし

まして関連質問ごとにまとめてお答えをさせていただきますので、よろしくお願

い申し上げます。 

ご高承いただいておりますように、鳥獣被害につきましては全国的にも深刻な

問題であり、ご質問をいただいております両議員さんからのご指摘のとおり、本

町でも年々被害が拡大しつつあります。 

少し古いデータでありますが、農林水産省が平成１７年４月に発表された「野

生鳥獣による被害および対策」によりますと、農作物被害で平成１５年度の被害

では、面積で約１３万 ha、金額で約２００億円、農業総算出額８.９兆円の約０.

２％で、特に中山間地域に深刻な問題になっております。また、鳥獣別・種類別

被害の内訳として、鳥類が全体の４割、獣類が６割であります。鳥類では、カラ

スが４７％、スズメ１２％、ヒヨドリ１１％となっており、獣類では、イノシシ

が４２％、シカが３３％、サルが１３％であり、特にサルによる被害が増加傾向

にあると報告されております。 

竜王町では、約１０年前に町内山中地区でイノシシ被害が多く発生したことか

ら、町内猟友会に駆除委託ならびに被害地区での防止対策に取り組みをいただい

ております。今日現在では町内西地区全域、東地区にあっては山之上・岩井・川

守での被害の報告を受けており、先月には林地区の日野川堤防まで出没をいたし

ており、町内周辺地域一円にわたって出没情報があり、また、カラスの被害なら

びにシカについても出没をいたしておる状況であります。 

最初に、山田議員さんご質問の第１点目の「竜王町として鳥獣害に対し今日ま

でどの様に防止対策を実施してきたか」であります。町内では、特にイノシシ・

カラスによる各集落・事業所等などからの被害報告に基づく駆除を、竜王町猟友

会へ有害鳥獣駆除事業として委託をしてきております。この駆除委託事業の実績

は、平成１６年度ではイノシシの駆除として、実施地区は５地区であり、出動期

間は大半が水稲農作物の生育期の７月下旬から収穫期の９月下旬であり、１年間

の捕獲数は２７頭であります。また、カラスの駆除では１地区で、６月初旬から

７月初めの期間で、５０羽の捕獲がありました。 
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平成１７年度では、イノシシの駆除として４地区で実施、実施期間は水稲の生

育期から収穫時期であり、捕獲数は１頭でありました。また、カラスにあっては、

１地区で８月下旬から１１月中旬までで、捕獲数は４０羽であります。 

平成１８年度では、イノシシの駆除として５地区で実施、実施期間は７月から

３月までで、捕獲数は１２頭でありました。また、カラスにあっては１地区で８

月中旬から１１月中旬までで、捕獲数は１１羽であります。 

なお、これら町猟友会への委託料につきましては、平成１６年度５０万円、平

成１７年度ならびに１８年度はそれぞれ４０万円であります。 

さらに町といたしましては、滋賀県の補助事業を受けまして、各地区で次の事

業を実施してきました。平成１６年度では、町内３地区におきまして、イノシシ

用の電気柵を延長６００ｍ・事業費１３万５,０００円、またフェンスを延長２,

３２０ｍ・事業費１５７万円であります。 

平成１７年度では１地区、イノシシ用電気柵を延長７００ｍ、事業費１６万７,

０００円であります。また、年々出没件数が増えていることから、イノシシ捕獲

おりを２基、事業費１８万７,０００円で購入を行い、設置・管理については竜王

町猟友会に委託をいたしております。 

平成１８年度では、１地区、イノシシ用電気柵、延長１，６００ｍ、事業費１

６万４,０００円であります。また、イノシシ捕獲おりを１基、事業費９万３,０

００円で購入を行ってきたところでございます。 

成果としては、各地区での粘り強いお取り組みをいただいておりますが、年々

限られた中での対策であり十分な対応ができないのが現状であります。 

第２点目のご質問であります「これからどの様な取り組みをするのか」につい

てであります。今年度も引き続き県の補助事業を受け、イノシシの電気柵・フェ

ンスの設置、ならびに捕獲おりの購入設置を行い、竜王町猟友会へ駆除を委託い

たしてまいります。 

さらに今年度、山之上地区が昨年度からイノシシ獣害対策、里山保全の取り組

みをされおてり、その中心メンバーであります山田議員さんもご尽力をいただき、

特に県東近江地域振興局農産普及課の指導・助言を受けまして、平成１９年度農

林水産省の鳥獣害防止対策事業に応募をさせていただきましたところ、過日全国

で５４地区の１つとして竜王町が事業採択をされたところであります。 

今回採択を受けました事業は、捕獲体制整備事業として、特に本町ではイノシ

シの捕獲にかかる担い手の育成・確保および捕獲に必要な機材の整備を行う事業
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でありまして、応募しました事業費は１００万円で全額国補助となっております。

事業計画として、担い手育成としての狩猟免許（わな免許）を取得していただく

予備講習会・実地研修会の開催ならびに、捕獲器具整備として捕獲おり・捕獲罠

等を整備するものでございます。 

特にこの事業は、町内で獣害被害を受けておられる地区関係者の方々に狩猟免

許を取得いただき、捕獲対策を地域で取り組んでいただくことを目的にいたして

おり、今後この事業につきましては、県農産普及課の指導・助言を受け、さらに

は町猟友会はじめ関係機関・関係自治区の協力をいただき進めてまいりたいと考

えております。 

続きまして、若井議員さんご質問の第１点目、竜王町の獣害による被害であり

ますが、この状況は東近江農業共済が各農家から出された過去３ヵ年の被害状況

としてまとめられたものでありますが、平成１６年度ではイノシシにより水稲作

物で町内５集落・被害面積０.５４ha・被害量２.６７ｔ・被害金額として５９万

８,０００であり、またスズメにより麦作物で１集落・０．２６ha・０.７６ｔ、

１０万７,０００円の被害がありました。 

平成１７年度では、イノシシによる水稲作物で５集落・０.５３ha・２.６２ｔ、

５８万６,０００円、ならびにスズメによる水稲作物で３集落・０．０４ha・０．

２２ｔ・４万９,０００円の被害であります。 

平成１８年度では、カラスによる果樹作物で１集落・０．２７ha・５．６６ｔ、

３３９万６,０００円、ならびにイノシシによる水稲作物で５集落・０．８２ha・

４.０４ｔ、８８万７,０００円の被害であります。 

第２点目の「法律的には有害鳥獣に対してどのような対応が定められている

か」でありますが。法律名は「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」とし

て、平成１４年に全面改正されております。この法律は、国内における鳥獣の保

護と個体数の適正化を図ることを目的として、鳥獣保護事業の実施ならびに狩猟

の適正化の２つの内容が定められています。 

そのうち、鳥獣保護事業の実施では、鳥獣の捕獲等また鳥類の卵の採取等の規

制、鳥獣の飼養・販売等の規制、鳥獣保護区・休猟区について定められています。

また、狩猟の適正化では、危険の予防・狩猟免許・狩猟者登録・猟区等が定めら

れています。 

第３点目の「滋賀県特定鳥獣保護管理計画の内容」でありますが、先に申し上

げました鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に、自然環境の中にあって自
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然の変化に富んだ地形・気象条件等、ともに豊かな野生生物によって形成されて

きていることから、野生生物の価値は生物多様性国家戦略・環境基本法にも認め

られて、その保全を地方自治体と国民の協力のもと、国家的課題として特定鳥獣

保護に取り組む必要がうたわれておるところでございます。 

そうしたことから、滋賀県ではこの法律に基づき、県内に生息するニホンザル

を保護管理すべき鳥獣として位置づけ、人間とニホンザルの共存のための総合対

策の指針として、特定鳥獣保護管理計画が策定されております。施策の内容は、

被害対策・捕獲・生息環境の保全整備・森林の保全整備などの方針が定められて

おります。 

第４点目の「竜王町は今日までどのような取り組みをしてきたか」については、

先ほどの山田議員さんへの回答に代えさせていただきます。 

第５点目の「獣害問題と里山」を考えるつどいを計画されておりますことにつ

きましては、今日、各集落でイノシシの被害で困っておられる地区の皆さんへの、

農地と里山の境界管理が重要であることを学ぶ、意義あるものと考えます。私自

身も参考にさせていただきたいと思います。 

最後に、鳥獣害対策につきましては、先に申し上げました法律に基づき、保護

と狩猟の両面からの対策がなされており、町内各集落におきましてもいろいろと

知恵を出して被害対策を講じていただいておりますが、町内全域での範囲を一挙

に対策をすることは、相当な費用も要することから、引き続き国・県等の関係機

関への要請ならびに指導を受け、取り組みの強化を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

以上、山田議員さん、若井議員さんへの回答とさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 山田義明議員。 

○１２番（山田義明） いろいろとお答えいただきまして、ありがとうござます。 

実は、私の質問の中にも、カラスの被害ということで、イノシシの件も含んで

おるのですが、まずカラスの被害におきましては、先ほどもかなりの金額が出て

いるということで、実は畜産分野においては非常に肥育牛の背中にとまって、そ

この肉を食べるとか、あるいは飼料を食べるとか、こういった被害も出ておりま

すし、ひどいものになりますと、肥育牛の尾っぽが落ちるとか、そういったとこ

ろまでいっているというような話も聞いています。 

   また、農作物では、水稲や野菜の苗物へのいたずらと言うか、引き抜きとかい

うことで遊ぶということもございますし、果物や野菜類につきましては、ちょう



- 108 - 
 

ど果実が実るころ果肉を食べるというようないたずらをしております。 

   また、考えられるところとしては自動車関係でございますが、ワイパーのゴム

などもカラスがつまんでいたずらをするということです。当町におきましては、

自動車産業さんがございます。こういった方への被害も非常に心配されていると

ころでございます。 

   また、個人的には、精神的に山の田んぼの方でトラクターで耕していますと、

周りに 100 羽ほどのカラスが虫を拾いに来るとか、そういうことで結構気持ちの

悪いものでございます。 

   そこで、私は、ほかの自治体で実施されている捕獲トラックというものを産業

振興課の方にご提案いたしました。捕獲およびこの処分に関して、法的な規制が

あるわけでございますが、その自治体の代表格であります東京都を紹介させてい

ただいたわけでございますが、そこについては、どのように法の規制をクリアし

ながら、捕獲トラックでカラスを捕獲しているのか。そういったことの維持管理

をされているかということをお尋ねしたいと思います。 

   もう１点は、今後これから被害が非常にとらまえにくい面もあるわけでござい

ますが、被害の心配だけではなく、これからの心配を払拭するためにも、今まで

ですと、一応鉄砲で撃って駆除されていたわけでございますが、これからについ

ては、ある程度、山之上の方にいたしましては、カラスが１００羽～２００羽の

数がいるように十分見受けられます。そういった点で、竜王町においては、捕獲

目標を何とかとってもらえないかなというようなことをお尋ねしたいと思いま

す。 

   それから、イノシシによる被害でございますが、竜王町では、これからイノシ

シやシカ、サル等の獣害の増加が予想されるわけでございますが、イノシシの捕

獲に関して、捕獲奨励金として補助されている自治体もございます。こういった

捕獲奨励金に関して、法的な制限があるようではございますが、竜王町独自でも、

ぜひこういったことをやっていただきたいなと思うわけでございます。ひとつこ

ういったことが検討されるのか。ぜひとも獣害のないまちづくりをやってもらう

という意味で、ひとつ検討を願いたいと思いますが、その辺のことにつきまして、

お伺いさせていただきたいと思います。以上よろしくお願いします。 

〇議長（中島正己） 川部産業振興課長。 

○産業振興課長（川部治夫） 山田議員さんの再質問にお答え申し上げたいと思いま

す。 
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   まず、カラスの被害のことで質問をいただきました。カラスに関しましては、

今も山田議員さんの仰せのとおり、町内でも特に山之上を中心にカラスが、全町

多いのですけれども、特に山之上は畜産をたくさんされているということで、そ

ういう畜産関係に被害を与えるということで、私も過去２年ほど町の猟友会の皆

さんとともに銃器による駆除に一緒に行かせていただいた経過がございますけ

れども、本当に群れで来ているということで、それらの対策については、ただ一

方的に撃ってもまた、あちらに行ったり、こちらに行くということ、カラスとい

うのは大変賢いものでございますし、そうしたことで、特にカラスに関して、今

ございましたように、私どもの方も勉強をさせていただく中で、特にカラスに関

しましては、繁殖期の巣づくり、特に３月・４月が巣づくりで、産卵、卵を温め

るのがだいたい４月・５月、それからヒナを育てるのがだいたい５月・６月とい

うことで、それから６月・７月に幼鳥が巣立ちするということで、それ以降、だ

いたい６月以降に集団行動で被害が発生するということが、いろいろな調査の中

でわかっております。 

   それから、カラスは世界的に約９,０００種類の鳥類の中でも最も脳が発達して

いるということで、カラスを追い払うための手段を講じても、すぐ見破るという

ことから、防鳥対策の決定打ではないということが言われています。特にカラス

については、記憶力と学習力が優れているということで、一旦したことは必ず覚

えているとかいう形で、特に餌を隠すとか、皆さんも経験があるかと思います。 

そうしたことで、今、山田議員がおっしゃられましたカラスを捕獲するものと

して、現在、東京都の方でカラス対策のプロジェクトということで、１３年度か

らこの対策に取り組まれております。これは、いわゆる飼育小屋の大きなワラの

中に、天井の入り口の開口部にカラスを入れて、針金をぶら下げておって、そこ

からカラスが出ないような形で、入ったものを炭酸ガスで安楽死をさせるという

捕獲の方向であるということを聞かせていただいております。 

これについては、今、東京都の方では、一応平成１３年度、これを捕獲トラッ

クというのですけれども、都内で１１０基、都外いわゆる都の外で１０基、１２

０基ほど設置をされている。大きさ的には、だいたい３ｍか４ｍ四方の鳥小屋の

大きなものですけれども、それで東京都の実績では、平成１３年度で４ヵ月間で

４,２００羽、平成１４年度が７ヵ月間で１万２,０００羽、１５年度はだいたい

１万３,０００羽ぐらいという実績を生かしておるところでございます。これら

について、今参考に行いましたもの、町としても一度検討させていただこうかな
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と思っております。これは捕獲についての回答とさせていただきます。 

それから、捕獲目標でございますけれども、なかなか今の現状の中で、目標設

定というのは難しゅうございます。正直な話、目標設定はできませんけれども、

できるだけ捕獲に努めてまいりたいと思っています。 

それから、イノシシ等の捕獲に伴う奨励金でございますけれども、これにつき

ましては、県の方での補助事業もあるわけでございますけれども、一定の所要条

件がございまして、銃器による捕獲によるということと、それから頭数が７頭以

上でないと、逆にそこから７頭以上ある分から７頭を差し引いた分に１頭当たり

２万円、ただしそれについては１万円の町の補助が要るという、町の補助を持ち

出ししなければならないということがございます。そういうことについても、今

後検討をしてまいりたいということで、答弁とさせていただきます。 

以上、山田議員さんの再問に対しての答弁とさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 山田義明議員。 

○１２番（山田義明） 一応答弁していただいたようなことでございますが、捕獲奨

励金につきましては条件もあるということで、竜王町独自でそれなりの奨励金を

出していただかないと、なかなか捕獲する人が、次、小さな子どもの命などは、

せっかく捕獲しても逃がしていくとか、そういった事例も全国では聞いています。

そういったことで、何とか全体的なイノシシの数を減らすという方向で、ひとつ

前向きに検討していただきたいなと思います。以上で私の質問を終わります。 

〇議長（中島正己） 次に、若井敏子議員。 

○７番（若井敏子） 私の方も、ほぼ質問していることについては、お答えをいただ

いております。 

そこで、改めてお伺いしたいのは、竜王町としてどんな対策をとってきたのか

ということの中ですけれども、集落に対して補助金を出す、集落の方でそれなり

の取り組みをしてくださいという形で補助金を出しているというような話も聞

いているのですけれども、それをもらった集落に対してどんな指導がされている

かということなのですけれども、今まで３地区でフェンスですとか電気柵ですと

かいうものをしてきたというのを、１６年・１７年・１８年についてお話をいた

だいています。これが恐らく、ひょっとしたら地域に対する補助金の結果なのか

なと思うのですが、ある集落では、使い勝手が悪いと言うと語弊があるかも知れ

ないのですけれども、もらってはいるけれども鳥獣害と指定されると、鳥で使う

か、獣で使うかというところで、非常に内部で難しい問題が起こっていると。カ
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ラスだけに使えない、イノシシだけに使えない、それぞれ使うとなると非常に金

額的には、私が聞いたのはまだ１０万円未満だったかな、ひょっとしたら６～７

万円だったかなと思っているのですが、それだけのお金をどうして分けるのかと

いうので非常に困っていて、実のところを言うと、何年か貯まったままになって

いるのだという話もありまして、町として補助金を出される場合には、ぜひ実際

どういう実績があるのかという確認も含めて、使い方指導と言うか、そこまで踏

み込んで集落に対する補助金を使っていく形をぜひとっていただきたいなとい

うのが、まず１点目であります。 

   それから、特にイノシシについて言いますと、猟友会にお願いしてというのが

ありましたけれども、竜王町では猟友会が何人ぐらいおいでになって、捕獲され

る頭数はそんなに多くないのかなと思うのですけれども、イノシシの場合は、「特

にその年に生まれたイノシシをやはり狙い撃ちをしない」みたいな話がありまし

て、若いのが捕まえられないのかなというのもあるのですけれども、そういうイ

ノシシに対して先に出ていますような奨励金を出すというのは、やはり効果があ

るのかなと思っているところですが、そういうことを特に考えておられないのか

どうかということもお伺いしておきたいと思うのです。 

   檻による捕獲ですが、これは実際成果がどの程度あがっているのかということ

もお伺いしておきたいと思うのです。いろいろなところで話を聞いていますと、

檻というのは、仕掛けて放っておくことになるわけですけれども、実際にかかっ

ているかどうかを確認していかないと、特に夏場などですと、何日間か置いてお

くと処理できないような状態になっているということもあって、檻による捕獲も

難しいものがあるのだという話も聞いているところですけれども、そういう猟友

会の皆さんですとか、そういう取り組みをしていっらっしゃる皆さんの中からの

問題点の指摘などがもしありましたら、お聞かせいただきたいと思います。以上

です。 

〇議長（中島正己） 川部産業振興課長。 

○産業振興課長（川部治夫） 若井議員さんの再質問に対しまして、お答えを申し上

げたいと思います。 

   今、各集落の方で、この補助事業という形で取り組みをいただいていることに

関しましてでございますけれども、一応私ども県の振興補助金でこの事業を取り

組んでいただくという形にさせていただいております。そうしたことで、あくま

でこれは確実に実績、ほとんどイノシシですけれども、イノシシの対策にかかる
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形の補助を受けていただいているところでございます。 

   ただ、議員仰せのとおり、集落の使い勝手が悪いというようなお話があって、

今まで貯まっていると、これは恐らく以前、それぞれの関係集落の方に一定の協

議会みたいな形で支払いをさせていただいておったわけですけれども、これは今

もおっしゃるように、ただ補助を流すだけで、実績を含めて有効に使われていな

かったということで、せっかくこれは県の振興補助がありますので、わざわざ町

の方が出さなくても、その事業に乗っていただけることをということで、実はこ

の事業を今年度はもう止めております。そうしたことから、今おっしゃるような

形で、それぞれ使い勝手が悪いということはございませんので、捕獲の状況によ

って県の助成補助事業に乗っていただけるということでございますので、ひとつ

そういうふうにご理解をいただきたいと思います。 

   それから、猟友会のお話がござました。今、私ども竜王町に関しましては、本

当に猟友会の皆さんに大変お世話になっております。今現在、竜王町猟友会は４

名の方でされております。そうしたことで、特に猟友会の皆さん方から、捕獲は

基本的にはイノシシは檻による捕獲ということで、今、だいたい町が設置してお

るのと猟友会さんを含めて、概ね２０近くの檻を設置していただいて、それらを

順次点検に回っていただいているということで、確かに議員仰せのとおり、やは

りこれから夏場になりますと、引っかかっているのを放っておくとウジがわいた

りとかありますので、できるだけ早い段階で回っていただいて、本当にご苦労い

ただいてということでございます。 

そうしたことで、今、猟友会の皆さんの方では、先ほど申し上げました、やは

りこの１００万円事業の中で、できるだけ地域地域で猟友の資格をとっていただ

いて、地域地域でこういう捕獲の対処をしていただければ本当にありがたいなと

いうことで、一定猟友会さんでは限界がありますので、人数の体制で、そういう

ことはおっしゃっていただいていることも申し上げさせていただいて、若井議員

さんの再問に対する回答とさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 次に、１番、寺島健一議員。 

○１番（寺島健一） 平成１９年第１回定例会一般質問。１番、寺島健一。障がい児

学童支援について質問させていただきます。   

現在、竜王町には、障がい児学童として、昨年４月にどんぐりクラブが鵜川ふ

れあいプラザを拠点として立ち上げられました。この間、まちの支援をいただい

てはおりますが、障がい児学童となりますと、知的・身体・発達障がいなど種々
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あり、複雑化しております。 

今後、発達障害については、町内を見ても、先ほど言われましたようにＬＤ、

またＡＤＨＤの増加の傾向にあります。これらについての協力者および指導者の

支援についてどのようにお考えか、お伺いいたします。よろしくお願いいたしま

す。 

〇議長（中島正己） 北川住民福祉主監。 

○住民福祉主監（北川治郎） 寺島議員さんから「障がい児学童支援について」お尋

ねをいただいておりますので、お答えいたします。 

   ご質問をいただいておりますように、障がい児学童「どんぐりクラブ」は、平

成１８年１月から試行的に活動を開始され、同年４月から鵜川ふれあいプラザに

おきまして、毎週水曜日と土曜日の２回実施をされております。 

活動の内容といたしまして、障がいを持つ子どもたちの自立と発達を促し、健

全な育成を目的とし、指導員の方を中心とした活動を通し、障がいを持つ子ども

たちが豊かな生活をおくれるよう、自由遊び・おやつ作り・買い物・工作・リズ

ム遊びや野外活動など、様々な内容で活動に取り組まれております。 

平成１８年度は１０名の障がい児が在籍し、年間の延べ参加児童数は３６８名

で、支援にあたっていただいております指導員やボランティアの方は、延べ３５

９名でありました。 

このように、多くの方々のご支援をいただく中で障がい児学童「どんぐりクラ

ブ」が運営されておりますが、障害の内容も多様化する中で、地域の学童とはま

た違った課題があり、特に指導についていただく専門職あるいは定着した指導員

の方の確保ということが大きな課題であると伺っております。 

議員のご質問で、協力員や指導員などの方の確保について、町の支援をどのよ

うに考えているのかというお尋ねをいただいております。専門的な資格を持つ方

を指導員として確保することは、障がいの内容が多様化する中大変困難な現状か

ら、町が設置しております教育支援室ややまびこ福祉会に委託しております竜王

町障害者地域生活支援センターなどの助言を受けつつ対応いただければと考え

ておりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げまして、ご質問の回答とさせ

ていただきます。 

〇議長（中島正己） 寺島健一議員。 

○１番（寺島健一） 先ほど、学務課の方より、両校の対応についての答弁をされて

きたところでございますが、１９年、今年３月に竜王町障がい者計画が策定され
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ました。その中に療育、また保育、また教育環境の整備が提唱され、養護学校の

寄宿舎がなくなることは保護者にとって大きな不安となっていると、そういうこ

とについては指摘されているところでございます。 

   そのようなことから、学校また家庭以外の第３の場所、いわゆる障がい児学童

の充実が必要かと思われるところでございます。今日現在の支援の状況はどうか

と、再度お尋ねいたします。 

〇議長（中島正己） 北川住民福祉主監。 

○住民福祉主監（北川治郎） 寺島議員さんから再度のご質問をいただきました。 

   先ほどもお答えもさせていただいているわけでございますが、運営にあたりま

しては、多くの指導者の方、またボランティアの方のご協力を得られまして運営

をされているというようなことでございます。 

   そういう中で、ボランティアとか、また指導員としてお願いしている方々につ

きましては、常にという形はなかなかいかないというふうに聞いております。先

ほどもお答えさせていただいていますように、やはりある程度定着した形でのご

支援をいただければと伺っております。 

   そういう中で、指導にあたっていただく方々の確保につきましては、町の方も

近くに大学等があるわけでございますが、そういったところとの連携、そしてま

た町の有線放送、また広報等を通じまして、指導員の確保につきまして呼びかけ

をさせていただきたいと思っておりますし、また、町のホームページ等にもこう

いったことを載せさせていただきまして、広く町内外から専門的な知識を持った

方々、また協力をいただけるボランティアの方々の募集に協力をさせていただき

たいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げまして、ご質問の回答とさ

せていただきます。 

〇議長（中島正己） 寺島健一議員。 

○１番（寺島健一） 今、回答されましたように、今現在では保護者がボランティア

的に活動され、また、保護者が福祉関係を専攻されておる大学生等々をお願いし、

運営されているという状況と聞かされております。 

   今後、町として考えられる支援策があればということでございますが、例えば、

町が指導者また協力者の公募などして協力者の指導を求めると、先ほども言われ

ましたので、この点につきましてはよろしく、また町として公募なりいろいろな

対策で、今申し上げましたような支援者、また協力者、また指導者の確保につい

てよろしくお願い申し上げたい。両校にあります学童、「まつぼっくり」また「西



- 115 - 
 

っこ」というような学童があるわけでございますが、これと同様、障がい学童に

対しても格別のご支援、またご協力をお願い申し上げまして、質問を終わります。 

〇議長（中島正己） 勝見幸弘議員。 

○３番（勝見幸弘） ９時になりまして、眠くなってまいりましたが、がんばります。 

平成１９年第２回定例会一般質問。３問目の質問をさせていただきます。保健

センターまでのアーケードを。 

役場の駐車場に車を止めても、今日のように雨が降っていると、傘を差しなが

ら鞄をもって庁舎まで歩くのが大変です。小降りであれば傘を差さずに走ってい

くこともあります。 

保健センターでは、「乳幼児健診」や「赤ちゃんサロン」、今年度からは「こど

もひろば」で、小さなこども連れのお母さんや、赤ちゃんを抱きかかえたお母さ

んがよく来られます。雨が降っていれば、駐車場から保健センターまでが大変な

のは容易に想像がつきます。赤ちゃんを抱き抱えていれば、傘を差すこともでき

ません。駐車場の一角から保健センターまで、アーケードの設置をご検討いただ

けないでしょうか。 

誰でも雨にぬれたくはありません。庁舎や保健センターに来られた人にやさし

く、子育て支援の目に見えた施策の一環として、ぜひとも設置をと考えますが、

ご所見をお伺いいたします。 

〇議長（中島正己） 竹山健康推進課長。 

○健康推進課長（竹山喜美枝） ただいま勝見議員さんから、「保健センターまでの

アーケードを」とのご質問をいただきましたので、お答えさせていただきます。 

竜王町保健センターは、議員もご高承のとおり、住民の健康づくりを推進する

ため、地域住民に密着した保健サービスを総合的に行う拠点とし、併せて福祉の

増進を図るために、昭和６０年に竜王町総合庁舎の次に建設をされ現在に至って

いるところでございます。 

さて、議員仰せのとおり、保健センターには、妊婦さんをはじめ乳幼児から高

齢者等、さらにはその保護者や支援・援助をされる方々など、また本年４月から

は週３回、月・水・木曜日に保健センター２階におきまして、こどもひろばを開

設させていただいている関係上、今日まで以上により多くの住民の方が訪れられ

ています。 

中でも乳幼児健診や予防接種等で来られる方は、お子さんを抱きかかえられ、

衣類や飲物等身の回りのものを持って、さらに雨が降っている場合には小走りか、
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傘をさして歩いてこられる光景を見かけております。 

保健センターといたしましても、利用者の方にご不便をおかけしないよう、保

健センター前駐車場の一部が今日まで社会福祉協議会の公用車の駐車場として

利用されていました関係で、その駐車場の変更にご協力をいただく中で、より多

くの方に保健センターの近くに駐車していただきやすいよう、利用者の利便を図

り、駐車場の確保に努めているところです。 

議員ご提案の「保健センターまでのアーケード設置」につきましては、集団検

診車等への支障や安全性の確保、さらには保健センターの施設だけではなく、福

祉ステーションをはじめとします総合庁舎周辺施設一帯を視野に入れた中で、子

育て支援や住民サービスの向上につながりますよう、今後、総合的に検討してい

きたいと考えておりますので、以上ご質問のご回答とさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 勝見幸弘議員。 

○３番（勝見幸弘） 「総合的に検討する」というご回答をいただきました。確かに

大きなトラックや献血、あるいは検診のバスのような大きな車が進入してくるこ

とに対しての工夫が必要であろうと思われます。 

   先般、初めて取り組みました議会報告会におきまして、地域へ出向きますと、

住民の方から「あなた方の質問は、いつするのだとはっきり聞いておかないとい

だめではないか」と、こういうふうなことを言われましたので、「総合的な検討」

をいつまでに結論を出すのか。できるのであれば補正予算を組むのか、来年度の

予算に計上するのか、そのあたりまでご回答をいただければと再質問させていた

だきます。 

   また、検討した上で金額がどれぐらいになるのかということも、当然問題にな

ることだろうと思いますが、いくらぐらいだったらできるのか、補正で対応でき

るのか、新年度の予算を新たにとらないとだめなのかといったところまで踏み込

んで質問をせよということでございますので、よろしくご回答のほどお願いいた

します。 

〇議長（中島正己） 竹山健康推進課長。 

○健康推進課長（竹山喜美枝） ご質問をいただきましたので、お答えをさせていた

だきます。 

   総合的に検討させていただくという前に、当保健センターといたしましても、

施設的に検討を重ねてまいりました。植木があります部分を一部改修できないか

とか、また、隣の老人憩の家の一部のスペースを利用して片屋根ができないだろ



- 117 - 
 

うかとか、いろいろ工夫もさせていただきました。 

ところが、私どもの保健センターのみならず、庁舎とのつなげたということの

ご質問の内容でございましたので、私どもだけでは判断ができませんので、総合

的にということでお答えをさせていただいた次第です。 

   その方法によりましては、金額もかなり変わってもきます。保健センターのみ

ならず全庁的にということになりますと、そこまでの試算はさせていただいてお

りませんが、住民のご要望が強いということであれば、今後、金額の提示なり時

期については明確には申し上げることはできませんが、鋭意努力をさせていただ

いて、住民福祉の向上につながるように努力をさせていただきたいと思いますの

で、以上、再問のお答えとさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 勝見幸弘議員。 

○３番（勝見幸弘） それでは、矛先を変えまして、若者が住みたくなるまちづくり

でございますので、子育て支援には十分力を発揮していただけるものと思ってお

りますので、ここは町長自らどのようにお考えかをご回答いただけたらと思いま

す。 

   特に３つの施策であります「中心核の整備」ということに関しても、総合庁舎

周辺も、全体的な、総合的なことでの検討という、今、担当課からのお話がござ

いましたので、そのことも踏まえてのご回答をいただければありがたいです。よ

ろしくお願いします。 

〇議長（中島正己） 山口町長。 

○町長（山口喜代治） 勝見議員さんの再々質問にお答えさせていただきます。 

ただいまアーケードの問題でございますが、庁舎を含めた中で計画をしていく

ということは、議員もご承知のように、観光バスも入っております。そして、こ

のような高さが必要とされます。こういった時に、そう軽量なものではなかなか、

台風とかいうことを考えますと軽微なものでは到底もたないと、このように判断

をしております。 

   当然、子育て支援を、これからする若者定住を考えるとなれば、そうしたサー

ビスをきちんとしていかなければならないということは想定できますけれども、

なかなかそういうことを、技術的に、我々は技術屋でございませんけれども、素

人なりに考えますと、なかなか庁舎から連結するということは非常に困難な問題

ではなかろうかなというように考えもいたすところでございますし、保健センタ

ーの玄関で車を止めて、一応そこで館をつくって、傘もささずに降りて、一旦お
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子さんを預けて、また車を違う駐車場に置いて、また保護者の皆さんが傘をささ

ないといけませんけれども、そして保健センターに入るというような方法でない

と、なかなか大規模な構造になろうと思いますので、これは十分、技術的な問題

もございますので、考えていかなければならないというように考えます。 

全体的な考えでは、非常に発想として私も賛成ですけれども、なかなかこの問

題は慎重に考えていきたいと考えますので、時期というものもございますので、

早く結論を示していかなければならないと思いますので、ご理解を賜りたいと思

います。 

〇議長（中島正己） 次に、２番、川嶋哲也議員。 

○２番（川嶋哲也） ４点目の質問をさせていただきます。松が丘およびさくら団地

に、既存の路線バスの乗り入れはできないか、お伺いいたしたいと思います。 

この質問については、今までに何回となく質問されています。先の３月議会に

おきましても山田議員から質問されましたが、十分な回答が得られなかったよう

に思っております。 

特に松が丘地区につきましては、町が多くの住民の方を受け入れ、自治会が発

足されたのは昭和５４年、約３０年近くなり、住民の方々は大変不便をきたして

おられます。 

町の若者定住等を考える時、運営・運行費用等が多少かかっても、一日も早く

バス乗り入れを決断すべきと思いますが、執行部のお考えをお伺いいたします。 

   なお、松が丘およびさくら団地へのバス乗り入れのための条件整備および運

営・運行費用についても伺いたいと思います。 

   また、４月以降、公共交通対策協議会は開催されたのか、開催されていないの

であれば、いつ頃予定されているのか、お伺いいたしたいと思います。以上、よ

ろしくお願い申し上げます。 

〇議長（中島正己） 小西政策総務主監。 

○政策推進課長（小西久次） 川嶋議員さんの「松が丘及びさくら団地に、既存の路

線バスの乗り入れはできないか」についての御質問にお答えいたします。 

  議員ご高承のとおり、松が丘、さくら団地につきましては路線バスが乗り入れ

されておりません。特に松が丘自治会においては、毎年人口が増加し、近年バス

利用の対象となる高校生等の若い年代層が増加し、平成２１年度までは１００人

を超える状況であります。 

３月議会でも質問をいただき回答しましたが、近江バスと運行経路の変更・松
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が丘団地内のバス迂回等について、早期に容易に運用できる希望が丘青年の城行

の路線について、現地立会・協議を行い研究・検討をしているところでございま

す。 

この実現には利用度合いが大変重要であり、乗り入れに対して、概算ではあり

ますが、数百万円程度の運行経費が必要となると聞いております。路線バスの運

行拡大や導入については、以前の公共交通対策協議会等において検討いただき、

町においても研究いたしましたが、運行主体、運営面、法律上の制限等の課題、

運行経費面の課題等、事業者のみの対応としては難しく、行政からの支援が必要

となり、その負担については、効果や長期的な経費支出を考慮すると課題が大変

大きく、乗り入れ等の実現に至っておりません。 

このことから、路線バスの運行拡大や導入について役員さんと協議したところ、

松が丘自治会へバス利用の動向について調査項目を現在、役員会で検討していた

だいており、今後区民の皆様へアンケートを実施される予定と聞いております。 

 さくら団地につきましては、先の３月議会で山田議員さんの回答でも述べまし

たように既存のバス路線（近江八幡駅～岡屋南）の運行経路を追加延長して考え

るのが妥当と思いますが、これについては、前段にも述べましように、運行主体、

運営面、運行経費増大等により赤字補填の負担増になり、現実的には困難な状況

であります。また、団地内への進入経路については、町道がありますが、道路幅

員が狭小で大型車等の乗り入れ困難等の問題があり、交通アクセスについて将来

構想と合わせて検討をしてまいりたいと考えております。 

いずれの自治会においても利用ニーズを調査し、若年層はもとより高齢社会を

含めた生活基盤として大切な課題と認識し、関係地域のお取り組みの状況もお聞

かせいただきながら、的確な情報収集ができました上で、具体的な日程は、今、

申し上げる状況にありませんが、早期に公共交通対策協議会を設置し、検討を深

めてまいりたいと考えております。今後とも、目的達成のため努力していく所存

でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

以上、川嶋議員さんへの回答とさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 川嶋哲也議員。 

○２番（川嶋哲也） 今、概要を説明、答弁をいただいたわけでございます。特にや

かましく言われております若者定住等を考えるということになれば、２１年には

１００人程度の子どもたちが、高校とか、そういうところへ通学されるというよ

うにも今聞かせていただいたわけでございます。 
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   現在、役場まで近江バスが入っておるわけでございますが、利用者はどれぐら

いあるか、私も把握しておらないわけでございますが、今日も役場から見ており

ますと、運転手さんだけというようなバスがほとんどでございます。そういうこ

とを考えますと、この路線を廃止してでも、松が丘の方へ路線変更をしていただ

いてもいいのではないかなと思うわけでございます。 

   現在使われておりますのが、岡屋線、さらに八幡竜王線を含めて、１９年度の

予算では年間８６０万円助成されるように予算措置がなされております。そうい

うことを考えますと、やはり松が丘、なかなか条件が厳しいと思うのですけれど

も、バスの迂回とか、そういうのも含めてなかなか厳しいかと思うのですけれど

も、これは何年間も検討されてきた経過があると思うのです。もうこの辺でやは

り決断をすべきではないかなと思うのですけれども、毎年自治会長さんが替わっ

ておられますので、なかなかそういうようにはいかないかと思います。しかしな

がら、公共交通対策協議会は設置されていないのですか。これはもうずっと、１

年１年設置されるということか。その点も含めてお答えいただきたいのですけれ

ども、やはり、この際に決断をしていただきたいなと思うのです。その点につい

て、再度お聞きいたしたいと思います。 

〇議長（中島正己） 小西総務政策主監。 

○総務政策主監（小西久次） 川嶋議員さんの再度のご質問にお答えしたいと思いま

す。 

   今現在、コミュニティバスの運行と、それから、道路運送法の第４条の運送で、

八幡竜王線と岡屋線が運行されております。先ほどご回答を申し上げました希望

が丘の方の乗り入れということで３路線あるわけでございます。今現在、ご質問

をいただきました役場の乗り入れにつきましては岡屋線の乗り入れということ

で、これを廃止して向こうへもっていったらどうかというご提案だと思うのです

けれども、朝晩の運行につきましては、岡屋線につきましては、高校生とか、い

ろいろな方が乗車していただいております。ですから、その部分を松が丘に乗り

入れるという方法も検討もしました。 

ところが、町の補助金等いろいろ運行の経過がございますので、その辺を検討

しながらやっていったわけでございますけれども、一番、近江バスとの協議の中

で、希望が丘の路線を朝のラッシュ時に、また先ほど申し上げました「検討した」

と言いますのは、朝のラッシュ時なり帰りの時刻、特に高校生等が多く乗る時間

帯を延長してはどうかという検討をさせていただいておるわけでございます。 
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ですから、この岡屋線を廃止し、役場への乗り入れを止めて向こうへもってい

くというのはなかなか、先ほど申しましたように難しいという状況になっており

ます。ですから、先ほど申しました、ご回答申し上げました希望が丘の運行を、

何とか希望が丘から松が丘の方へ乗り入れしたいという協議を今しております。 

   それから、公共交通対策協議会でございますけれども、基本的に公共交通対策

協議会で、先ほど申し上げました、その利用についての協議をしていただくわけ

でございますけれども、今現在、その協議会自体は設置いたしておりません。特

に、その運行については、具体的な試案ができ次第、やはり検討させていただき

たいということでございますので、今後早期に設置したいということを考えてお

ります。 

   基本的には、公共交通対策協議会につきましては、特に議会の皆さん、区長さ

んの代表の方、それから各種団体の代表の方、それから路線バスの利用者の方と

いうことで従来やっておりますので、その方法で今後につきましても設置をさせ

ていただきたいというような考え方をしております。 

   いずれにしても、具体的に近江バスと検討を詰める中で、やはり早く公共交通

対策協議会を設置する中でやっていきたいなという考え方をしておりますので、

ご回答とさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 川嶋哲也議員。 

○２番（川嶋哲也） 先ほどから申し上げていますように、毎年こういうような話で

ズルズルきておるようではないかなと思うのですけれども、地元との協議はどの

ようにされておられるのか、今もアンケート等をとるという考え方でおられるの

か。これからされるのだと思います。 

そういうことで、区長さんも自治会長さんも１年任期でございますので、なか

なか結論は出にくい部分もあるかと思うのですけれども、例えば、松が丘へ入る

のにはバス停が必要だと。やはり地元の協力を得なければならないという点も含

めて、協議をしていただいていると思いますけれども、その辺を含めて、先ほど

から申し上げていますように、３０年近く、初めからいきますと３０年にならな

いわけですけれども、あれだけのお家が建って、２０年から２５年経っていると

思うのですが、その時からやはりこういう問題は出てきておったと私は思います。 

   そういうようなことから言いますと、やはりもうこの辺で何とか、だめなもの

ならだめ、できるものならやろうというような結論を出すべきではないかなと思

うのです。やはり、やかましく若者定住とかいうことを言っているけれども、肝
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心なことができていなかったら、これは定住にはならないと。極端な話ですが、

そういうことだと思いますので、その点を十分考えていただきたいなと思います。 

   それから、１点だけ、先ほど岡屋線、それから八幡竜王線、希望が丘線（青年

の城線）、３つの時刻表があるのですけれども、例えば、岡屋線につきましては、

岡屋が始発６時４分があるのです。それから、八幡竜王線は１時間遅れと、７時

ということでございます。そういうようなことで、ダイハツさんが７時というこ

とでございますので、これをもう少し早く竜王線の方もしていただくというわけ

にはいかないのかどうか。  

   さらに、八幡からの帰りでございますが、帰りも同じく、岡屋線と八幡竜王線

は１時間違うわけでございます。ダイハツの方へ行くのが８時でございます。し

かしながら、岡屋線につきましては９時ということでございます。これも１時間

の差があるわけでございます。そういうことも含めて検討していただきたいなと

思いますので、その点についてご答弁がいただければありがたいと思います。 

〇議長（中島正己） 小西総務政策主監。 

○総務政策主監（小西久次） 川嶋議員さんの再度のご質問でございます。 

出発と最終の１時間のずれがあるではないかということでございますけれど

も、このことにつきましては一定、事業者また町の負担等の費用等もございます。

そういうところから、特に今までに近江バスとの協議の上でやってきたわけでご

ざいますけれども、やはりそれにつきましては、当然、町の負担というものが出

てくるわけでございます。 

そういうようなことで、特にいろいろな分がございますので、協議はさせてい

ただくという考え方はしておりますけれども、その辺ご理解いただいて、若干費

用の面でも、かなりその部分についてご理解をいただかないといけないというこ

とがございますので、ご理解いただきたいなと思います。以上、お答えとさせて

いただきます。 

〇議長（中島正己） 次に、４番、村井幸夫議員。 

○４番（村井幸夫） 地球温暖化対策について、お伺いしたいと思います。 

今、世界各国で取り組まれている地球温暖化対策は、大変重要かつ必要的な取

り組みであると思うところでございます。わが町も、家庭などから出る廃食油の

利用を考えたＢＤＦの取り組みがされています。この取り組みも対策の一環にな

ると思われます。今の取り組み状況と製品の利用状況は、また、今後の取り組み

と町民の協力体制についてお伺いしたいと思います。 
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もう１つ、東近江市でも大々的に農家の協力のもとに取り組んでおられるよう

でございます。わが町も減反対策の一環として取り組めないものか、お伺いした

いと思います。 

〇議長（中島正己） 福山生活安全課長。 

○生活安全課長（福山忠雄） 村井議員さんの「地球温暖化対策について」のご質問

にお答えさせていただきます。 

   ご高承のとおり、地球温暖化は、今日の経済活動に伴う化石燃料の消費による二酸

化炭素（ＣＯ2）排出量増大が起因する温室効果ガスにより起こっております。この

現象により、地球の平均気温は２０世紀の１００年の間に約０.６℃も気温が上昇し

ていると言われております。また、このままでは２１００年には最大で５.８℃上昇

し、世界的には氷河が溶け、海水面の上昇、極地の生態系の崩れ、台風や集中豪雨の

増大など異常気象、食糧危機等、自然や社会へ様々な影響を及ぼすとも言われており

ます。 

国での地球温暖化対策の取り組みといたしましては、平成１７年２月に発効しまし

た「京都議定書」による温室効果ガス削減目標マイナス６％（１９９０年比）を達成

するため、同年４月に京都議定書目標達成計画が閣議決定されております。 

滋賀県では、平成２２年度までの地球温暖化対策推進計画が平成１８年１２月に改

定され、温室効果ガス総排出量の削減目標を、基準年である平成２年（１９９０年）

比９％削減とし、県民の取り組みについては、省エネルギー・省資源型のライフスタ

イルへの転換、行政が実施する施策への協力が明記されております。 

さて、お尋ねのＢＤＦの取り組みでございますが、ご賢察のとおり、本町が資源循

環型社会のまちづくりとして家庭や企業から出る資源を活用した再生可能エネルギ

ーとして、平成７年度から取り組んでおります、各家庭からの廃食油を燃料化として

軽油に代わるディーゼルエンジン燃料へのリサイクルとして、ＢＤＦ（バイオ ディ

ーゼル 燃料）の活用に取り組み地球温暖化対策の１つと位置づけております。 

ＢＤＦ燃料の特徴は、排ガスの黒煙が軽油と比べて１／３に軽減、二酸化炭素（Ｃ

Ｏ２）の発生量が軽油に比べて７０％以上軽減し、化石燃料のように二酸化炭素を新

規排出しないため、温室効果ガスに該当しない、また、硫黄酸化物（ＳＯｘ）が出な

い等のメリットがあります。 

しかしながら、ＢＤＦの特性によりＢ５（軽油との混合比５％）以上の割合で利用

する場合は、エンジンの燃料関係の部品（燃料パイプ等）を劣化させますので、ＢＤ

Ｆ利用にあたっては部品の交換が必要となります。ＢＤＦ対応のエンジンにまだまだ
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改良されていないのが現状であります。 

そのため本町では、トラクター供給については燃料パイプを劣化させることから、

交換時に必要経費として限度額２万５,０００円の助成制度を設置し農家負担の軽減

措置を講じております。 

本町でのＢＤＦの現在の取り組み状況でございますが、全町６３ヵ所を対象に廃食

油の回収を実施し、月平均５００～６００リットル、年間約７,８００リットルの廃

食油を回収いたしております。これを原料といたしまして毎月約４００～５００リッ

トル、年間約６,０００リットルのＢＤＦを製造しております。 

ＢＤＦの利用状況といたしましては、約５０％にあたる３,０００リットルを町内

山之上地区から近江八幡駅の区間を運行しておりますコミュニティバスの燃料（Ｂ５ 

軽油との混合比５％）として、また約４０％にあたる２,４００リットルを、竜王町

稲作経営研究会のご理解をいただき利用協定書を結び、農家のトラクターの燃料（Ｂ

２０ 軽油との混合比２０％）として、残り約１０％にあたる６００リットルを町公

用車のワゴン車（Ｂ２０ 軽油との混合比２０％）やトラック（Ｂ１００ ＢＤＦ１

００％）の燃料として利用させていただいております。 

今後の取り組みといたしましては、さらにＢＤＦの利用を推進すべく、スクールバ

ス、農業関係（営農組織）や公用車の中型バス・マイクロバス・給食配膳車への利用

拡大を検討いたしております。 

町民の皆様には、今後とも今日まで、確立していただきました各ごみステーション

での廃食油回収システムにご協力いただきますとともに、需給バランスを勘案しなが

ら、町内事業等への廃食油回収システムの構築に向けて検討してまいりたいと考えて

おります。併せて、ＣＯ２負荷の少ないバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）の利用促進

に努め、地球温暖化防止の新エネルギー部門として展開できるよう努力傾注していく

ところでございます。 

地球温暖化対策は、議員皆様をはじめ、住民の皆様との協働の力によって防止でき

るものと考えておりますので、さらなるご指導とご協力を賜りますようお願い申し上

げまして、村井議員さんのご質問の「地球温暖化対策について」のお答えとさせてい

ただきます。 

〇議長（中島正己） 川部産業振興課長。 

○産業振興課長（川部治夫） 村井議員さんの「地球温暖化対策について」の後段の

「減反対策」のご質問にお答えいたします。わが町も、減反対策の一環として取

り組めないものかについてお答えいたします。 
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  東近江市の取り組みでありますが、旧愛東町のみで約１５ha が栽培をされてお

り、ＢＤＦの取り組みに関して、県内でいち早く取り組まれ、この取り組みに関

して国費を受け、「なたね館」をはじめ収穫コンバイン、搾油機などの機械整備

を行い現在も取り組みをされておるところであります。 

しかし、機械整備等設備投資費用と現状のＢＤＦの需要と供給の関係から、市

内全域への取り組みに広がらない状況をお聞きする中で、本町での米の生産調整

のための転作作物としての取り組みについての理解と協力をいただくには、今し

ばらくの期間が要するものと考えられます。 

そうしたことから、転作作物としての取り組みにつきましては、当面は先に生

活安全課長の回答にもありましたように、現状の廃食油による廃食油回収システ

ムの構築にご理解とご協力をお願いするものであります。 

以上、村井議員さんへのご質問のお答えとさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 村井幸夫議員。 

○４番（村井幸夫） いろいろな回答をいただきまして、誠にありがとうございます。

このまま温暖化が進んでいきますと、先ほどの話ではございませんけれども、２

１００年には、食生活でも今食べているものが食卓から消えていくというような

事態も考えられるようなことでございます。 

   このことはさて置いて、異常気象による熱中症とか、集中豪雨などが発生した

時の対策とか、そういうものは必要と考えますが、その対策はどのようなことを

考えておられるのか、お聞かせ願いたいと思います。 

〇議長（中島正己） 福山生活安全課長。 

○生活安全課長（福山忠雄） 村井議員さんから再質問をいただきましたので、お答

えさせていただきたいと思います。 

   先ほども申し上げましたとおり、地球温暖化の進行に伴いまして、現在予想さ

れております気候の変化、特に暑い日の増加、農産物の収穫減少や病害虫被害の

増大、台風や集中豪雨の増加、干ばつや洪水の巨大化等が懸念されております。 

   ご承知のとおり、町内の河川は天井川が多く、日野川の改修は早期に実現され

ることが、集中豪雨等の対策に一番的確な対策かと思っております。しかしなが

ら、日野川改修につきましても、まだまだ時間がかかるように聞かせていただい

ております。 

また、町内には多くの湧川等もございますので、集中豪雨等につきましては、

できるだけ速やかに各水門を開閉していただくようなことを、常日頃から各地区
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でご認識いただくということも必要かと思っております。 

さらに、町といたしましては、水防体制の強化、町消防団・水防団ならびに各

地区における自主防災組織での水防訓練の実施をしていただくようお願いして

おります。 

本年９月２日には、第３回の竜王町総合防災訓練も計画させていただいており

ます。住民の皆様方が常日頃から災害に対する意識を持続して持っていただくと

いうことが非常に肝要かと思っております。 

このようなことから、町といたしましても、特に本日、梅雨に入ったというこ

とでございますけれども、水防体制について充実してまいりたいと思いますので、

ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げまして、村井議員さんの再質問の

お答えとさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 村井幸夫議員。 

○４番（村井幸夫） 熱中症の方については、夜もだいぶん遅いので、また機会があ

ったら聞きたいと思います。 

   最後に、今は車社会でございます。通勤形態もいろいろ見直さなければならな

いと思う時期もございます。よそでは地球温暖化防止条例というようなことも言

われておるところでございますけれども、我が町でも企業と連携をした対策を考

える必要があるのではと思いますけれども、その点についてお伺いしたいと思い

ます。 

〇議長（中島正己） 福山生活安全課長。 

○生活安全課長（福山忠雄） 村井議員さんから再々質問をいただきましたので、お

答えさせていただきます。 

   議員さんが申されました地球温暖化防止条例につきましては、近くでは、大阪

府・京都府が制定されておられます。本滋賀県におかれましては、滋賀県大気環

境への負荷低減に関する条例が、平成１２年３月に制定されております。この条

例に基づきまして、地球温暖化対策推進計画の改定が、平成１８年２月にされた

ところでございます。 

竜王町といたしましては、現在、地球温暖化防止対策に関する条例の制定につ

きましては検討いたしておりませんけれども、平成１８年３月に策定させていた

だきました竜王町エコタウンプラン行動計画によりまして、環境共生型まちづく

りを進めてまいりたいと思っております。資源の有効利用、環境負荷の少ない資

源循環型社会を基本に進めてまいりたいと思っております。 
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本町での具体的な取り組みといたしましては、エコを意識した住まいづくり、

環境負荷を小さくする環境共生型住宅等の構想、一例を申し上げますと、雨水の

利用、太陽光発電、生ごみ再利用・堆肥化、住宅周辺の緑化等でございます。 

また、エコ農業といたしまして、有機肥料・減農薬栽培での農業の推進、各事

業所におかれましては、エコオフィス・ノーマイカーデー・アイドリングストッ

プ等の実施、さらには、新エネルギーといたしまして、先ほどご説明させていた

だきましたＢＤＦ事業の継続・拡大、そして太陽光エネルギーの活用でございま

す。 

また、企業につきましては、滋賀県地球温暖化推進計画の中で、それぞれ県民

の取り組み、事業者の取り組み、行政の取り組みが明記されております。特に事

業者の取り組みについては、それぞれ具体的な数値もあげられております。町内

の各事業所におかれましても、この滋賀県地球温暖化対策推進計画に基づきまし

て、現在、鋭意お取り組みをいただいているものと認識いたしております。 

以上、誠に簡単でございますけれども、村井議員さんの再々質問にお答えさせ

ていただきました。 

〇議長（中島正己） 次に、８番、竹山兵司議員。 

○８番（竹山兵司） 平成１９年第２回定例会一般質問。８番、竹山兵司。質問事項、

ダイハツ工業前山中橋附近の交差点及び町道八重谷甲西線の道路拡張等につい

て、お尋ねします。 

国道４７７号のダイハツ工業附近の交差点や山中橋附近の交差点は、朝の通勤

ラッシュで毎日大渋滞となり、日常生活にも支障をきたし、この解決策が求めら

れています。また、町道八重谷甲西線も通行車両が多く、道路の整備が求められ

ています。対応と対策について伺います。よろしくお願いします。 

〇議長（中島正己） 田中建設水道課長。 

○建設水道課長（田中秀樹） ただいま竹山議員さんから、ダイハツ工業前、山中橋

附近の交差点及び町道八重谷甲西線の道路拡張等についてご質問をいただいて

おりますので、お答えします。 

１点目、ダイハツ工業前、山中橋付近の交差点付近の通勤時の交通渋滞の解決

策についてでございます。この交通渋滞は、特に朝の通勤ラッシュ時におきまし

て、一般通勤者、ダイハツ工業への通勤者、また工場から工場への車輌等で、午

前７時から午前８時３０分位の間に特に交通渋滞をきたしている状況です。これ

らの渋滞状況につきましては現場把握しておりますが、現時点では、道路拡幅の
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計画はない状況であります。 

しかしながら、ダイハツ工業前につきましては、県道水口竜王線が本年度から

一部舗装着手され、全線完成すれば、甲賀市方面への通過車輌は減少すると思わ

れます。 

山中橋付近につきましては、今後の周辺地域の開発の動向によって、道路整備

が必要になってくる状況かと思われます。 

いずれの路線にいたしましても、日常生活また産業活動の重要な路線でありま

すので、道路管理者である県当局に対しまして、道路拡幅の要望活動を続けてま

いります。 

２点目、町道八重谷甲西線の道路拡張についてでございます。町道八重谷甲西

線は、湖南市甲西町側から竜王インター側への抜け道的な存在として、多くの通

過車輌があります。当該町道は、山中林道として整備されたことから、道路幅員

も狭く、現在の車輌がすれ違うには待避所でのすれ違いが行われています。この

ようなことから、拡幅出来ないかとのご質問であります。 

この道路沿線の土地につきましては、現況の土地と、公図が大きく異なる、公

図混乱地域となっています。まず、この公図混乱を解決しなければ拡幅のステッ

プを踏む事はできません。しかしながら、広い面積で公図と現況が合わないこと

から、どれだけの日数と費用を掛け、また、誰が事業実施主体になるのか見当も

付かないのが現状であります。この町道拡幅については、極めて困難性が高い状

況ですが、地域の方々のご協力も得ながら、公図と現地が整合する場所を見つけ

出し、道路整備の糸口が見えるよう図ってまいりたいと考えております。 

以上、簡単ですが、ご回答とさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 竹山兵司議員。 

○８番（竹山兵司） ダイハツ地先の緩和策として、県道水口竜王線もまだ舗装がさ

れておりませんけれど、早期に舗装されまして、開通されることを希望しており

ます。 

   なお、大変難しい山中林道のようでございます。特に、この道路の両側には、

松くい虫による枯れ松が道路沿いにあります。かつて、この道路のくぼみに車両

がバウンドし、その修理代を町が弁償されたようなことがあったように思ってお

りますが、今後、松の木が倒れる事故が発生予想されますが、これを未然に防ぐ

ため、公図あるいは現況を確かめていただいて、所有者への枯れ松などの伐採依

頼をしていただくようにご努力をいただきたいと思います。この点についても伺
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います。 

   また、現在道路沿いの笹が覆い茂り、雨の日には、特に狭い道路に覆い被さっ

ています。八重谷地先のゴルフ場側から山中方面へはジャングルのような町道で

あり、湖南市へ出ますと、夜が明けたように道路の視界が広がります。整備され

る期間はほど遠いようでありますが、近隣市などからの協力を得る方策などがな

いか、この点についても伺います。よろしくお願いします。 

〇議長（中島正己） 田中建設水道課長。 

○建設水道課長（田中秀樹） ただいま２点の再質問を伺いました。 

   まず１点目、八重谷甲西線の松くい虫の状況でございます。特に、これらにつ

きましては、今日までも特に台風シーズン、風のきつい時ということで、松が倒

れそうになると、また倒れるという状況があって、電話があって駆けつけている

という状況でございます。 

   特にこれにつきましては、本来ならば土地所有者が対応すべきでありますが、

交通の関係から町が対応しているということで、直営でできる部分は直営でしな

ら、またできない部分はシルバーの方にお願いしながら近場のところはやってお

ります。奥の方までは、どうしても所有者の関係がある関係で、できておりませ

ん。本来ならば、所有者を見つけ出してということがありますが、どうしても現

場と公図が合わない関係で所有者が割り出せないというところがありますので、

これらにつきましては、今後時間をかけながらでもやっていく必要があるかと思

っております。 

   ２点目、道路沿いの笹がかなり覆い茂っているということでございます。また、

ジャングルのようになっているということもあります。特に、この道路につきま

しては、抜け道が存在しているということで、朝夕かなり飛ばしていく車があり

ます。朝たまに見に行きますと、かなりスピードを出しておられます。 

   そこで、まず一番大事なのは交通安全ということで、スピードを抑えるという

ような対策が必要でありますが、なかなか道路幅が広げられないということがあ

ります。 

   また、草を刈りながら見通しをよくしようということでもありまして、今日ま

でどのようにしようかということで試行錯誤の中で、道路の草を刈りますと、そ

の時はやはりスピードが出ます。そして、逆にジャングル的とは言いませんが、

覆い茂ると車はスピードを落とします。車に傷がつかないということで、真ん中

を走って、ゆっくりと走るということで、本来ならば後退した対応とは思ってお
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ります。今、状況的には少し草を刈るのを遅らせながら、交通安全の体制という

ことで、あまりよくはないと思っておりますが、道路整備が完成するまでは、い

ろいろな試行錯誤を重ねながらやっていかなければ、変に草を刈ってしまうと、

路肩へ車が寄ります。そうすると、路肩に寄って寄って、その路肩の方は土です

ので、また民地に入って、そこへタイヤが入ってパンクするというように、悪循

環という感じで、だんだん知らないうちに道路が広がると、そして民地を食って

いくという感じで、苦労しながらこの道路対策については対応しておりますので、

ご理解いただきまして、ご回答とさせていただきます。 

〇議長（中島正己） 竹山兵司議員。 

○８番（竹山兵司） いずれにいたしましても、ジャングル状態の方が交通安全に寄

与するのではないかというような、見方もいろいろあるものだなと思っておりま

すが、たちまち公図、あるいは現地調査を積極的にお進めいただいて、安心で安

全なまちづくりにこの道路が寄与するようにご努力をいただきますことを希望

申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（中島正己） これをもって一般質問を終結いたします。 

 以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。これをもって本日の会議を閉

じ、散会いたします。 

大変ご苦労さまでございました。 

散会 午後１０時００分 


